
○
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
四
号

確
定
拠
出
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
確
定
拠
出
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整

備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

確
定
拠
出
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省

令

（
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分



が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
及
び
二
重
傍
線
を
付
し

た
共
通
見
出
し
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

企
業
型
年
金

第
一
章

企
業
型
年
金

第
一
節
～
第
七
節

（
略
）

第
一
節
～
第
七
節

（
略
）

第
八
節

雑
則
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
一
条
の
六
）

第
八
節

雑
則
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
一
条
）

第
二
章

個
人
型
年
金

第
二
章

個
人
型
年
金

第
一
節

個
人
型
年
金
の
開
始
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
八
条
の
二
）

第
一
節

個
人
型
年
金
の
開
始
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
七
条
）

第
二
節

個
人
型
年
金
加
入
者
等
（
第
三
十
九
条
―
第
五
十
六
条
の
二
）

第
二
節

個
人
型
年
金
加
入
者
等
（
第
三
十
八
条
―
第
五
十
六
条
）

第
三
節

掛
金
（
第
五
十
六
条
の
三
―
第
五
十
八
条
）

第
三
節

掛
金
（
第
五
十
七
条
・
第
五
十
八
条
）

第
四
節

（
略
）

第
四
節

（
略
）

第
三
章
・
第
四
章

（
略
）

第
三
章
・
第
四
章

（
略
）

附
則

附
則

（
連
合
会
が
行
う
業
務
）

（
連
合
会
が
行
う
業
務
）

第
一
条

確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
七
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ

う
。
）
第
二
条
第
七
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ

る
業
務
と
す
る
。

る
業
務
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
（
中
小
事
業
主
（
法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
四
号

二

個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
限
度
額
の
管
理
に
係
る
業
務

の
二
に
規
定
す
る
中
小
事
業
主
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
中
小
事
業
主
掛
金

を
拠
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
及
び
中
小
事
業
主

掛
金
）
の
限
度
額
の
管
理
に
係
る
業
務

（
過
半
数
代
表
者
）

（
過
半
数
代
表
者
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
二
項
（
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
及
び
法
第
五
条
第
二
項
（
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
第
一
号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
過
半

第
二
百
四
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
八
号
ロ
に
規
定
す
る
第

数
を
代
表
す
る
者
（
以
下
「
過
半
数
代
表
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い

一
号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
（
以
下
「
過
半
数
代
表
者

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。



」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
規
約
の
承
認
の
申
請
）

（
規
約
の
承
認
の
申
請
）

第
三
条

法
第
三
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
企
業
型
年
金
に
係
る
規
約
の
承
認
の
申

。

請
は
、
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す

一

様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
書
類

る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

二

企
業
型
年
金
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る

一

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
企
業
型
年
金
に
係
る
規
約

第
一
号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
と
き

二

法
第
三
条
第
一
項
の
同
意
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
書
類

は
様
式
第
五
号
、
当
該
第
一
号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る

イ

様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
書
類

労
働
組
合
が
な
い
と
き
は
様
式
第
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
書
類

ロ

企
業
型
年
金
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ

る
第
一
号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る

と
き
は
様
式
第
五
号
、
当
該
第
一
号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
過
半
数
で
組

織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
と
き
は
様
式
第
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
書
類

三

法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
契
約
に
関
す
る

書
類
（
法
第
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
主
（
第
三
条
第
二
項
、
第

三
十
九
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
六
十
一
条
並
び
に
第
七
十

二
条
を
除
き
、
以
下
「
事
業
主
」
と
い
う
。
）
が
運
営
管
理
業
務
の
全
部
を
行

う
場
合
を
除
く
。
）

四

資
産
管
理
契
約
に
関
す
る
書
類

五

実
施
事
業
所
に
お
け
る
労
働
協
約
及
び
就
業
規
則
（
賃
金
（
臨
時
の
賃
金
等

及
び
退
職
手
当
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
別
に
規
則
を
定
め
て
い
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
規
則
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

六

実
施
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
第
一
号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
が
企
業
型
年
金

加
入
者
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
一
定
の
資
格
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
実
施
事
業
所
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
確
定
給
付
企
業
年
金
（
確
定
給
付

企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
確

定
給
付
企
業
年
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
退
職
手
当
制
度
が
適
用
さ
れ

る
者
の
範
囲
に
つ
い
て
の
書
類



七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
承
認
に
当
た
っ
て
必
要
な
書
類

２

法
第
三
条
第
四
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

（
新
設
）

書
類
と
す
る
。

一

企
業
型
年
金
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
に
お
け
る
労
働

協
約
及
び
就
業
規
則
（
賃
金
（
臨
時
の
賃
金
等
及
び
退
職
手
当
を
含
む
。
）
に

つ
い
て
別
に
規
則
を
定
め
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
則
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）

二

企
業
型
年
金
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
事
業
所
又
は
船
舶
の
事
業
主
が
厚
生
年

金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三

企
業
型
年
金
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
事
業
所
又
は
船
舶
が
厚
生
年
金
適
用
事

業
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四

企
業
型
年
金
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る

第
一
号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
と
き

は
当
該
労
働
組
合
、
当
該
第
一
号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
過
半
数
で
組
織
す

る
労
働
組
合
が
な
い
と
き
は
過
半
数
代
表
者
と
法
第
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規

定
す
る
事
業
主
（
次
項
、
次
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第

二
項
第
二
号
、
第
六
十
一
条
並
び
に
第
七
十
二
条
を
除
き
、
以
下
「
事
業
主
」

と
い
う
。
）
と
の
協
議
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

五

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
の
選
任
の
理
由
に
つ
い
て
の
書
類
（
事
業
主

が
運
営
管
理
業
務
の
全
部
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
承
認
に
当
た
っ
て
必
要
な
書
類

３

法
第
三
条
第
四
項
の
申
請
は
、
二
以
上
の
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
が

２

前
項
の
申
請
は
、
二
以
上
の
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
が
一
の
企
業
型

一
の
企
業
型
年
金
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
一
を
代
表
と

年
金
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
一
を
代
表
と
し
て
定
め
、

し
て
定
め
、
そ
の
代
表
が
行
う
も
の
と
す
る
。

そ
の
代
表
が
行
う
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

３

（
略
）

第
三
条
の
二

簡
易
企
業
型
年
金
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の

（
新
設
）

事
業
主
が
、
法
第
三
条
第
四
項
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
実
施
し
よ
う
と
す
る
企

業
型
年
金
が
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。



２

法
第
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
前
条
第
二
項
第
一
号

及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

（
企
業
型
年
金
の
給
付
の
額
の
算
定
方
法
の
基
準
）

（
企
業
型
年
金
の
給
付
の
額
の
算
定
方
法
の
基
準
）

第
四
条

令
第
五
条
第
一
号
の
年
金
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
の
算
定
方
法
は
、
次

第
四
条

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
。
以
下

の
各
号
に
掲
げ
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
号
の
年
金
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
の
算
定
方

も
の
と
す
る
。

法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
企
業
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
額
の
変
更
の
例
外
）

（
企
業
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
額
の
変
更
の
例
外
）

第
四
条
の
二

令
第
六
条
第
四
号
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と

第
四
条
の
二

令
第
六
条
第
五
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
連
合
会
へ
の
通
知
事
項
）

（
連
合
会
へ
の
通
知
事
項
）

第
四
条
の
四

（
略
）

第
四
条
の
四

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
変
更
の
承
認
の
申
請
及
び
法
第
四
十
六

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
変
更
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す

条
第
一
項
の
終
了
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
。

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
等
）

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
等
）

第
五
条

法
第
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲

第
五
条

法
第
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
の
変
更
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で

げ
る
事
項
の
変
更
と
す
る
。

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
簡
易
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
場
合
に
限

る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
三
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。

（
新
設
）

）
五
～
八

（
略
）

四
～
七

（
略
）



九

令
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

十

令
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

十
一

令
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

十
二

令
第
三
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

十
三

（
略
）

八

（
略
）

十
四

令
第
三
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

十
五

令
第
三
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
（
法
第
五
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）

十
六

令
第
三
条
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項

九

令
第
三
条
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項

十
七
・
十
八

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

２

法
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
に
軽
微
な
変
更
は

２

法
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
に
軽
微
な
変
更
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る

、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
と
す
る
。

事
項
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
簡
易
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
場
合
に
限
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

四

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

五

前
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

六

前
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

七

前
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

八

前
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

九

前
項
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項

五

前
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項

（
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
）

（
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
）

第
六
条

法
第
五
条
第
一
項
の
企
業
型
年
金
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
変
更

第
六
条

法
第
五
条
第
一
項
の
企
業
型
年
金
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
変
更

の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚

の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
へ
の
委
託

二

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
へ
の
委
託

（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
委
託
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に

に
係
る
契
約
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
委
託
に
係
る
契
約
を
含
む
。
）

あ
っ
て
は
、
当
該
委
託
に
係
る
契
約
書

に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
に
関
す
る
書
類

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
管
理
契
約
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
管
理
契
約
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に



あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
の
契
約
書

あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
に
関
す
る
書
類

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

六

資
産
管
理
機
関
が
法
第
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
確
定
給
付
企
業
年
金
（

六

資
産
管
理
機
関
が
法
第
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
確
定
給
付
企
業
年
金
、

確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

退
職
金
共
済
（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号

定
す
る
確
定
給
付
企
業
年
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
退
職
金
共
済
（
中
小

）
に
規
定
す
る
退
職
金
共
済
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
退
職
手
当
制
度
に

企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
規
定
す
る
退
職

係
る
資
産
の
全
部
又
は
一
部
の
移
換
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
資
産

金
共
済
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
退
職
手
当
制
度
に
係
る
資
産
の
全
部
又

の
移
換
に
係
る
第
一
号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
全
員
が
企
業
型
年
金
加
入
者

は
一
部
の
移
換
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
資
産
の
移
換
に
係
る
第
一

と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
書
類

号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
全
員
が
企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
る
こ
と
に
つ
い

て
の
書
類

七

資
産
管
理
機
関
が
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
（
同

（
新
設
）

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
の
規
定
に
基
づ
き
個
人
別
管
理
資
産
を
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済

機
構
（
第
三
十
一
条
の
四
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
移
換
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
法
第
五
十
四
条
の
五
に
規
定
す
る
合
併
等
を
実
施
し
た
こ
と
を

証
す
る
書
類

八

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
後
の

（
新
設
）

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
の
選
任
の
理
由
に
つ
い
て
の
書
類
（
事
業
主
が

運
営
管
理
業
務
の
全
部
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）

九

（
略
）

七

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
六
条
の
二

簡
易
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
が
、
前
条
第
一
項
の
申
請
を

（
新
設
）

す
る
と
き
は
、
同
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の

添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

簡
易
企
業
型
年
金
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
事
業
主
が
、
前
条
第
一
項
の
申
請
を

す
る
と
き
は
、
実
施
す
る
企
業
型
年
金
が
法
第
三
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
）



第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
事
業
主
が
行
う
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
へ
の
通
知
）

（
事
業
主
が
行
う
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
へ
の
通
知
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
新
た
に
前
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま

３

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
新
た
に
前
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま

で
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

で
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

日
か
ら
五
日
以
内
に
、
そ
の
資
格
の
種
別
及
び
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日
を
企
業

日
か
ら
五
日
以
内
に
、
そ
の
資
格
の
種
別
及
び
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日
を
企
業

型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
新
た
に
前
条
第
一
項
第
三
号
ニ
か
ら
チ
ま

４

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
新
た
に
前
条
第
一
項
第
三
号
ホ
か
ら
リ
ま

で
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
資
格
の

で
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
資
格
の

種
別
及
び
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知

種
別
及
び
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

６

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
前
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

６

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
前
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲

げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
該
当
し
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
日
以
内

げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
該
当
し
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
日
以
内

に
、
そ
の
資
格
の
種
別
及
び
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営

に
、
そ
の
資
格
の
種
別
及
び
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営

管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

７

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
前
条
第
一
項
第
三
号
ニ
か
ら
チ
ま
で
に
掲

７

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
前
条
第
一
項
第
三
号
ホ
か
ら
リ
ま
で
に
掲

げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
資
格
の
種
別
及
び
資

げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
資
格
の
種
別
及
び
資

格
を
喪
失
し
た
年
月
日
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と

格
を
喪
失
し
た
年
月
日
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
又
は
企
業
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
者

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
（
四
十
六
歳
以
上
の
者
に
限
る
。
第
十
五

10

10

（
企
業
型
年
金
に
個
人
別
管
理
資
産
が
あ
る
者
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
四
十
六
歳

条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
退
職
手
当
等
（

以
上
の
も
の
（
第
二
号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
十
三
号
に
お
い
て
「
特
定
企
業

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退

型
年
金
加
入
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
退
職
手
当
等
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十

職
手
当
等
を
い
い
、
同
法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
退
職
手
当
等
と
み
な
す
一
時
金

年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
を
い
い
、
同

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
払
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ

法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
退
職
手
当
等
と
み
な
す
一
時
金
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

る
事
項
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。



）
の
支
払
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
企
業
型
記
録

関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
た
年
月
日

二

企
業
型
年
金
加
入
者
等
（
四
十
六
歳
以
上
の
者
に
限
る
。
第
十
五
条
第
一
項

第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け

た
年
月
日

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
企
業
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
の
作
成
及
び
保
存
）

（
企
業
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
の
作
成
及
び
保
存
）

第
十
五
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
企
業

第
十
五
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
企
業

型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
行
う
記
録
関
連
業
務
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
行
う
記
録
関
連
業
務
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

過
去
に
拠
出
さ
れ
た
令
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
企
業
型
掛
金
拠
出
単
位
期

四

過
去
に
拠
出
さ
れ
た
令
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
企
業
型
掛
金
拠
出
単
位
期

間
（
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
事
業
主
掛
金
を
拠
出
す
る
場
合
又
は
令
第

間
（
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
事
業
主
掛
金
を
拠
出
す
る
場
合
又
は
令
第

十
条
の
四
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
年
金
加
入
者
掛
金
を
拠
出
す
る
場

十
条
の
三
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
年
金
加
入
者
掛
金
を
拠
出
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
拠
出
区
分
期
間
。
第

合
に
あ
っ
て
は
、
令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
拠
出
区
分
期
間
。
第

二
十
一
条
及
び
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
拠
出
期
間
」
と
い
う
。

二
十
一
条
及
び
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
拠
出
期
間
」
と
い
う
。

）
ご
と
の
事
業
主
掛
金
及
び
企
業
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
額
並
び
に
こ
れ
ら
の

）
ご
と
の
事
業
主
掛
金
及
び
企
業
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
額
並
び
に
こ
れ
ら
の

総
額
の
実
績
並
び
に
事
業
主
掛
金
を
拠
出
し
た
者
の
名
称

総
額
の
実
績
並
び
に
事
業
主
掛
金
を
拠
出
し
た
者
の
名
称

五

（
略
）

五

（
略
）

五
の
二

法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
年
金
加
入
者
が
指

（
新
設
）

定
運
用
方
法
を
選
択
し
、
か
つ
、
当
該
指
定
運
用
方
法
に
そ
の
未
指
図
個
人
別

管
理
資
産
の
全
額
を
充
て
る
運
用
の
指
図
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
運
用
方
法
の
内
容
及
び
当
該
運
用
の
指
図
を
行
っ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
年
月
日

六

法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
が
企
業

六

法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
が
企
業

型
年
金
加
入
者
等
に
通
知
し
た
個
人
別
管
理
資
産
額
、
運
用
の
指
図
が
行
わ
れ

型
年
金
加
入
者
等
に
通
知
し
た
個
人
別
管
理
資
産
額
及
び
運
用
の
指
図
に
係
る

て
い
な
い
個
人
別
管
理
資
産
の
額
及
び
運
用
の
指
図
に
係
る
運
用
の
契
約
ご
と

運
用
の
契
約
ご
と
の
持
分
に
相
当
す
る
額

の
持
分
に
相
当
す
る
額



七
～
十
一

（
略
）

七
～
十
一

（
略
）

十
一
の
二

法
第
五
十
四
条
の
四
第
二
項
又
は
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十

（
新
設
）

一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
定
給
付
企
業
年
金
又
は
退
職
金
共
済
に
個

人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
制
度
の
種
別
、

個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
行
っ
た
年
月
日
、
移
換
し
た
個
人
別
管
理
資
産
額

そ
の
他
移
換
に
関
す
る
事
項

十
二

企
業
型
年
金
加
入
者
等
又
は
企
業
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
者
が
、
第

十
二

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
、
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
及
び
小

十
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
及
び
小
規
模
企
業
共
済
契
約
者
の
資
格
を
有

規
模
企
業
共
済
契
約
者
の
資
格
を
有
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
の

し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
の
種
別
並
び
に
資
格
の
取
得
及
び
喪
失

種
別
並
び
に
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
の
年
月
日

の
年
月
日

十
三

特
定
企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
た
こ
と
が
あ

十
三

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と

る
と
き
（
当
該
特
定
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
第
七
号
に
掲
げ
る
期
間
に

き
（
当
該
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
第
七
号
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）

限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

十
四
～
十
七

（
略
）

十
四
～
十
七

（
略
）

２

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

２

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
少
な
く
と
も
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
、
各
企
業
型
年
金
加
入
者
等

応
じ
、
少
な
く
と
も
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
、
各
企
業
型
年
金
加
入
者
等

に
係
る
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
関
す
る
原
簿
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
企
業

に
係
る
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
関
す
る
原
簿
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
企
業

型
年
金
加
入
者
等
原
簿
」
と
い
う
。
）
を
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前

型
年
金
加
入
者
等
原
簿
」
と
い
う
。
）
を
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前

項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
そ
の
個
人
別
管
理
資
産
を
他
の
企
業
型
年
金
に
係

一

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
そ
の
個
人
別
管
理
資
産
を
他
の
企
業
型
年
金
に
係

る
資
産
管
理
機
関
又
は
連
合
会
に
移
換
し
た
場
合

移
換
先
の
そ
の
者
に
係
る

る
資
産
管
理
機
関
又
は
連
合
会
に
移
換
し
た
場
合

移
換
先
の
そ
の
者
に
係
る

記
録
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
等
に
前
項
各
号
に
掲
げ

記
録
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
等
に
前
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
録
し
た
書
類
を
引
き
渡
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
た

る
事
項
を
記
録
し
た
書
類
を
引
き
渡
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た

日

日

二

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
が
他
の
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関

二

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
が
他
の
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関

等
に
記
録
関
連
業
務
を
承
継
し
た
場
合

承
継
し
た
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理

等
に
記
録
関
連
業
務
を
承
継
し
た
場
合

承
継
し
た
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理

機
関
等
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
書
類
を
引
き
渡
し
た
日
か
ら

機
関
等
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
書
類
を
引
き
渡
し
た
日
か
ら

起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
た
日

起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
法
第

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
法
第



二
十
九
条
の
給
付
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過

二
十
九
条
の
給
付
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

し
た
日

し
た
日

３

（
略
）

３

（
略
）

４

前
項
の
規
定
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
第

（
新
設
）

一
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
前
項
中
「
行
っ
た
日
（
運
用
の
指
図
の
変
更
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変

更
を
行
っ
た
日
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
記
録
の
み
有
す
る
者
に
係
る
記
録
の
管
理
）

第
十
五
条
の
二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
乙
企
業
型
年
金
又
は
個
人
型
年
金
の
個

（
新
設
）

人
別
管
理
資
産
が
な
く
な
っ
た
者
（
法
第
五
十
四
条
の
四
第
二
項
又
は
中
小
企
業

退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
乙
企
業
型
年
金
の
個
人

別
管
理
資
産
が
確
定
給
付
企
業
年
金
又
は
退
職
金
共
済
に
移
換
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
者
及
び
法
第
七
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
型
年
金
の
個
人
別
管

理
資
産
が
確
定
給
付
企
業
年
金
に
移
換
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
（
令
第
三
十
八
条

の
三
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
個
人
型
年
金
の
個
人
別
管
理
資
産
を
移
換
し
た
後

も
引
き
続
き
個
人
型
年
金
加
入
者
で
あ
る
こ
と
を
申
し
出
た
者
を
除
く
。
）
を
含

み
、
法
第
三
十
三
条
第
三
項
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
老
齢
給
付
金
の
支
給
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
（
法
第
七
十

三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
給
付
金
の
支
給

及
び
法
第
四
十
条
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
死
亡
一
時
金
の
支
給
並
び
に
法
附
則
第
二
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
一
時
金
の
支
給
に
よ
り
個
人
別
管
理
資
産
が
な
く
な

っ
た
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
録
の
み
有
す
る
者
」
と
い
う
。

）
が
甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
記
録
の
み
有
す
る
者
に
係
る
通
算
加
入
者
等
期
間
に
関
す
る
記
録
は
、
当
該

記
録
の
み
有
す
る
者
が
、
甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等

に
対
し
、
当
該
記
録
の
管
理
を
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。



一

乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
者

二

個
人
型
年
金
の
個
人
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
者

三

法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理
資
産
が
移
換
さ
れ
た
者

（
個
人
型
年
金
加
入
者
及
び
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
を
除
く
。
以
下
「
連
合

会
移
換
者
」
と
い
う
。
）

２

甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
前
条
第
一
項
各
号
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
録
が
甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関

等
で
管
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
記
録
の
み
有
す
る
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
の
管
理
を
申
し
出
る
場

合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項

を
記
載
し
た
届
出
書
を
甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
申
出
を
行
う
場
合

乙
企
業
型
年
金

を
実
施
す
る
事
業
主
及
び
乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関

等
の
名
称
及
び
住
所

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
申
出
を
行
う
場
合

個
人
型
年
金
の

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
の
名
称
及
び
住
所
（
当
該
個
人
型
記
録
関
連

運
営
管
理
機
関
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

三

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
申
出
を
行
う
場
合

連
合
会
移
換
者

で
あ
る
旨

４

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連

運
営
管
理
機
関
等
、
個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
又
は
個
人

型
特
定
運
営
管
理
機
関
（
連
合
会
が
運
営
管
理
業
務
を
委
託
し
た
確
定
拠
出
年
金

運
営
管
理
機
関
で
あ
っ
て
、
令
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理

資
産
が
連
合
会
に
移
換
さ
れ
た
者
の
氏
名
、
住
所
等
の
記
録
及
び
そ
の
保
存
そ
の

他
の
業
務
を
行
う
者
と
し
て
連
合
会
が
指
定
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

は
、
甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
指
示
が
あ
っ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
資
格
を
取
得
し
た
者
の
前
条
第
一
項
各
号
又
は
第
五
十



六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管

理
機
関
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
は
、
第
一
項
の
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
す
る
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
に
説
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６

企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
、
連
合
会
並
び
に
個
人
型

年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
及
び
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
は
、

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
た
め
必
要
な
行
為
を
行
う
と
き
は
、
法
令
に

別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
そ
の
行
為
を
行
う
も
の
と
す
る

。（
納
付
期
限
日
を
延
長
で
き
る
場
合
等
）

（
納
付
期
限
日
を
延
長
で
き
る
場
合
等
）

第
十
六
条
の
二

令
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

第
十
六
条
の
二

令
第
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
業
主
掛
金
を
納
付
期
限
日
（
令
第
六
条
第
五
号
に
規
定
す
る
納
付
期
限
日
を
い

場
合
は
、
事
業
主
掛
金
を
納
付
期
限
日
（
令
第
六
条
第
七
号
に
規
定
す
る
納
付
期

う
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
納
付
し
な
い
こ
と
に
つ

限
日
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
納
付
し
な
い

い
て
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
厚
生

こ
と
に
つ
い
て
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と

労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
と
す
る
。

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

令
第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
企
業
型
年
金

３

令
第
十
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
企

加
入
者
掛
金
を
納
付
期
限
日
（
令
第
六
条
第
六
号
に
規
定
す
る
納
付
期
限
日
を
い

業
型
年
金
加
入
者
掛
金
を
納
付
期
限
日
（
令
第
六
条
第
八
号
に
規
定
す
る
納
付
期

う
。
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
納
付
し
な
い
こ
と
に
つ

限
日
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
に
納
付
し
な
い

い
て
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
厚
生

こ
と
に
つ
い
て
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と

労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
と
す
る
。

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
の
運
用
の
方
法
）

（
運
用
の
方
法
の
選
定
基
準
）

第
十
八
条

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
一
の
項
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
厚
生
労
働
省
令

第
十
八
条

企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
預
貯
金
の
利
率
、
生
命
保
険

で
定
め
る
事
項
は
、
預
入
の
相
手
方
、
預
金
又
は
貯
金
の
種
類
及
び
預
入
期
間
と

契
約
の
予
定
利
率
、
債
券
の
収
益
率
等
運
用
か
ら
生
ず
る
と
見
込
ま
れ
る
収
益
の

す
る
。

率
、
収
益
の
変
動
の
可
能
性
そ
の
他
収
益
の
性
質
が
相
互
に
類
似
し
な
い
三
以
上

の
運
用
の
方
法
を
選
定
し
、
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
二
の
項
の
運
用
の
方
法
）

第
十
八
条
の
二

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
二
の
項
イ
、
ロ
及
び
ニ
の
厚
生
労
働

（
新
設
）

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
信
託
の
契
約
の
相
手
方
、
信
託
財
産
の
管
理
又
は
処
分

の
方
法
及
び
信
託
契
約
の
期
間
と
す
る
。

２

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
二
の
項
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

各
年
齢
階
層
に
属
す
る
加
入
者
等
の
選
択
を
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
同
項
ハ

の
将
来
の
一
定
の
時
期
を
複
数
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

３

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
二
の
項
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

信
託
の
契
約
の
相
手
方
及
び
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第

二
十
六
条
第
一
項
第
六
号
の
信
託
財
産
の
管
理
又
は
処
分
の
方
針
（
前
項
の
将
来

の
一
定
の
時
期
が
異
な
る
こ
と
に
よ
り
異
な
る
こ
と
が
合
理
的
な
事
項
を
除
く
。

）
と
す
る
。

（
令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
三
の
項
の
運
用
の
方
法
）

第
十
八
条
の
三

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
三
の
項
ル
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

十
二
の
受
益
証
券
を
一
の
取
引
の
単
位
と
し
、
各
受
益
証
券
に
つ
い
て
の
投

資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号

）
第
四
条
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
信
託
の
計
算
期
間
の
終
了
日
が
継
続
し
た

十
二
月
間
の
各
月
に
順
次
到
来
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
委
託
者
及
び
投
資
信
託
及
び
投
資
法

人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
）
第
八

条
第
二
号
イ
に
定
め
る
資
産
運
用
の
基
本
方
針
（
以
下
「
運
用
の
基
本
方
針
」

と
い
う
。
）

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
第
十
五
条
第
一
項
の
表

の
三
の
項
ヌ
に
規
定
す
る
国
際
証
券
コ
ー
ド

２

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
三
の
項
ヲ
及
び
ノ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
各
年
齢
階
層
に
属
す
る
加
入
者
等
の
選
択
を
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

同
項
ヲ
又
は
ノ
の
将
来
の
一
定
の
時
期
を
複
数
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す



る
。

３

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
三
の
項
ヲ
及
び
ノ
の
厚
生
労
働
省
令
に
定
め
る
事

項
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
委

託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
委
託
者
及
び
運
用
の
基
本
方
針
（
前
項
の
将
来
の
一
定

の
時
期
が
異
な
る
こ
と
に
よ
り
異
な
る
こ
と
が
合
理
的
な
事
項
を
除
く
。
）
と
す

る
。

（
令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
四
の
項
の
運
用
の
方
法
）

第
十
八
条
の
四

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
四
の
項
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
部
分
は
、
付
加
保
険
料
（
保
険
料
の
う
ち
純
保
険
料
以
外
の
も
の
を
い
う
。
）

（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

責
任
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
っ

て
、
各
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
払
込
保
険
料
の
全
額
の
う
ち
に
占
め
る
割

合
が
、
千
分
の
三
以
下
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

２

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
四
の
項
イ
の
運
用
の
方
法
は
、
当
該
運
用
の
方
法

を
選
択
し
て
運
用
の
指
図
を
行
っ
て
い
る
受
給
権
者
が
法
第
二
十
八
条
の
給
付
の

請
求
を
し
た
と
き
に
、
当
該
運
用
の
方
法
に
係
る
個
人
別
管
理
資
産
の
全
額
を
当

該
受
給
権
者
に
対
し
一
時
金
（
法
第
三
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
十
八
条
第
二
項

に
規
定
す
る
一
時
金
を
い
う
。
）
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
四
の
項
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

生
命
保
険
の
契
約
の
相
手
方
、
保
険
業
法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
普

通
保
険
約
款
（
以
下
「
普
通
保
険
約
款
」
と
い
う
。
）
、
保
険
料
の
払
込
み
ご
と

に
そ
れ
ぞ
れ
決
定
さ
れ
る
当
該
保
険
料
の
払
込
み
に
充
て
よ
う
と
す
る
額
に
適
用

さ
れ
る
予
定
利
率
（
生
命
保
険
会
社
が
市
場
金
利
の
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案

し
て
定
め
る
利
率
を
い
う
。
）
が
継
続
し
て
適
用
さ
れ
る
期
間
及
び
令
第
一
条
第

一
項
第
二
号
ロ

に
掲
げ
る
金
銭
の
額
が
払
込
保
険
料
の
合
計
額
を
下
回
ら
な
い

（4）

額
と
す
る
定
め
の
有
無
と
す
る
。

４

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
四
の
項
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

生
命
保
険
又
は
生
命
共
済
の
契
約
の
相
手
方
、
普
通
保
険
約
款
又
は
農
業
協
同
組



合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
一
条
の
十
七
若
し
く
は
水
産

業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
五
条
の
二
に
規

定
す
る
共
済
規
程
並
び
に
当
該
普
通
保
険
約
款
又
は
共
済
規
程
に
記
載
さ
れ
て
い

る
運
用
の
対
象
と
な
る
資
産
の
種
類
及
び
構
成
と
す
る
。

５

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
四
の
項
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

各
年
齢
階
層
に
属
す
る
加
入
者
等
の
選
択
を
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
同
項
ハ

の
将
来
の
一
定
の
時
期
を
複
数
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

６

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
四
の
項
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

生
命
保
険
又
は
生
命
共
済
の
契
約
の
相
手
方
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
三

十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
一
項
第
四
号
ロ
の
資
産
の
運
用
方
針
（
前
項
の
将
来
の

一
定
の
時
期
が
異
な
る
こ
と
に
よ
り
異
な
る
こ
と
が
合
理
的
な
事
項
を
除
く
。
）

と
す
る
。

（
令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
五
の
項
の
運
用
の
方
法
）

第
十
八
条
の
五

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
五
の
項
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

（
新
設
）

る
部
分
は
、
各
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
払
込
保
険
料
か
ら
、
保
険
業
法
施

行
規
則
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
未
経
過
保
険
料
及
び
同
項
第
三

号
に
規
定
す
る
払
戻
積
立
金
の
合
計
額
を
控
除
し
た
部
分
で
あ
っ
て
、
各
企
業
型

年
金
加
入
者
等
に
係
る
払
込
保
険
料
の
全
額
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
千
分
の

三
以
下
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

２

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
五
の
項
イ
の
運
用
の
方
法
は
、
当
該
運
用
の
方
法

を
選
択
し
て
運
用
の
指
図
を
行
っ
て
い
る
受
給
権
者
が
法
第
二
十
八
条
の
給
付
の

請
求
を
し
た
と
き
に
、
当
該
運
用
の
方
法
に
係
る
個
人
別
管
理
資
産
の
全
額
を
当

該
受
給
権
者
に
対
し
一
時
金
（
法
第
三
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
十
八
条
第
二
項

に
規
定
す
る
一
時
金
を
い
う
。
）
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
五
の
項
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

損
害
保
険
の
契
約
の
相
手
方
、
普
通
保
険
約
款
、
保
険
料
の
払
込
み
ご
と
に
そ
れ

ぞ
れ
決
定
さ
れ
る
当
該
保
険
料
の
払
込
み
に
充
て
よ
う
と
す
る
額
に
適
用
さ
れ
る

予
定
利
率
（
損
害
保
険
会
社
が
市
場
金
利
の
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定



め
る
利
率
を
い
う
。
）
が
継
続
し
て
適
用
さ
れ
る
期
間
及
び
令
第
一
条
第
一
項
第

二
号
ロ

に
掲
げ
る
金
銭
の
額
が
払
込
保
険
料
の
合
計
額
を
下
回
ら
な
い
額
と
す

（4）

る
定
め
の
有
無
と
す
る
。

４

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
五
の
項
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

損
害
保
険
の
契
約
の
相
手
方
、
普
通
保
険
約
款
並
び
に
当
該
普
通
保
険
約
款
に
記

載
さ
れ
て
い
る
運
用
の
対
象
と
な
る
資
産
の
種
類
及
び
構
成
と
す
る
。

５

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
五
の
項
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

各
年
齢
階
層
に
属
す
る
加
入
者
等
の
選
択
を
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
同
項
ハ

の
将
来
の
一
定
の
時
期
を
複
数
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

６

令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
五
の
項
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

損
害
保
険
の
契
約
の
相
手
方
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
三
十
四
条
の
二
十

一
の
二
第
一
項
第
四
号
ロ
の
資
産
の
運
用
方
針
（
前
項
の
将
来
の
一
定
の
時
期
が

異
な
る
こ
と
に
よ
り
異
な
る
こ
と
が
合
理
的
な
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
指
定
運
用
方
法
の
選
定
基
準
）

（
生
命
保
険
等
に
お
け
る
元
本
確
保
の
運
用
方
法
）

第
十
九
条

法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
高

第
十
九
条

令
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
部
分
は
、

齢
期
に
お
け
る
所
得
の
確
保
の
た
め
に
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
、
次
の
各
号
の
い

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
十
条
第
八
号
に
規
定
す

ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

る
付
加
保
険
料
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
五
号
）
第
百
十
六
条
第
一
項
の

一

運
用
の
方
法
に
係
る
物
価
、
外
国
為
替
相
場
、
金
利
そ
の
他
経
済
事
情
の
変

規
定
に
よ
り
責
任
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
相
当
す
る

動
に
伴
う
資
産
価
格
の
変
動
に
よ
る
損
失
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
実
施
事
業
所

部
分
で
あ
っ
て
、
各
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
払
込
保
険
料
の
全
額
の
う
ち

に
使
用
さ
れ
る
企
業
型
年
金
加
入
者
の
集
団
の
属
性
等
に
照
ら
し
て
、
許
容
さ

に
占
め
る
割
合
が
、
千
分
の
三
以
下
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

れ
る
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

２

令
第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
部
分
は
、
各
企
業

二

当
該
運
用
の
方
法
に
よ
る
運
用
か
ら
生
ず
る
と
見
込
ま
れ
る
収
益
（
当
該
運

型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
払
込
保
険
料
か
ら
、
保
険
業
法
施
行
規
則
第
七
十
条
第

用
の
方
法
に
係
る
手
数
料
、
信
託
報
酬
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
費
用
を
控
除

一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
未
経
過
保
険
料
及
び
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
払
戻

し
た
も
の
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
集
団
に
必
要
と
さ
れ
る
水
準
が
確
保

積
立
金
の
合
計
額
を
控
除
し
た
部
分
で
あ
っ
て
、
各
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係

さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

る
払
込
保
険
料
の
全
額
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
、
千
分
の
三
以
下
で
あ
る
も
の

三

第
一
号
の
損
失
の
可
能
性
が
、
前
号
の
見
込
ま
れ
る
収
益
に
照
ら
し
て
合
理

と
す
る
。

的
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

令
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
イ
及
び
同
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
運
用
の
方
法

四

当
該
運
用
の
方
法
に
係
る
手
数
料
、
信
託
報
酬
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
費

は
、
当
該
運
用
の
方
法
を
選
択
し
て
運
用
の
指
図
を
行
っ
て
い
る
受
給
権
者
が
法

用
の
額
の
合
計
額
が
、
第
二
号
の
見
込
ま
れ
る
収
益
に
照
ら
し
、
過
大
で
な
い

第
二
十
八
条
の
給
付
の
請
求
を
し
た
と
き
に
、
当
該
運
用
の
方
法
に
係
る
個
人
別



こ
と
。

管
理
資
産
の
全
額
を
当
該
受
給
権
者
に
対
し
一
時
金
（
法
第
三
十
五
条
第
二
項
又

は
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
時
金
を
い
う
。
）
と
し
て
支
給
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
運
用
方
法
の
選
定
過
程
）

第
十
九
条
の
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
企
業
型
運
用
関
連
運
営
管

（
新
設
）

理
機
関
が
指
定
運
用
方
法
を
選
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
企
業
型
運

用
関
連
運
営
管
理
機
関
は
、
事
業
主
に
対
し
、
指
定
運
用
方
法
の
選
定
に
際
し
て

必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

事
業
主
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
運
用
方
法
の
選
定
に
際
し
て
必
要

な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
用
の
方
法
等
に
係
る
情
報
の
提
供
）

（
運
用
の
方
法
に
係
る
情
報
の
提
供
）

第
二
十
条

法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
が

第
二
十
条

法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
が

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
提
示
す
る
運
用

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
各
運
用
の
方
法

の
方
法
の
全
体
構
成
に
関
す
る
情
報
の
ほ
か
、
各
運
用
の
方
法
ご
と
に
、
次
に
掲

ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

２

法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

（
新
設
）

る
事
項
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項

二

指
定
運
用
方
法
を
運
用
の
方
法
と
す
る
運
用
の
指
図
を
行
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
場
合
に
必
要
と
な
る
手
数
料
そ
の
他
の
費
用
の
内
容
及
び
そ
の
負
担
の

方
法
に
関
す
る
情
報

三

指
定
運
用
方
法
を
運
用
の
方
法
と
す
る
運
用
の
指
図
に
つ
い
て
は
、
法
第
二

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
用
の
指
図
の
変
更
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ

る
旨

四

指
定
運
用
方
法
を
運
用
の
方
法
と
す
る
運
用
の
指
図
を
行
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
運
用
か
ら
生
ず
る
利
益
及
び
損
失
に
つ
い
て
は

、
当
該
運
用
の
指
図
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
企
業
型
年
金
加
入
者
又
は



企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
が
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
旨

五

法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
期
間
及
び
同
条
第
二
項
に
規

定
す
る
猶
予
期
間

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
指
定
運
用
方
法
の

内
容
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報

３

企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
、
第
一

２

企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
、
前
項

項
各
号
に
掲
げ
る
情
報
を
、
運
用
の
方
法
を
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
示
す
る

各
号
に
掲
げ
る
情
報
を
、
運
用
の
方
法
を
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
示
す
る
と

と
き
そ
の
他
必
要
に
応
じ
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

き
そ
の
他
必
要
に
応
じ
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
４
・
５

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
運
用
の
方
法
の
除
外
）

（
運
用
の
方
法
の
除
外
）

第
二
十
条
の
二

法
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

第
二
十
条
の
二

法
第
二
十
六
条
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、

由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一

運
用
の
方
法
が
令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
三
の
項
ワ
、
カ
、
ナ
又
は
ラ
に

一

運
用
の
方
法
が
令
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
ル
、
ソ
又
は
ツ
に
掲
げ
る
方
法

掲
げ
る
方
法
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
投
資
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
投
資
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る

人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
を
い
う
。
）
が
同

法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る

法
第
二
百
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
八
十
七
条
の
登
録
の
取
消
し
を
受

投
資
法
人
を
い
う
。
）
が
同
法
第
二
百
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
八
十

け
た
こ
と
。

七
条
の
登
録
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

運
用
の
方
法
が
令
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
三
の
項
ヌ
、
ル
、
ヲ
、
ナ
、
ヰ

三

運
用
の
方
法
が
令
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
ヌ
、
ソ
又
は
ナ
（
外
国
投
資
証

又
は
ノ
に
掲
げ
る
方
法
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
受
益
証
券
が
投
資
信

券
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
方
法
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
受
益
証
券
が

託
約
款
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
又
は
第
四

投
資
信
託
約
款
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
又

十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
約
款
を
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
信
託

は
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
約
款
を
い
う
。
）
の
規
定
に
よ

契
約
期
間
を
変
更
し
て
償
還
さ
れ
た
こ
と
。

り
信
託
契
約
期
間
を
変
更
し
て
償
還
さ
れ
た
こ
と
。

（
運
用
の
方
法
の
除
外
に
係
る
公
告
）

第
二
十
条
の
三

法
第
二
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
へ
の
掲
載

（
新
設
）

、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。



（
加
入
者
等
へ
の
通
知
事
項
）

（
加
入
者
等
へ
の
通
知
事
項
等
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
七
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

第
二
十
一
条

法
第
二
十
七
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
用
の
指
図
が
行
わ
れ
て
い
な
い

（
新
設
）

個
人
別
管
理
資
産
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
今
期
日
及
び
前
期
日
に
お
け
る

運
用
の
指
図
が
行
わ
れ
て
い
な
い
個
人
別
管
理
資
産
の
額
並
び
に
同
項
の
規
定

に
よ
り
運
用
の
指
図
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
旨

十
二

指
定
運
用
方
法
が
提
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
二
十
五
条

（
新
設
）

の
二
第
二
項
の
事
項
及
び
当
該
指
定
運
用
方
法
を
運
用
の
方
法
と
す
る
運
用
の

指
図
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
当
該
運
用
の
指
図
を
行
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
た
企
業
型
年
金
加
入
者
又
は
企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
が

そ
の
運
用
か
ら
生
ず
る
利
益
及
び
損
失
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
旨

十
三

指
定
運
用
方
法
を
運
用
の
方
法
と
す
る
運
用
の
指
図
を
行
っ
た
も
の
と
み

（
新
設
）

な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
運
用
の
指
図
を
行
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
年
月
日
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
用
の
指
図
を
行
う

こ
と
が
可
能
で
あ
る
旨
及
び
指
定
運
用
方
法
の
運
用
の
方
法
に
係
る
第
二
号
に

掲
げ
る
額
に
、
指
定
運
用
方
法
に
充
て
ら
れ
た
額
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る

旨

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
運
営
管
理
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
）

（
運
営
管
理
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
）

第
二
十
六
条

記
録
関
連
業
務
を
行
う
事
業
主
が
作
成
す
る
法
第
四
十
九
条
の
帳
簿

第
二
十
六
条

記
録
関
連
業
務
を
行
う
事
業
主
が
作
成
す
る
法
第
四
十
九
条
の
帳
簿

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
含
む
も
の
と
す
る
。

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
八
十
条
第
四
項
又
は
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理

四

法
第
八
十
条
第
三
項
又
は
法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管

資
産
が
移
換
さ
れ
た
者
に
通
知
し
た
内
容
を
記
録
し
た
書
面

理
資
産
が
移
換
さ
れ
た
者
に
通
知
し
た
内
容
を
記
録
し
た
書
面

五
～
九

（
略
）

五
～
九

（
略
）

２

運
用
関
連
業
務
を
行
う
事
業
主
が
作
成
す
る
法
第
四
十
九
条
の
帳
簿
書
類
は
、

２

運
用
関
連
業
務
を
行
う
事
業
主
が
作
成
す
る
法
第
四
十
九
条
の
帳
簿
書
類
は
、



次
に
掲
げ
る
書
面
を
含
む
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
書
面
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
示
し
た

一

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
示
し
た

運
用
の
方
法
の
内
容
及
び
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
年
金
加
入
者
等

運
用
の
方
法
の
内
容
及
び
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
年
金
加

に
提
示
し
た
運
用
の
方
法
を
選
定
し
た
理
由
を
記
録
し
た
書
面

入
者
等
に
提
示
し
た
運
用
の
方
法
を
選
定
し
た
理
由
を
記
録
し
た
書
面

一
の
二

法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
運
用
方
法
を
提
示
し

（
新
設
）

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
に
提
示
し
た
指
定
運
用
方
法
の
内

容
及
び
そ
の
選
定
し
た
理
由
を
記
録
し
た
書
面

二

（
略
）

二

（
略
）

二
の
二

法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
運
用
方
法
を
提
示
し

（
新
設
）

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
年
金
加
入

者
に
提
示
し
た
指
定
運
用
方
法
に
係
る
情
報
の
提
供
の
内
容
を
記
録
し
た
書
面

三

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
提
示
運
用
方
法
か
ら
運
用
の
方
法
を
除
外
し

三

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
提
示
運
用
方
法
か
ら
運
用
の
方
法
の
除
外
を

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
除

行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
除
外
し
た
運
用
の
方
法
を
選
択
し
て
法
第
二

外
し
た
運
用
の
方
法
に
つ
い
て
運
用
の
指
図
を
行
っ
て
い
た
企
業
型
年
金
加
入

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
運
用
の
指
図
を
行
っ
て
い
た
企
業
型
年
金
加

者
等
（
所
在
が
明
ら
か
で
な
い
者
を
除
く
。
）
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
得

入
者
等
の
同
意
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
の
書
面

た
こ
と
に
つ
い
て
の
書
面

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
十
九
条

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は

第
二
十
九
条

削
除

、
同
号
に
規
定
す
る
移
行
日
の
属
す
る
年
度
の
終
了
の
日
の
三
月
前
か
ら
同
日
ま

で
の
間
に
、
年
度
内
に
移
換
資
産
の
額
を
正
確
に
算
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

と
見
込
ま
れ
る
場
合
と
す
る
。

（
通
算
加
入
者
等
期
間
に
算
入
す
る
期
間
）

（
通
算
加
入
者
等
期
間
に
算
入
す
る
期
間
）

第
三
十
条

令
第
二
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各

第
三
十
条

令
第
二
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
う
ち
資
産
の
移

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
の
う
ち
資
産
の
移

換
の
対
象
と
な
っ
た
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
の
う
ち
、
法
第
三
十
三

換
の
対
象
と
な
っ
た
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
の
う
ち
、
法
第
三
十
三

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
月
に
係
る
も
の
及
び
法
第

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
月
に
係
る
も
の
及
び
法
第

五
十
四
条
第
二
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
の

五
十
四
条
第
二
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
の



規
定
に
よ
り
既
に
法
第
三
十
三
条
第
一
項
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

規
定
に
よ
り
既
に
法
第
三
十
三
条
第
一
項
（
法
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
準
用

場
合
を
含
む
。
）
の
通
算
加
入
者
等
期
間
に
算
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
算
加
入
者
等
期
間
に
算
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
資
産
の
移
換
を
受
け

二

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
資
産
の
移
換
を
受
け
る
場
合

中

る
場
合

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
解
約
手
当

小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
解
約
手
当
金
に
相
当
す

金
に
相
当
す
る
額
又
は
同
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
解
約
手
当

る
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
（
当
該
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
う

金
に
相
当
す
る
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
（
こ
れ
ら
の
解
約
手
当
金
に

ち
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ

相
当
す
る
額
の
う
ち
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
二
第

り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
申
出
の
受
入
れ
に
係
る
金
額
又
は
公

六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
申
出
の
受
入
れ
に

的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の

係
る
金
額
、
同
法
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
三
十
六

す
る
同
条
第
一
項
の
申
出
の
移
換
に
係
る
金
額
又
は
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
申
出
に
従
い

及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

交
付
さ
れ
た
額
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
金
額
の
計
算
の
基
礎

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
三
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ

と
な
っ
た
期
間
を
含
む
。
）

り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
申
出
に
従
い
交
付
さ
れ
た
額
が
含
ま

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
を
含
む

。
）

三

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
資
産
の
移
換
を
受
け
る
場
合

企

三

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
資
産
の
移
換
を
受
け
る
場
合

企

業
型
年
金
の
実
施
事
業
所
の
事
業
主
に
使
用
さ
れ
た
期
間
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

業
型
年
金
の
実
施
事
業
所
の
事
業
主
に
使
用
さ
れ
た
期
間
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
期
間
（
前
二
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除
く
。
）

る
期
間
（
前
号
に
掲
げ
る
期
間
を
除
く
。
）

２

令
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

２

令
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省

定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
の
う
ち
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項
各
号
に

定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
の
う
ち
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項
各

掲
げ
る
期
間
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
月
に
係
る
も
の
及
び
法
第
五
十
四
条
第
二
項

号
に
掲
げ
る
期
間
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
月
に
係
る
も
の
及
び
法
第
五
十
四
条
第

、
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
既
に

二
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

法
第
三
十
三
条
第
一
項
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

既
に
法
第
三
十
三
条
第
一
項
（
法
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を

の
通
算
加
入
者
等
期
間
に
算
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。

含
む
。
）
の
通
算
加
入
者
等
期
間
に
算
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
又
は
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
関
す
る
事
項
の
説
明

（
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
の
移
換
に
関
す
る
事
項
の
説
明
義
務
）

義
務
）



第
三
十
条
の
二

令
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
主
が
そ
の
実
施
す

第
三
十
条
の
二

令
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
主
が
そ
の
実
施
す
る
企
業

る
企
業
型
年
金
の
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
に
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
の
移

型
年
金
の
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
に
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
の
移
換
に
関

換
に
関
し
て
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
き
は
、
法
第
五
十
四
条
の
二
第

し
て
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
き
は
、
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
の

二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
通
算
加
入
者
等
期
間
に
算
入
す
る

規
定
に
よ
り
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
通
算
加
入
者
等
期
間
に
算
入
す
る
期
間
及

期
間
及
び
当
該
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
の
移
換
の
申
出
の
手
続
そ
の
他
脱
退
一
時

び
当
該
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
の
移
換
の
申
出
の
手
続
そ
の
他
脱
退
一
時
金
相
当

金
相
当
額
等
の
移
換
に
係
る
判
断
に
資
す
る
必
要
な
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な

額
等
の
移
換
に
係
る
判
断
に
資
す
る
必
要
な
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ら
な
い
。

。

２

令
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
主
が
そ
の
実
施
す
る
企
業
型
年

（
新
設
）

金
の
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
又
は
当
該
企
業
型
年
金
が
終
了
し
た
日
に
お

い
て
当
該
企
業
型
年
金
の
加
入
者
で
あ
っ
た
者
に
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

法
第
五
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理
資
産
を
移
換
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
そ
の
他
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
係
る
判
断
に
資
す
る

必
要
な
事
項

二

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別

管
理
資
産
を
移
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
そ
の
他
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換

に
係
る
判
断
に
資
す
る
必
要
な
事
項

３

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項
の
説
明
は
、
事
業
主
が
実
施
す
る
企
業
型
年
金

（
新
設
）

の
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
又
は
当
該
企
業
型
年
金
が
終
了
し
た
日
に
お
い

て
当
該
企
業
型
年
金
の
加
入
者
で
あ
っ
た
者
が
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十

一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理
資
産
を
移
換
す
る
こ
と
が
で
き
る

者
で
あ
る
場
合
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
確
定
給
付
企
業
年
金
の
加
入
者
と
な
っ
た
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
の
申

出
）

第
三
十
一
条
の
二

法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
別
管
理
資
産

（
新
設
）

の
移
換
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
出
を
受
け
た
企

業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業

型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
又
は
こ



れ
ら
の
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
、
確
定
給
付
企
業
年
金
の
事
業
主

等
（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
主
等
を
い
う

。
）
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

個
人
別
管
理
資
産
の
額
、
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
並
び
に
当
該
期

間
の
開
始
月
及
び
終
了
月

三

企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
が
負
担
し
た
掛
金
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
負
担
し
た
掛
金
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額

四

企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
の
喪
失
の
年
月
日

（
確
定
給
付
企
業
年
金
又
は
退
職
金
共
済
へ
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
係
る

申
出
方
法
等
）

第
三
十
一
条
の
三

法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
年
金
の
企

（
新
設
）

業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該
企
業
型
年
金
に
個
人
別
管
理
資
産
が
あ
る

者
に
限
る
。
）
が
企
業
型
年
金
の
資
産
管
理
機
関
に
対
し
個
人
別
管
理
資
産
の
移

換
の
申
出
を
行
う
場
合
又
は
法
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
事
業
主
が
企
業

型
年
金
の
資
産
管
理
機
関
に
対
し
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
の
申
出
を
行
う
場
合

に
は
、
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
一
条
の
四

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
り
事
業
主
が
機
構
に
対
し
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
の
申
出
を
行
う
場
合
に
は

、
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
か
ら
当
該
申
出
に
関
し
必

要
な
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供
を

行
っ
た
後
に
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令

第
二
十
三
号
）
第
六
十
九
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
企
業
型
年
金
の
資
産
管

理
機
関
へ
の
個
人
別
管
理
資
産
の
総
額
を
機
構
が
指
定
す
る
預
金
口
座
へ
振
り
込

む
旨
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
資
産
管
理
機
関
に
対
し
て

、
速
や
か
に
、
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
の
指
示
を
行
う
も
の
と
す
る
。



（
法
第
五
十
四
条
の
五
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
）

第
三
十
一
条
の
五

法
第
五
十
四
条
の
五
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次

（
新
設
）

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
行
為
と
す
る
。

一

当
該
実
施
事
業
所
の
事
業
主
が
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
退
職
金
共
済
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
事
業
主
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
共
済
契
約
者
」
と
い
う
。
）
で
な
い
場
合

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め

る
行
為

イ

共
済
契
約
者
（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
除
き
、
当
該
共
済
契
約
者
が
実
施
事

業
所
の
事
業
主
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ

る
申
出
が
で
き
る
者
と
な
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
者

に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法

律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
（
同
法
以
外

の
法
令
に
基
づ
く
吸
収
合
併
に
相
当
す
る
行
為
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）

ロ

共
済
契
約
者
と
の
会
社
法
第
二
条
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
（

同
法
以
外
の
法
令
に
基
づ
く
新
設
合
併
に
相
当
す
る
行
為
を
含
む
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）

ハ

会
社
法
第
二
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
（
同
法
以
外
の
法
令

に
基
づ
く
吸
収
分
割
に
相
当
す
る
行
為
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
り
、
当
該
実
施
事
業
所
の
事
業
主
が
、
共
済
契
約
者
に
そ
の
事

業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の

ニ

会
社
法
第
二
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
に
よ
り
、
当
該
実
施

事
業
所
の
事
業
主
が
、
共
済
契
約
者
か
ら
そ
の
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利

義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
す
る
も
の

ホ

共
済
契
約
者
と
共
同
し
て
行
う
会
社
法
第
二
条
第
三
十
号
に
規
定
す
る
新

設
分
割
（
同
法
以
外
の
法
令
に
基
づ
く
新
設
分
割
に
相
当
す
る
行
為
を
含
む

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ヘ

共
済
契
約
者
と
会
社
法
第
四
百
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
譲
渡



等
（
同
法
以
外
の
法
令
に
基
づ
く
事
業
譲
渡
等
に
相
当
す
る
行
為
を
含
み
、

当
該
実
施
事
業
所
の
事
業
主
に
使
用
さ
れ
る
企
業
型
年
金
加
入
者
又
は
当
該

共
済
契
約
者
に
使
用
さ
れ
る
被
共
済
者
（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
二
条

第
七
項
に
規
定
す
る
被
共
済
者
を
い
う
。
）
に
係
る
労
働
契
約
に
関
す
る
権

利
義
務
の
承
継
が
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
契
約
を
締
結
す
る
も
の

二

当
該
実
施
事
業
所
の
事
業
主
が
共
済
契
約
者
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ヘ

ま
で
に
定
め
る
行
為

イ

実
施
事
業
所
（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
実
施

事
業
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
事
業
主
で
な
い
共
済

契
約
者
（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
手
方
共

済
契
約
者
」
と
い
う
。
）
又
は
共
済
契
約
者
で
な
い
実
施
事
業
所
の
事
業
主

（
企
業
型
年
金
を
実
施
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
五
十
四
条
の
五
の

規
定
に
よ
る
申
出
が
で
き
る
者
と
な
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
申
出

を
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業
主

」
と
い
う
。
）
と
の
会
社
法
第
二
条
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
吸
収
合
併

ロ

相
手
方
共
済
契
約
者
又
は
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業
主
と
の
会
社
法
第
二

条
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併

ハ

会
社
法
第
二
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
に
よ
り
、
当
該
実
施

事
業
所
の
事
業
主
が
、
相
手
方
共
済
契
約
者
又
は
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業

主
に
そ
の
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ

る
も
の

ニ

会
社
法
第
二
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
に
よ
り
、
当
該
実
施

事
業
所
の
事
業
主
が
、
相
手
方
共
済
契
約
者
又
は
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業

主
か
ら
そ
の
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
す

る
も
の

ホ

相
手
方
共
済
契
約
者
又
は
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業
主
と
共
同
し
て
行
う

会
社
法
第
二
条
第
三
十
号
に
規
定
す
る
新
設
分
割

ヘ

相
手
方
共
済
契
約
者
又
は
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業
主
と
会
社
法
第
四
百



六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
譲
渡
等
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
も
の

（
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と
な
っ
た
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
の
申

出
期
限
日
を
延
長
で
き
る
場
合
等
）

第
三
十
一
条
の
六

令
第
二
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場

（
新
設
）

合
は
、
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と
な
っ
た
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換

の
申
出
を
法
第
五
十
四
条
の
五
に
規
定
す
る
合
併
等
を
行
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
を
経
過
す
る
日
（
次
項
に
お
い
て
「
申
出
期
限
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間

に
行
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
と
す
る
。

２

令
第
二
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
条
の

規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
る
申
出
期
限
日
に
つ
い
て
、
前
項
の
理
由
の
や
ん
だ
日
か

ら
二
月
以
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
ま
で
の
日
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
）

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
）

第
三
十
四
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は

第
三
十
四
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

令
第
二
十
七
条
第
三
号
、
第
六
号
、
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
（

二

令
第
二
十
七
条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
（

同
条
第
三
号
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
の
行
う
業
務
及
び
当
該
事
務
の
委
託

同
条
第
三
号
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
の
行
う
業
務
及
び
当
該
事
務
の
委
託

に
係
る
契
約
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）

に
係
る
契
約
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）

（
連
合
会
の
事
務
の
委
託
）

（
連
合
会
の
事
務
の
委
託
）

第
三
十
七
条

法
第
六
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は

第
三
十
七
条

法
第
六
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は

、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

一

個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
及
び
中
小
事
業
主
掛
金
の
収
納
又
は
還
付
に
関
す

一

掛
金
の
収
納
又
は
還
付
に
関
す
る
事
務

る
事
務

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

資
産
管
理
機
関
又
は
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る

四

資
産
管
理
機
関
と
の
間
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
関
す
る
事
務



資
産
管
理
運
用
機
関
等
と
の
間
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
関
す
る
事
務

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
額
の
変
更
の
例
外
）

第
三
十
八
条

令
第
二
十
九
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

（
新
設
）

と
お
り
と
す
る
。

一

各
個
人
型
年
金
加
入
者
に
係
る
中
小
事
業
主
掛
金
の
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
当
該
中
小
事
業
主
掛
金
の
額
と
当
該
個
人
型
年
金
加
入
者
に
係

る
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
額
と
の
合
計
額
が
法
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る

拠
出
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
合
計
額
が
当
該
拠

出
限
度
額
を
超
え
な
い
よ
う
に
当
該
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
額
を
変
更
す

る
場
合

二

災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
中
小
事
業
主
掛
金
の
額
が
零
に
変
更
さ
れ
た
場

合
三

前
号
の
理
由
が
や
ん
だ
こ
と
に
よ
り
中
小
事
業
主
掛
金
の
額
が
零
か
ら
変
更

さ
れ
た
場
合

（
中
小
事
業
主
掛
金
の
額
の
変
更
の
例
外
）

第
三
十
八
条
の
二

令
第
二
十
九
条
第
四
号
ハ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は

（
新
設
）

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
中
小
事
業
主
掛
金
の
額
を
零
に
変
更
す
る
場
合

二

前
号
の
理
由
が
や
ん
だ
こ
と
に
よ
り
中
小
事
業
主
掛
金
の
額
を
零
か
ら
変
更

す
る
場
合

第
二
節

個
人
型
年
金
加
入
者
等

第
二
節

個
人
型
年
金
加
入
者
等

（
削
る
）

第
三
十
八
条

削
除

（
個
人
型
年
金
加
入
者
の
申
出
）

（
個
人
型
年
金
加
入
者
の
申
出
）



第
三
十
九
条

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

第
三
十
九
条

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
出
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

を
記
載
し
た
申
出
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

令
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
個
人
型
掛
金
拠
出
単
位
期
間
（
同
条
た
だ
し
書

二

令
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
個
人
型
掛
金
拠
出
単
位
期
間
（
同
条
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
り
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
を
拠
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
令

の
規
定
に
よ
り
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
を
拠
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
令

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
拠
出
区
分
期
間
。
以
下
第
五
十
六
条
の

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
拠
出
区
分
期
間
。
以
下
第
五
十
六
条
ま

七
ま
で
及
び
第
七
十
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
拠
出
期
間
」
と
い
う
。
）

で
及
び
第
七
十
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
拠
出
期
間
」
と
い
う
。
）
の
個

の
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
額

人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
額

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

六

法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事

六

法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項

項

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

掛
金
納
付
の
方
法
（
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
を
個
人
型
年
金
加
入
者
が

ロ

掛
金
納
付
の
方
法
（
掛
金
を
個
人
型
年
金
加
入
者
が
自
ら
連
合
会
に
納
付

自
ら
連
合
会
に
納
付
す
る
か
、
又
は
申
出
者
が
使
用
さ
れ
て
い
る
厚
生
年
金

す
る
か
、
又
は
申
出
者
が
使
用
さ
れ
て
い
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業

適
用
事
業
所
の
事
業
主
を
介
し
て
納
付
す
る
か
の
い
ず
れ
か
の
方
法
を
い
う

主
を
介
し
て
納
付
す
る
か
の
い
ず
れ
か
の
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

。
以
下
同
じ
。
）

（
削
る
）

七

法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
掛
金
納
付
の
方

法

七

（
略
）

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
事
項

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書

二

法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書

類

類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
納
付
を
申
出
者
が
使
用
さ
れ
る
厚
生
年
金
適

ロ

掛
金
の
納
付
を
申
出
者
が
使
用
さ
れ
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主

用
事
業
所
の
事
業
主
を
介
し
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
に
つ
い
て

を
介
し
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
に
つ
い
て
の
当
該
事
業
主
の
証

の
当
該
事
業
主
の
証
明
書
（
申
出
者
が
自
ら
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
を
連

明
書
（
申
出
者
が
自
ら
掛
金
を
連
合
会
に
納
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

合
会
に
納
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
納
付
を
当
該
事
業
主
を
介
し
て

該
納
付
を
当
該
事
業
主
を
介
し
て
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
理

行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
理
由
を
当
該
事
業
主
が
記
載
し
た
書

由
を
当
該
事
業
主
が
記
載
し
た
書
類
）

類
）



ハ

申
出
者
が
使
用
さ
れ
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
が
企
業
型
年
金

ハ

申
出
者
が
使
用
さ
れ
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
が
企
業
型
年
金

を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
、
当
該
事
業
主
が
企
業
型
年

を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
、
当
該
事
業
主
が
企
業
型
年

金
を
実
施
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
申
出
者
に
係
る
企
業
型
年
金
加
入
者

金
を
実
施
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
申
出
者
に
係
る
企
業
型
年
金
加
入
者

の
資
格
の
有
無
（
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、

の
資
格
の
有
無
（
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、

令
第
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
個
人
型
年
金
同
時
加
入
制
限
者
又
は
同
条

令
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
個
人
型
年
金
同
時
加
入
可
能
者
又
は

第
三
号
に
規
定
す
る
個
人
型
年
金
同
時
加
入
可
能
者
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る

令
第
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
個
人
型
年
金
同
時
加
入
制
限
者
の
い
ず
れ

か
の
別
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
当
該
事
業
主
の
証
明
書

に
該
当
す
る
か
の
別
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
当
該
事
業
主
の
証
明
書

ニ
～
チ

（
略
）

ニ
～
チ

（
略
）

（
加
入
確
認
の
通
知
等
）

（
加
入
確
認
の
通
知
等
）

第
四
十
一
条

連
合
会
は
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
二
項
の
申
出
書

第
四
十
一
条

連
合
会
は
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
二
項
の
申
出
書

又
は
前
条
第
一
項
の
届
出
書
を
提
出
し
た
者
が
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
を

又
は
前
条
第
一
項
の
届
出
書
を
提
出
し
た
者
が
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
を

取
得
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
通
知
書
を
当
該

取
得
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
通
知
書
を
当
該

者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
納
付
を
開
始
す
る
年
月
日

六

掛
金
の
納
付
を
開
始
す
る
年
月
日

２

（
略
）

２

（
略
）

（
個
人
型
年
金
加
入
者
の
被
保
険
者
資
格
の
種
別
変
更
の
届
出
）

（
個
人
型
年
金
加
入
者
の
被
保
険
者
資
格
の
種
別
変
更
の
届
出
）

第
四
十
八
条

第
二
号
被
保
険
者
又
は
第
三
号
被
保
険
者
（
国
民
年
金
法
第
七
条
第

第
四
十
八
条

第
二
号
被
保
険
者
又
は
第
三
号
被
保
険
者
（
国
民
年
金
法
第
七
条
第

一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
三
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
三
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
あ
る
個
人
型
年
金
加
入
者
は
、
第
一
号
被
保
険
者
（
同
項
第
一
号
に
規

じ
。
）
で
あ
る
個
人
型
年
金
加
入
者
は
、
第
一
号
被
保
険
者
（
同
項
第
一
号
に
規

定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か

定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
額
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
の
年

三

個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
額
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
の
年

月
日
並
び
に
変
更
前
及
び
変
更
後
の
拠
出
期
間
の
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の

月
日
並
び
に
変
更
前
及
び
変
更
後
の
拠
出
期
間
の
掛
金
の
額

額
四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）



２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
個
人
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
）

（
個
人
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
）

第
五
十
五
条

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

第
五
十
五
条

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
及
び
中
小
事
業
主
掛
金

七

個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
掛
金
に
関
す
る
事
項
（
掛
金
納
付
の
方
法
を
含
む

に
関
す
る
事
項
（
掛
金
納
付
の
方
法
を
含
む
。
）

。
）

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
個
人
型
年
金
加
入
者
等
帳
簿
）

（
個
人
型
年
金
加
入
者
等
帳
簿
）

第
五
十
六
条

法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該

第
五
十
六
条

法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
の
行
う
記
録
関
連
業
務
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
の
行
う
記
録
関
連
業
務
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

項
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

過
去
に
拠
出
さ
れ
た
拠
出
期
間
ご
と
の
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
及
び
中
小

四

過
去
に
拠
出
さ
れ
た
拠
出
期
間
ご
と
の
掛
金
の
額
の
実
績
及
び
掛
金
を
拠
出

事
業
主
掛
金
の
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
総
額
の
実
績
並
び
に
中
小
事
業
主
掛
金
を

し
た
者
の
名
称

拠
出
し
た
者
の
名
称

五

（
略
）

五

（
略
）

五
の
二

法
第
七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
の
三
及
び
第
八
十
二
条
の
二
並
び
に
令

（
新
設
）

第
四
十
五
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
個
人
型
年
金
加
入
者
等
が
指
定
運
用
方
法
を
運
用
の
方
法
と
す
る
運

用
の
指
図
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
運

用
方
法
の
内
容
及
び
当
該
運
用
の
指
図
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
年
月
日

六

法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
個
人
型

六

法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
個
人
型

記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
が
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
通
知
し
た
個
人
別
管
理

記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
が
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
通
知
し
た
個
人
別
管
理

資
産
額
、
運
用
の
指
図
が
行
わ
れ
て
い
な
い
個
人
別
管
理
資
産
の
額
及
び
運
用

資
産
額
及
び
運
用
の
指
図
に
係
る
運
用
の
契
約
ご
と
の
持
分
に
相
当
す
る
額

の
指
図
に
係
る
運
用
の
契
約
ご
と
の
持
分
に
相
当
す
る
額

七
～
十
一

（
略
）

七
～
十
一

（
略
）



十
一
の
二

法
第
七
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
確
定
給
付
企
業
年
金
に

（
新
設
）

個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
制
度
の
種
別

、
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
行
っ
た
年
月
日
、
移
換
し
た
個
人
別
管
理
資
産

額
そ
の
他
移
換
に
関
す
る
事
項

十
二

個
人
型
年
金
加
入
者
等
が
、
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
及
び
小

十
二

個
人
型
年
金
加
入
者
等
（
四
十
六
歳
以
上
の
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て

規
模
企
業
共
済
契
約
者
の
資
格
を
有
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
の

同
じ
。
）
が
、
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
及
び
小
規
模
企
業
共
済
契

種
別
並
び
に
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
の
年
月
日

約
者
の
資
格
を
有
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
の
種
別
並
び
に
資
格

の
取
得
及
び
喪
失
の
年
月
日

十
三

個
人
型
年
金
加
入
者
等
（
四
十
六
歳
以
上
の
者
に
限
る
。
）
が
退
職
手
当

十
三

個
人
型
年
金
加
入
者
等
が
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と

等
の
支
払
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
（
当
該
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る

き
（
当
該
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
第
七
号
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）

第
七
号
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

十
四
～
十
六

（
略
）

十
四
～
十
六

（
略
）

２

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
（
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
を
含
む
。
以

２

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
（
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
個
人
型
特
定
運

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

営
管
理
機
関
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各

に
応
じ
、
少
な
く
と
も
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
、
各
個
人
型
年
金
加
入
者

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
少
な
く
と
も
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で

等
に
係
る
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
関
す
る
帳
簿
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
個

、
各
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
関
す
る
帳
簿
（
以

人
型
年
金
加
入
者
等
帳
簿
」
と
い
う
。
）
を
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
個
人
型
年
金
加
入
者
等
帳
簿
」
と
い
う
。
）
を
保
存
す
る

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で

な
い
。

一

個
人
型
年
金
加
入
者
等
が
そ
の
個
人
別
管
理
資
産
を
企
業
型
年
金
に
係
る
資

一

個
人
型
年
金
加
入
者
等
が
そ
の
個
人
別
管
理
資
産
を
企
業
型
年
金
に
係
る
資

産
管
理
機
関
に
移
換
し
た
場
合

移
換
先
の
そ
の
者
に
係
る
記
録
関
連
業
務
を

産
管
理
機
関
に
移
換
し
た
場
合

移
換
先
の
そ
の
者
に
係
る
記
録
関
連
業
務
を

行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
等
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し

行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
等
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し

た
書
類
を
引
き
渡
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
た
日

た
書
類
を
引
き
渡
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日

二

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
が
他
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関

二

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
が
他
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関

に
記
録
関
連
業
務
を
承
継
し
た
場
合

承
継
し
た
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機

に
記
録
関
連
業
務
を
承
継
し
た
場
合

承
継
し
た
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機

関
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
書
類
を
引
き
渡
し
た
日
か
ら
起
算

関
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
書
類
を
引
き
渡
し
た
日
か
ら
起
算

し
て
十
年
を
経
過
し
た
日

し
て
五
年
を
経
過
し
た
日

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
法
第

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
法
第

七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
九
条
の
給
付
を
受
け
る
権
利
が
消
滅

七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
九
条
の
給
付
を
受
け
る
権
利
が
消
滅



し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
た
日

し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日

３

（
略
）

３

（
略
）

４

前
項
の
規
定
は
、
個
人
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
第

（
新
設
）

一
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
前
項
中
「
行
っ
た
日
（
運
用
の
指
図
の
変
更
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変

更
を
行
っ
た
日
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
記
録
の
み
有
す
る
者
に
係
る
記
録
の
管
理
）

第
五
十
六
条
の
二

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
企
業
型
年
金
又
は
個
人
型
年
金
の
個

（
新
設
）

人
別
管
理
資
産
が
な
く
な
っ
た
者
（
法
第
五
十
四
条
の
四
第
二
項
又
は
中
小
企
業

退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
年
金
の
個
人
別

管
理
資
産
が
確
定
給
付
企
業
年
金
又
は
退
職
金
共
済
に
移
換
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る

者
及
び
法
第
七
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
型
年
金
の
個
人
別
管
理

資
産
が
確
定
給
付
企
業
年
金
に
移
換
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
（
令
第
三
十
八
条
の

三
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
個
人
型
年
金
の
個
人
別
管
理
資
産
を
移
換
し
た
後
も

引
き
続
き
個
人
型
年
金
加
入
者
で
あ
る
こ
と
を
申
し
出
た
者
を
除
く
。
）
を
含
み

、
法
第
三
十
三
条
第
三
項
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
老
齢
給
付
金
の
支
給
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
（
法
第
七
十
三

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
給
付
金
の
支
給
及

び
法
第
四
十
条
（
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
死
亡
一
時
金
の
支
給
並
び
に
法
附
則
第
二
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
一
時
金
の
支
給
に
よ
り
個
人
別
管
理
資
産
が
な
く
な
っ

た
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
録
の
み
有
す
る
者
」
と
い
う
。
）

が
個
人
型
年
金
の
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当

該
記
録
の
み
有
す
る
者
に
係
る
通
算
加
入
者
等
期
間
に
関
す
る
事
項
の
記
録
は
、

当
該
記
録
の
み
有
す
る
者
が
、
連
合
会
又
は
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に

対
し
、
当
該
記
録
の
管
理
を
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
者



二

個
人
型
年
金
の
個
人
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
者

三

連
合
会
移
換
者

２

連
合
会
又
は
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
第
十
五
条
第
一
項
各
号
又
は
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
の
記
録
が
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
で
管
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
記
録
の
み
有
す
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
の
管
理
を
申
し
出
る
場

合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項

を
記
載
し
た
届
出
書
を
連
合
会
又
は
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
申
出
を
行
う
場
合

当
該
企
業
型
年

金
を
実
施
す
る
事
業
主
及
び
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
及
び

住
所

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
申
出
を
行
う
場
合

個
人
型
年
金
の

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
の
名
称
及
び
住
所
（
当
該
個
人
型
記
録
関
連

運
営
管
理
機
関
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

三

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
申
出
を
行
う
場
合

連
合
会
移
換
者

で
あ
る
旨

４

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運

営
管
理
機
関
等
、
個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
又
は
個
人
型

特
定
運
営
管
理
機
関
は
、
個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
の
指

示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
資
格
を
取
得
し
た
者
の
第
十
五
条
第
一

項
各
号
又
は
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関

連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

連
合
会
は
、
第
一
項
の
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
個
人
型
年
金

の
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
、
連
合
会
並
び
に
個
人
型

年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
及
び
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
は
、

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
た
め
必
要
な
行
為
を
行
う
と
き
は
、
法
令
に



別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
そ
の
行
為
を
行
う
も
の
と
す
る

。

第
三
節

掛
金

第
三
節

掛
金

（
中
小
事
業
主
掛
金
の
拠
出
に
係
る
同
意
を
得
る
べ
き
過
半
数
代
表
者
の
要
件
）

第
五
十
六
条
の
三

第
二
条
の
規
定
は
、
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
令
第
三

（
新
設
）

十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
過
半
数
を
代
表

す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
中
小
事
業
主
掛
金
の
拠
出
の
対
象
と
な
る
者
の
同
意
）

第
五
十
六
条
の
四

法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
小
事
業
主
が
中

（
新
設
）

小
事
業
主
掛
金
を
拠
出
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
拠
出
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
拠
出
の
対
象
と
す
る
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
個
人
型
年
金
加
入
者
へ
の
中
小
事
業
主
掛
金
に
係
る
通
知
）

第
五
十
六
条
の
五

中
小
事
業
主
は
、
そ
の
使
用
す
る
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者

（
新
設
）

で
あ
る
個
人
型
年
金
加
入
者
の
中
小
事
業
主
掛
金
の
額
を
決
定
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
個
人
型
年
金
加
入
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

中
小
事
業
主
掛
金
の
拠
出
を
開
始
す
る
年
月

二

そ
の
拠
出
の
対
象
と
な
る
者
の
拠
出
期
間
の
中
小
事
業
主
掛
金
の
額

２

中
小
事
業
主
は
、
そ
の
使
用
す
る
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ
る
個
人
型

年
金
加
入
者
の
中
小
事
業
主
掛
金
の
額
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
当
該
個
人
型
年
金
加
入
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

中
小
事
業
主
掛
金
の
額
の
変
更
年
月
日

二

変
更
前
及
び
変
更
後
の
そ
の
拠
出
の
対
象
と
な
る
者
の
拠
出
期
間
の
中
小
事

業
主
掛
金
の
額

三

中
小
事
業
主
掛
金
の
額
を
変
更
し
た
理
由



３

中
小
事
業
主
は
、
そ
の
使
用
す
る
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ
る
個
人
型

年
金
加
入
者
の
中
小
事
業
主
掛
金
を
拠
出
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や

か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
個
人
型
年
金
加
入
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

中
小
事
業
主
掛
金
の
拠
出
を
終
了
す
る
年
月
日

二

中
小
事
業
主
掛
金
を
拠
出
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
理
由

（
厚
生
労
働
大
臣
及
び
連
合
会
へ
の
中
小
事
業
主
掛
金
に
係
る
届
出
）

第
五
十
六
条
の
六

法
第
六
十
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

（
新
設
）

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

中
小
事
業
主
掛
金
の
拠
出
を
開
始
す
る
年
月

二

そ
の
拠
出
の
対
象
と
な
る
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番

号
三

そ
の
拠
出
の
対
象
と
な
る
者
の
拠
出
期
間
の
中
小
事
業
主
掛
金
の
額

四

中
小
事
業
主
掛
金
の
拠
出
の
対
象
と
な
る
者
に
つ
い
て
一
定
の
資
格
を
定
め

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
拠
出
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
事
項

２

中
小
事
業
主
は
、
法
第
六
十
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
と

き
は
、
そ
の
名
称
、
住
所
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。

一

様
式
第
十
号
に
よ
り
作
成
し
た
書
類

二

様
式
第
十
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
書
類

三

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
様
式
第
十
二
号
に
よ
り
作
成

し
た
書
類

四

そ
の
使
用
す
る
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組

合
が
あ
る
と
き
は
様
式
第
十
五
号
、
当
該
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
過
半

数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
と
き
は
様
式
第
十
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
書

類
五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
届
出
に
当
た
っ
て
必
要
な
書
類
と
し
て
個



人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
書
類

３

中
小
事
業
主
は
、
中
小
事
業
主
掛
金
を
拠
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
毎
年
一

回
、
個
人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

を
厚
生
労
働
大
臣
及
び
連
合
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
六
条
の
七

法
第
六
十
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
中
小

（
新
設
）

事
業
主
は
、
そ
の
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

名
称
、
住
所
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
及
び

連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
拠
出
の
対
象
と
な
る
者
（
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
者
に
限
る

。
）
の
氏
名
（
氏
名
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
）
、

性
別
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

そ
の
拠
出
の
対
象
と
な
る
者
の
中
小
事
業
主
掛
金
の
額
の
変
更
が
あ
っ
た
と

き
（
拠
出
期
間
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
変
更
前
及
び
変
更
後

の
拠
出
期
間
の
掛
金
の
額

三

中
小
事
業
主
掛
金
の
拠
出
の
対
象
と
な
る
者
に
つ
い
て
一
定
の
資
格
を
定
め

る
場
合
（
当
該
資
格
を
変
更
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
拠
出

の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲

四

変
更
年
月
日

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
事
項

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
六
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
中
小
事

業
主
掛
金
の
額
を
変
更
し
た
場
合
又
は
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
六
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
中
小
事
業
主
掛
金
の
額
を
変
更

し
た
と
き
は
、
様
式
第
十
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
書
類

二

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
様
式
第
十
二
号
に
よ
り
作
成

し
た
書
類

三

前
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
届
出
に
当
た
っ
て
必
要
な
書
類
と
し
て
個



人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
書
類

３

法
第
六
十
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
中
小
事
業
主
は
、
中

小
事
業
主
掛
金
を
拠
出
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
名
称

、
住
所
及
び
中
小
事
業
主
掛
金
を
拠
出
し
な
い
こ
と
と
し
た
理
由
を
記
載
し
た
届

出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
厚
生
労
働
大
臣
及
び
連
合
会
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

一

様
式
第
十
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
書
類

二

前
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
届
出
に
当
た
っ
て
必
要
な
書
類
と
し
て
個

人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
書
類

第
五
十
六
条
の
八

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
は
、

（
新
設
）

連
合
会
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
七
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
の
額
の
通
知
）

（
法
第
七
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
の
額
の
通
知
）

第
五
十
八
条

（
略
）

第
五
十
八
条

（
略
）

２

法
第
七
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
条
第
四
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
る
通
知
は
、
連
合
会
が
法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
の
納
付
を
受
け
る
日
と
し
て

個
人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
日
か
ら
七
営
業
日
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
五
十
九
条

前
章
第
四
節
（
第
十
九
条
の
二
を
除
く
。
）
の
規
定
は
個
人
型
年
金

第
五
十
九
条

前
章
第
四
節
の
規
定
は
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
個
人
別
管
理
資
産

加
入
者
等
の
個
人
別
管
理
資
産
の
運
用
に
つ
い
て
、
同
章
第
五
節
の
規
定
は
個
人

の
運
用
に
つ
い
て
、
同
章
第
五
節
の
規
定
は
個
人
型
年
金
の
給
付
に
つ
い
て
準
用

型
年
金
の
給
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
第
一
号

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
の
規
定
中
「
企

中
「
実
施
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
企
業
型
年
金
加
入
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六

業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
運
用
関
連
運
営
管
理

十
五
条
の
規
定
に
よ
り
自
己
に
係
る
運
営
管
理
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営

機
関
」
と
、
「
企
業
型
年
金
加
入
者
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
年
金
加
入
者
」
と

管
理
機
関
に
指
定
し
た
個
人
型
年
金
加
入
者
」
と
、
第
二
十
条
第
一
項
中
「
企
業

、
「
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
記
録
関
連
運

型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機

営
管
理
機
関
」
と
、
「
企
業
型
年
金
規
約
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
年
金
規
約
」

関
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
企
業
型
年
金
加
入
者
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
年
金

と
、
「
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
六
条
第

加
入
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と
あ
る

一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
と
、
第
二
十
二
条
の
二
中
「
企
業
型
記
録
関
連
運
営



の
は
「
個
人
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
企
業
型
運
用

管
理
機
関
等
に
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
」
と
、
「

関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
」
と

企
業
型
年
金
規
約
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
年
金
規
約
」
と
、
「
企
業
型
記
録
関

、
「
営
業
所
（
事
業
主
が
運
用
関
連
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業

連
運
営
管
理
機
関
等
が
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
が
」

主
の
主
た
る
事
業
所
）
」
と
あ
る
の
は
「
営
業
所
」
と
、
第
二
十
一
条
（
第
一
項

と
、
「
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
記
録
関

第
十
号
を
除
く
。
）
中
「
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
「

連
運
営
管
理
機
関
は
」
と
、
「
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
以
外
」
と
あ

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
」
と
、
「
企
業
型
年
金
規
約
」
と
あ
る
の
は
「

る
の
は
「
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
以
外
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

個
人
型
年
金
規
約
」
と
、
「
事
業
主
掛
金
」
と
あ
る
の
は
「
中
小
事
業
主
掛
金
」

。

と
、
「
企
業
型
年
金
加
入
者
掛
金
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
」

と
、
「
企
業
型
年
金
加
入
者
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
年
金
加
入
者
」
と
、
同
号

中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
六
条
第
一

項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
と
、
「
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と
あ
る

の
は
「
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
」
と
、
第
二
十
二
条
中
「
企
業
型
記
録

関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
」
と

、
第
二
十
二
条
の
二
中
「
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
に
」
と
あ
る
の
は

「
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
」
と
、
「
企
業
型
年
金
規
約
」
と
あ
る
の

は
「
個
人
型
年
金
規
約
」
と
、
「
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
が
」
と
あ

る
の
は
「
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
が
」
と
、
「
企
業
型
記
録
関
連
運
営

管
理
機
関
等
は
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
は
」
と
、
「

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
以
外
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
記
録
関
連
運

営
管
理
機
関
以
外
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
四
条
の

２

第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
十
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
七
十
四
条
の
二
第
一

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
連
合
会
が
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
の
移
換
を
受
け
る
場

項
の
規
定
に
よ
り
連
合
会
が
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
の
移
換
を
受
け
る
場
合
に
つ

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
条
第
二
項
中
「
第
二
十

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
第

四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
と
、
「
同
条
第
一
項
」
と

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
と
、
「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

あ
る
の
は
「
令
第
二
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
第
三
十
三
条
第
二
項
各
号
」
と
あ

は
「
令
第
二
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
第
三
十
三
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

る
の
は
「
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
二
項
各
号
」
と
、

「
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
二
項
各
号
」
と
、
同

同
項
第
二
号
中
「
前
項
又
は
前
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
号
」
と
、
第
三
十
条
の
二

項
第
二
号
中
「
前
項
又
は
前
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
号
」
と
、
第
三
十
条
の
二
中

第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い

「
第
二
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る

て
準
用
す
る
令
第
二
十
五
条
第
一
項
」
と
、
「
事
業
主
が
そ
の
実
施
す
る
企
業
型

令
第
二
十
五
条
」
と
、
「
事
業
主
が
そ
の
実
施
す
る
企
業
型
年
金
」
と
あ
る
の
は

年
金
」
と
あ
る
の
は
「
連
合
会
が
個
人
型
年
金
」
と
、
「
第
五
十
四
条
の
二
第
二

「
連
合
会
が
個
人
型
年
金
」
と
、
「
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「



項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」

第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
」
と
、
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七

と
あ
る
の
は
「
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
」
と
読

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

３

第
三
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
七
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

（
新
設
）

出
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
一
条
の
二
中
「

第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
四
条
の
四
第
一
項
」
と
、
「

次
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
出
を
受
け
た
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営

管
理
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
申
出
を
受
け
た
連
合
会
」
と
、
「
企
業
型
年

金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
年
金
に
個
人
別

管
理
資
産
が
あ
る
者
」
と
、
「
企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
が
負
担
し
た
掛

金
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
年
金
に
個
人
別
管

理
資
産
が
あ
る
者
が
」
と
、
「
企
業
型
年
金
加
入
者
の
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型

年
金
加
入
者
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
運
用
方
法
に
係
る
特
定
期
間
の
起
算
日
に
関
す
る
連
合
会
の
委
託
す
る
事

務
）

第
五
十
九
条
の
二

法
第
七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
の
三
及
び
第
八
十
二
条
の
二
並

（
新
設
）

び
に
令
第
四
十
五
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
の
二

第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

（
企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
っ
た
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
係
る
申
出
等

（
企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
っ
た
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
係
る
申
出
等

）

）

第
六
十
三
条

法
第
八
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
個
人

第
六
十
三
条

法
第
八
十
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
甲
企

別
管
理
資
産
の
移
換
を
申
し
出
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
と
き
は
、
五
日
以
内
（
法

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
甲
企
業
型
年
金
の
企

第
八
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
資
格
を
取
得
し
た
場

業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

合
に
お
い
て
、
当
該
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
速
や
か
に
行
う
こ
と
が
困

難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
個
人
型
年
金
規
約
で
定

め
る
日
ま
で
）
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理



機
関
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行

一

法
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
資
格
を
取
得
し
た
場
合

う
場
合

乙
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
及
び
乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型

乙
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
及
び
乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連

記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
及
び
住
所

運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
及
び
住
所

二

法
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行

二

法
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
資
格
を
取
得

う
場
合

個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
の
名
称
及
び
住
所

し
た
場
合

個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
の
名
称
及
び
住

（
当
該
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

所
（
当
該
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

（
削
る
）

三

法
第
八
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
資
格
を
取
得
し
た
場
合

法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理
資
産
が
移
換
さ
れ
た
者
で

あ
る
旨

（
削
る
）

四

法
第
八
十
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
資
格
を
取
得
し
た
場
合

イ

乙
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
及
び
乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録

関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
及
び
住
所

ロ

個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
申
し
出
る
と
き
は
、
そ
の
旨

（
削
る
）

五

法
第
八
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
資
格
を
取
得

し
た
場
合

イ

個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
の
名
称
及
び
住
所

ロ

個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
申
し
出
る
と
き
は
、
そ
の
旨

２

法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
企
業
型
年
金
の
資
産

２

法
第
八
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
企
業
型

管
理
機
関
及
び
連
合
会
は
、
乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関

年
金
の
資
産
管
理
機
関
及
び
連
合
会
は
、
乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運

等
又
は
個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
の
指
示
に
基
づ
い
て
、

営
管
理
機
関
等
又
は
個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
（
第
六
十

速
や
か
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
及
び
法
第
八
十
四
条

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
資
産
額
の
返
還
を
行
う
も
の
と
す
る
。

同
じ
。
）
の
指
示
に
基
づ
い
て
、
速
や
か
に
、
法
第
八
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
及
び
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
返
還
資
産
額
の
返
還
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
資
格
喪
失
者
が
別
の
企
業
型
年
金
の
加
入
者
と
な
っ
た
場
合
の
移
換
の
手
続
等

）
第
六
十
三
条
の
二

企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
（

（
新
設
）



以
下
「
資
格
喪
失
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
記
録
関
連
業
務
を
行
う
企
業
型
記
録

関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
当
該
資
格
喪
失
者
が
資
格
を
喪
失
し
た
日
が
属
す
る

月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
六
月
が
経
過
し
た
後
速
や
か
に
、
当
該
企
業
型
記
録
関

連
運
営
管
理
機
関
等
以
外
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
、
個
人
型
記
録

関
連
運
営
管
理
機
関
及
び
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
に
対
し
、
当
該
資
格
喪
失

者
が
別
の
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
又
は
企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ

た
者
で
あ
る
か
ど
う
か
等
の
情
報
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
当
該
企
業
型
記
録
関
連
運
営

管
理
機
関
等
以
外
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
、
個
人
型
記
録
関
連
運

営
管
理
機
関
及
び
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
る

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
に
対
し
、
求
め
ら
れ
た
情
報
の
提
供
を
行
う

も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
資
格
喪
失
者
が
別
の
企
業
型
年
金
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
甲
企
業
型
年
金
」
と
い
う
。
）
の
企
業
型
年
金
加
入
者
又
は
企
業

型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

資
格
喪
失
者
が
資
格
を
喪
失
し
た
企
業
型
年
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
乙
企

業
型
年
金
」
と
い
う
。
）
の
資
産
管
理
機
関
は
、
乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録

関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
指
示
に
基
づ
き
、
速
や
か
に
、
法
第
八
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
及
び
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
返
還
資
産
額
の
返
還
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運

営
管
理
機
関
等
は
、
甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
指

示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
第
一
項
の
資
格
喪
失
者
の
第
十
五
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
連
合
会
移
換
者
が
企
業
型
年
金
の
加
入
者
と
な
っ
た
場
合
の
移
換
の
手
続
等
）

第
六
十
三
条
の
三

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
企
業
型
年
金
の
企
業

（
新
設
）

型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
企
業
型
資
格

取
得
者
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
企
業
型
資
格
取
得
者
が
企
業
型
年
金
の



企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
ま
で
に

、
個
人
型
年
金
の
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
に
対
し
、
企
業
型
資
格
取
得
者
が

連
合
会
移
換
者
で
あ
る
か
ど
う
か
等
の
情
報
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関

は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
る
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
に
対
し
、

求
め
ら
れ
た
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
資
格
取
得
者
が
連
合
会
移
換
者
で
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
連
合
会
は
、
速
や
か
に
、
法
第
八
十
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理
資
産
が
移
換
さ
れ
な
か
っ
た
連
合
会
移
換
者

は
、
そ
の
旨
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

５

前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
は
、
連

合
会
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
第
一
項
の
企
業
型
資
格
取
得
者
の

第
五
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
型
年
金
加
入
者
と
な
っ
た
者
等
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
係
る
申
出

（
個
人
型
年
金
加
入
者
と
な
っ
た
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
係
る
申
出
等

等
）

）

第
六
十
四
条

企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
は
、
法
第
八
十
二

第
六
十
四
条

企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
（
個
人
型
年
金
運

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
次

用
指
図
者
を
除
く
。
）
は
、
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

と
き
は
、
五
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
及
び
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記

一

当
該
企
業
型
年
金
の
障
害
給
付
金
の
受
給
権
を
有
す
る
者
以
外
の
者
が
当
該

録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
、
住
所
及
び
登
録
番
号

申
出
を
し
た
場
合

当
該
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
及
び
当
該
企
業
型

年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
、
住
所
及
び
登
録
番
号
並

び
に
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理
資
産
が
移
換
さ
れ
た

者
で
あ
る
旨

二

当
該
移
換
の
申
出
と
同
時
に
法
第
六
十
二
条
第
一
項
又
は
第
六
十
四
条
第
二

二

当
該
企
業
型
年
金
の
障
害
給
付
金
の
受
給
権
を
有
す
る
者
が
当
該
申
出
を
し

項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

た
場
合



イ

当
該
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
及
び
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型

記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
、
住
所
及
び
登
録
番
号

ロ

個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
申
し
出
る
と
き
は
、
そ
の
旨

三

法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
請
求
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
旨

（
新
設
）

２

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
企
業
型
年
金
の
資
産

２

法
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
企
業
型

管
理
機
関
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
指
示

年
金
の
資
産
管
理
機
関
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機

に
基
づ
い
て
、
速
や
か
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
及
び

関
等
の
指
示
に
基
づ
い
て
、
速
や
か
に
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
資
産
額
の
返
還
を
行
う
も
の
と
す
る

る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
及
び
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
資

。

産
額
の
返
還
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
場
合
（
令
第
六
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
出
を
し
た
場
合

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関

を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機

連
運
営
管
理
機
関
等
及
び
個
人
型
年
金
の
第
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人

関
等
及
び
個
人
型
年
金
の
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
は
、
連
合
会
の
指
示
が
あ

型
特
定
運
営
管
理
機
関
は
、
連
合
会
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
法

っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
別
管
理

第
六
十
二
条
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
の
第
十
五
条
第
一
項
各
号
又
は
第
五
十
六

資
産
の
移
換
の
申
出
を
し
た
者
の
第
十
五
条
第
一
項
各
号
又
は
第
五
十
六
条
第
一

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通

関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
場
合
（
令
第
六
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
出
を
し
た
場
合

（
新
設
）

に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機

関
等
は
、
連
合
会
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
法
第
六
十
四
条
第
二

項
の
申
出
を
し
た
者
の
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
個
人
型
年
金
の

個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
企
業
型

年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
が
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
申
出
を
し
た
者
の
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
し
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
資
格
喪
失
者
が
個
人
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
る
場
合
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移

（
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
と
な
っ
た
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
係
る
申

換
の
手
続
等
）

出
等
）

第
六
十
五
条

資
格
喪
失
者
に
係
る
記
録
関
連
業
務
を
行
う
企
業
型
記
録
関
連
運
営

第
六
十
五
条

企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
（
個
人
型
年
金
加

管
理
機
関
等
は
、
資
格
喪
失
者
が
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を

入
者
を
除
く
。
）
は
、
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
と
き

喪
失
し
た
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
後
速
や
か
に

は
、
五
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事



、
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
対
し
、
当
該
資
格
喪
失
者
が
個
人
型
年
金

項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

の
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
ど
う
か
等
の
情
報
の
提

一

当
該
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
及
び
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記

供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
、
住
所
及
び
登
録
番
号
又
は
法
第
八
十
三
条

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理
資
産
が
移
換
さ
れ
た
者
で
あ
る
旨

機
関
は
、
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
る
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
に
対

二

法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
請
求
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
旨

し
、
求
め
ら
れ
た
情
報
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
企
業
型
年
金
の
資
産

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
資
格
喪
失
者
が
個
人
型
年
金
の
個
人
型
年
金
加

管
理
機
関
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
指
示

入
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項

に
基
づ
い
て
、
速
や
か
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
及
び

の
資
格
喪
失
者
に
係
る
記
録
関
連
業
務
を
行
う
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関

法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
資
産
額
の
返
還
を
行
う
も
の
と
す
る

等
の
指
示
に
基
づ
い
て
、
当
該
企
業
型
年
金
の
資
産
管
理
機
関
は
、
速
や
か
に
、

。

法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
及
び
法
第
八
十

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
（
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
出

四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
資
産
額
の
返
還
を
行
う
も
の
と
す
る
。

を
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連

４

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営

運
営
管
理
機
関
等
及
び
個
人
型
年
金
の
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
型
特
定
運

管
理
機
関
等
は
、
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、

営
管
理
機
関
は
、
連
合
会
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
法
第
六
十
四

速
や
か
に
、
第
一
項
の
資
格
喪
失
者
の
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

条
第
二
項
の
申
出
を
し
た
者
の
第
十
五
条
第
一
項
各
号
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項

当
該
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
（
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
出

を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連

運
営
管
理
機
関
等
は
、
連
合
会
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
法
第
六

十
四
条
第
二
項
の
申
出
を
し
た
者
の
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
個

人
型
年
金
の
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関

等
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
出
を
し
た
者
の
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
通
知
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
格
喪
失
者
に
係
る
個
人
別
管
理
資
産

（
そ
の
他
の
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
の
実
施
等
）

の
移
換
の
手
続
等
）

第
六
十
六
条

資
格
喪
失
者
が
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪
失

第
六
十
六
条

企
業
型
年
金
の
資
産
管
理
機
関
は
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
各
号
に

し
た
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
て
も
な
お
法
第
五
十

掲
げ
る
者
（
以
下
「
そ
の
他
の
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
個
人
別
管
理
資
産
が
当



四
条
の
四
、
第
八
十
条
、
第
八
十
二
条
若
し
く
は
第
八
十
三
条
（
前
条
の
規
定
に

該
資
産
管
理
機
関
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営

よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
が
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
中
小
企
業
退

管
理
機
関
等
の
指
示
に
基
づ
い
て
、
速
や
か
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
別
管

職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
当
該
資
格
喪
失
者
の
個
人
別
管
理

理
資
産
の
移
換
及
び
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
資
産
額
の
返
還

資
産
が
移
換
さ
れ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
資
産
管
理
機
関

を
行
う
も
の
と
す
る
。

は
、
当
該
資
格
喪
失
者
に
係
る
記
録
関
連
業
務
を
行
う
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管

２

企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
そ
の
他
の
者
が
あ
る

理
機
関
等
の
指
示
に
基
づ
い
て
、
速
や
か
に
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
他
の
者
の
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
及
び
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
返
還

個
人
型
年
金
の
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
（
連
合
会
が
運
営
管
理
業
務
を
委
託

資
産
額
の
返
還
を
行
う
も
の
と
す
る
。

し
た
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
で
あ
っ
て
、
令
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定

２

企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

に
よ
り
個
人
別
管
理
資
産
が
連
合
会
に
移
換
さ
れ
た
者
の
氏
名
、
住
所
等
の
記
録

個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
行
っ
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
資
格

及
び
そ
の
保
存
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
者
と
し
て
連
合
会
が
指
定
し
た
も
の
を
い

喪
失
者
の
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関

う
。
次
条
及
び
第
六
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
連
合
会
移
換
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
等
）

（
そ
の
他
の
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
等
）

第
六
十
六
条
の
二

連
合
会
移
換
者
は
、
そ
の
氏
名
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
と

第
六
十
六
条
の
二

そ
の
他
の
者
は
、
そ
の
氏
名
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
個
人
型
特
定

は
、
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
個
人
型
特
定
運

運
営
管
理
機
関
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

営
管
理
機
関
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
法
第
八
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
）

第
六
十
六
条
の
三

法
第
八
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
へ
の
掲

（
新
設
）

載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。（
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
関
す
る
事
項
の
説
明
義
務
）

第
六
十
六
条
の
四

企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
令
第

（
新
設
）

四
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
定
期
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

連
合
会
は
、
令
第
四
十
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
定
期
的
に
行

う
も
の
と
す
る
。



（
連
合
会
が
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
者
の
対
象
外
）

第
六
十
六
条
の
五

令
第
四
十
六
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は

（
新
設
）

、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

個
人
型
年
金
に
個
人
別
管
理
資
産
が
な
く
な
っ
た
者

二

所
在
が
明
ら
か
で
な
い
者

（
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
係
る
行
為
に
関
す
る
通
則
）

（
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
係
る
行
為
に
関
す
る
通
則
）

第
六
十
七
条

企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
及
び
資
産
管
理

第
六
十
七
条

企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
及
び
資
産
管
理

機
関
、
連
合
会
並
び
に
個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
及
び
個

機
関
、
連
合
会
並
び
に
個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
及
び
個

人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
は
、
法
第
八
十
条
、
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
の

人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
は
、
法
第
八
十
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
の
規
定
に
よ

規
定
に
よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
、
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
資

る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
、
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
資
産
額
の
返

産
額
の
返
還
並
び
に
第
六
十
三
条
第
三
項
、
第
六
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、

還
並
び
に
第
六
十
三
条
第
三
項
、
第
六
十
四
条
第
三
項
、
第
六
十
五
条
第
三
項
及

第
六
十
五
条
第
四
項
並
び
に
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
た

び
第
四
項
並
び
に
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
た
め
必
要
な

め
必
要
な
行
為
を
行
う
と
き
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
速

行
為
を
行
う
と
き
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、

や
か
に
、
そ
の
行
為
を
行
う
も
の
と
す
る
。

そ
の
行
為
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
十
条

（
略
）

第
七
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
一
時
金
の
支
給
の
請
求
を
受
け
た

３

法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
一
時
金
の
支
給
の
請
求
を
受
け
た

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
又
は
連
合
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
個

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
又
は
連
合
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
個

人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
又
は
連
合
会
以
外
の
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等

人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
又
は
連
合
会
以
外
の
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等

又
は
連
合
会
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
内
容
と
す

又
は
連
合
会
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す

る
当
該
脱
退
一
時
金
の
裁
定
に
必
要
な
記
録
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

る
当
該
脱
退
一
時
金
の
裁
定
に
必
要
な
記
録
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
請
求
者
に
係
る
記
録
関
連
業
務
を
行
う
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機

二

当
該
請
求
者
に
係
る
記
録
関
連
業
務
を
行
う
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機

関
又
は
連
合
会

当
該
請
求
者
の
氏
名
並
び
に
当
該
者
に
係
る
第
五
十
六
条
第

関
又
は
連
合
会

当
該
請
求
者
の
氏
名
並
び
に
当
該
者
に
係
る
第
五
十
六
条
第

一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
（
法
第
四
章
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理
資

一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
三
号
（
法
第
四
章
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理
資

産
の
移
換
が
行
わ
れ
た
他
の
企
業
型
年
金
又
は
個
人
型
年
金
の
資
格
の
取
得
及

産
の
移
換
が
行
わ
れ
た
他
の
企
業
型
年
金
又
は
個
人
型
年
金
の
資
格
の
取
得
及

び
喪
失
の
年
月
日
の
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
号
（
過
去
に
拠
出
さ
れ
た
拠
出

び
喪
失
の
年
月
日
の
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
号
（
過
去
に
拠
出
さ
れ
た
拠
出



期
間
ご
と
の
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
及
び
中
小
事
業
主
掛
金
の
有
無
に
関
す

期
間
ご
と
の
掛
金
の
有
無
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
号
、
第
八
号
（

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
号
、
第
八
号
（
法
附
則
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ

法
附
則
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
脱
退
一
時
金
の
支
給
の
実
績
及
び
障
害
給

る
脱
退
一
時
金
の
支
給
の
実
績
及
び
障
害
給
付
金
の
受
給
権
の
有
無
に
関
す
る

付
金
の
受
給
権
の
有
無
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
一
号
（
資
産
又

部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
一
号
（
資
産
又
は
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
の
移
換

は
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
の
移
換
が
行
わ
れ
た
年
月
日
、
通
算
加
入
者
等
期
間

が
行
わ
れ
た
年
月
日
、
通
算
加
入
者
等
期
間
に
算
入
さ
れ
た
期
間
並
び
に
当
該

に
算
入
さ
れ
た
期
間
並
び
に
当
該
算
入
さ
れ
た
期
間
の
開
始
年
月
及
び
終
了
年

算
入
さ
れ
た
期
間
の
開
始
年
月
及
び
終
了
年
月
の
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る

月
の
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
令
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に

事
項
並
び
に
令
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
個
人
別
管
理
資

基
づ
き
算
定
し
た
個
人
別
管
理
資
産
額
そ
の
他
当
該
脱
退
一
時
金
の
裁
定
に
必

産
額
そ
の
他
当
該
脱
退
一
時
金
の
裁
定
に
必
要
な
記
録
に
関
す
る
事
項

要
な
記
録
に
関
す
る
事
項

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
七
十
一
条

法
第
百
十
四
条
第
三
項
及
び
令
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
七
十
一
条

法
第
百
十
四
条
第
三
項
及
び
令
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ

、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ

し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
八
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自

し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら

ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

法
第
六
十
八
条
の
二
第
六
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
権
限

（
新
設
）

十
一
～
十
三

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
管
轄
）

（
管
轄
）

第
七
十
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
地
方
厚
生
局
長
及
び
地
方
厚
生
支

第
七
十
二
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
地
方
厚
生
局
長
及
び
地
方
厚
生
支

局
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
）
の
権
限
は
、

局
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
）
の
権
限
は
、

企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
又
は
実
施
し
よ
う
と
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事

企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
又
は
実
施
し
よ
う
と
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事

業
主
（
二
以
上
の
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
が
一
の
企
業
型
年
金
を
実
施

業
主
（
二
以
上
の
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
が
一
の
企
業
型
年
金
を
実
施

す
る
又
は
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
一
の
代
表
）
の
主
た
る

す
る
又
は
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
一
の
代
表
）
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
等
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
等
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

、
当
該
地
方
厚
生
局
長
等
以
外
の
地
方
厚
生
局
長
等
が
前
条
第
一
項
第
七
号
、
第

、
当
該
地
方
厚
生
局
長
等
以
外
の
地
方
厚
生
局
長
等
が
前
条
第
一
項
第
七
号
、
第

八
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

八
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。



様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

様式第一号（第三条第一項第一号関係） 

年   月   日 

（事業主名）殿 

労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名 

又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の氏名 印 

同  意  書 

 確定拠出年金法の規定に基づく企業型年金の実施に同意し、あわせて、企業型年金規約の作成 
及び      厚生（支）局長に対する承認の申請に同意します。     

（日本工業規格 A 列４番） 

（備考） 

１．「第一号等厚生年金被保険者」とは、法第３条第１項に規定する第一号等厚生年金被保険者を 

 いう。 

２．「厚生（支）局長」は、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主（二以上 

 の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施しようとする場合にあっては、その一の 
代表）の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長の名称を記載するも 
のとする。 



様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第七号（第二十七条第一項関係）

年 月 日

厚生（支）局長 殿

承認番号
厚生年金適用事業所の名称
所在地
事業主名 印
住所

確定拠出年金法第五十条の規定により、別添のとおり業務報告書を提出します。

（日本工業規格Ａ列４番）

    （備考）
　　　１．「承認番号」とは、企業型年金の承認ごとに地方厚生局長又は地方厚生支局長が発行した承認
　　　  番号をいう。
      ２．「厚生（支）局長」は、企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主（二以上の厚生年
　　　　金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施する場合にあっては、その一の代表）の主たる事
　　　　務所の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長の名称を記載するものとする。

企業型年金に係る業務報告書



（簡易企業型年金の事業者であっても記入が必須）
１．実施事業所の事業の種類

２．他の企業年金の実施状況（簡易企業型年金の事業者であっても記入が必須）

　　（備考）他の企業年金を実施している箇所に○印を記載すること。

３．想定利回り ％
　　（備考）確定拠出年金を導入する際に想定していた利回りを記載すること。（想定利回りがない場合は、
　　　　　×を記載すること。）

４．厚生年金保険適用者数（簡易企業型年金の事業者であっても記入が必須）

　　（備考）事業年度末時点のものを記載すること。

人

人　数

男 人

女

計

人

担当者

厚生年金基金

その他（自社年金等）

※メールアドレスは、組織アドレス（担当者ではなく部署にひ
もづくアドレスをいう。）がある場合は、組織アドレスを記載
すること。
　また、組織アドレスがない場合は、担当者のアドレスで差し
支えないが、その場合には、仮に年度途中に担当者の変更があ
った場合には、速やかに新担当者とそのメールアドレスを業務
報告書提出先に通知すること。

（備考）事業区分については、厚
生年金保険法第６条第１項に掲げ
る区分（第１号イからタまで及び
第２号並びに第３号）を記載する
こと。

承認番号

厚生年金適用事業所名

事業主名

電話番号

私立学校教職員共済

企業型年金に係る業務報告書

特定退職金共済制度

確定給付企業年金

　（　　　事業年度）
　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

事業の種類

メールアドレス　※

中小企業退職金共済制度



５．加入者等の状況

　　（備考）資格取得者及び資格喪失者については、事業年度内に資格を取得又は喪失した者の人数を記
　　　　　載すること。

６．事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の総額

　　（備考）直近の12月～11月の期間分として企業型年金加入者掛金を拠出した者がいる場合に限り記載
      　　すること。

７．事業主掛金の状況

　　（備考）直近の12月～11月の期間分として拠出された事業主掛金について記載すること。

８．企業型年金加入者掛金の状況

　　（備考）直近の12月～11月の期間分として拠出された企業型年金加入者掛金について記載すること。

男

今期末運用指図者数資格取得者 資格喪失者

人 人

人 人

人計

人

前　期　末

人

運用指図者の状況

人

人

女

人

人

女 人 人 人 人

男 人

円

加入者の状況 前　期　末 資格取得者 資格喪失者

円

事業主掛金総額

今期末加入者数

円

資産管理機関の商号又は名称 事業主掛金の額

円

企業型年金加入者掛金の拠出人数

円

人 円

女 人

事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の総額

企業型年金加入者掛金の額

男

計 人 円

人

円

計 人 人 人

人 人

人

人



９．事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出区分期間の設定状況
（１）事業主掛金の拠出区分期間の設定が次のうちのいずれであるか記載すること。
　　①１年間を１区分とし、12か月分ごとに納付する。
　　②１年間を２区分とし、６か月分ごとに納付する。
　　③１年間を３区分とし、４か月分ごとに納付する。
　　④１年間を４区分とし、３か月分ごとに納付する。
　　⑤１年間を６区分とし、２か月分ごとに納付する。
　　⑥１年間を12区分とし、１か月分ごとに納付する。
　　⑦その他

（２）（１）で⑦を選択した場合、次の表に拠出区分期間の分類（同じ拠出区分期間であれば同じ数）を
　　　記載すること。

（備考）例えば、12月～６月を１つ目の拠出区分期間とし、７月～11月を２つ目の拠出区分期間とする
場合の拠出区分期間の分類は次のように記載すること。

（３）企業型年金加入者掛金の拠出区分期間の設定が次のうちのいずれであるか記載すること。
　　①１年間を１区分とし、12か月分ごとに納付する。
　　②１年間を２区分とし、６か月分ごとに納付する。
　　③１年間を３区分とし、４か月分ごとに納付する。
　　④１年間を４区分とし、３か月分ごとに納付する。
　　⑤１年間を６区分とし、２か月分ごとに納付する。
　　⑥１年間を12区分とし、１か月分ごとに納付する。
　　⑦その他

（４）（３）で⑦を選択した場合、次の表に拠出区分期間の分類（同じ拠出区分期間であれば同じ数）を
記載すること。（複数あればその１例）

（備考）例えば、12月～６月を１つ目の拠出区分期間とし、７月～11月を２つ目の拠出区分期間とする
場合の拠出区分期間の分類は次のように記載すること。

1 21 1 1 1

6月 10月 11月

2 2 22

7月

2月

1

8月 9月

1

3月 4月

12月 1月 2月 3月 4月 5月

1 1 1 1 1 1

3月 4月1月

12月 1月 2月 3月

12月 2月

4月 5月 8月 9月

6月 7月 8月 9月

5月 6月 7月 10月 11月

12月 1月 10月 11月5月

8月 9月

2 2

10月 11月

1 2 2 2

6月 7月



10．返還資産額の状況

　　（備考）事業年度内に返還された資産について記載すること。

11．資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置の実施状況
    （簡易企業型年金の事業者であっても記入が必須）
（１）資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置の実施状況全般について

　　（備考）該当するものに○印を記載すること。

（２）上述（１）②を行っている場合、資産の運用に関する基礎資料の提供
その他の必要な措置を講じる頻度が次のうちのいずれであるか記載すること。

　　①半年に１回
　　②１年に１回
　　③２年に１回
　　④３年に１回
　　⑤その他

（３）（２）で⑤を選択した場合、具体的に記載すること。

12．運用の方法の数（簡易企業型年金の事業者であっても記入が必須）

（備考）
１．②は、平成30年５月１日時点の運用の方法の数を記載すること。
２．運用の方法の数は、令第15条第１項の表の下欄の定めに従って算定し、記載すること。

②上述①後、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の
必要な措置を継続的に行っている

計 人 円

①実施事業所に使用される者が企業型年金加入者の資格を取得
する際に資産の運用に関する基礎資料の提供その他の必要な措
置を講じている

人　　数 返　還　資　産　額

男 人 円

人 円女

①当該事業年度末時点の運用の方法の数

②第四号施行日時点の運用の方法の数



13．各運用の方法ごとの個人別管理資産の状況

　　（備考）
 　 　１．二以上の厚生年金適用事業所で企業型年金を実施している場合は、各厚生年金適用事業所の状
        況について作成し、併せて当該企業型年金全体の状況について作成すること。
　　  ２．事業年度末の状況について記載すること。
　　　３．「運用の方法名」は、各運用商品名を記載すること。
　　　４．運用の指図がないものは、「運用の方法名」に「未指図」と記載し、「運用の方法の種類」、
　  　　「元本確保の運用の方法」及び「株券等」は、空欄（－）とすること。
　　　５．「運用の方法の種類」は、令第15条第１項の表の上欄に掲げる区分に応じて記載すること。
　　　６．「元本確保の運用の方法」は、当該運用の方法が次に掲げる運用の方法であって令第15条第２
　  　　項に規定する運用方法要件に適合するものに該当する場合には○印を記載すること。
　　　　一　令第15条第１項の表の１の項イ及びロに掲げる運用の方法 
　　　　二　令第15条第１項の表の２の項イに掲げる運用の方法 
　　　　三　令第15条第１項の表の３の項イからホまでに掲げる運用の方法 
　　　　四　令第15条第１項の表の４の項イに掲げる運用の方法 
　　　　五　令第15条第１項の表の５の項イに掲げる運用の方法
　　　７. 「株券等」は、当該運用の方法が令第15条第１項の表の２の項ニ又は３の項レからウまでに掲
　　　　げる運用の方法に該当する場合には○印を記載すること。　

14．指定運用方法の選定状況（簡易企業型年金の事業者であっても記入が必須）

　　（備考）
　　　１．①は、該当する場合に○印を記載すること。
　　　２．②～⑤は、①で指定運用方法が提示されている場合にのみ記載すること。
　　　３．②は、指定運用方法として選定された運用商品名を記載すること。
　　　４．③は、令第15条第１項の表の中欄に掲げる区分に応じて記載すること。

④当該指定運用方法を選定した年度

⑤今年度末日に指定運用方法が適用されてい
る人数

円

③当該指定運用方法の運用の方法の種類

②当該指定運用方法の名称

運用の方法の種
類

元本確保の
運用の方法

株券等

①指定運用方法が企業型年金加入者に提示
　されている

運用の方法名
信託財産・保険解約返戻金等の
資産額

円

計 円 － － －



15．加入者資格喪失者の状況

（備考）①については、
　　　(1)死亡又は運用指図者資格取得による加入者資格喪失者、及び
　　　(2)六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者資格を喪失すること
         を定めている企業型年金の企業型年金加入者の資格を六十歳に達した日以降に喪失した者で
         あって、同日の翌日が属する月に当該企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したもの
　　　のいずれも含まないこととし、事業年度末の１年６か月前から起算して１年間に資格喪失した
　　　人数について記載すること。
　　　（例：事業年度が４月～翌年３月であれば、前年９月～８月の喪失者人数）

16．加入者資格喪失（予定）者への個人別管理資産の移換に係る説明について
　 （簡易企業型年金の事業者であっても記入が必須）

（備考）加入者資格喪失（予定）者（死亡又は運用指図者資格取得による加入者資格喪失者を除く。）
　　　に対して退職時（前）に実施しているもののうち、該当するものに○印を記載すること。
　　　（複数記載可）

上記で「その他」を選択した場合は、その具体的な方法を記載すること。

17．加入者資格喪失者のうち、退職後に個人別資産の移換を行っていない者に対しての説明について
　 （簡易企業型年金の事業者であっても記入が必須）

（備考）加入者資格喪失（予定）者（死亡又は運用指図者資格取得による加入者資格喪失者を除く。）
　　に対して、退職後に実施しているもののうち、該当するものに○印を記載すること。
　　　（複数記載可）

上記で「その他」を選択した場合は、その具体的な方法を記載すること。

文書により資産移換の勧奨を実施している

電話により資産移換の勧奨を実施している

人

人
②①のうち、法第83条の規定に基づき、
　個人別管理資産が国民年金基金連合会（個人型特定運営管理機
関）に移換された者の数

①加入者資格喪失者数

社内イントラ等の退職者向け資料に説明を掲載

資産移換の勧奨は運営管理機関に委託している

その他

対面により個別説明をしている

説明会を実施している

その他

説明資料を手交又はメールにより送信



18．規約の備置き・閲覧の状況

（備考）該当するものに○印を記載すること。（複数記載可）

規約を事業所内に掲示している

規約の内容を個々の第一号等厚生年金被保険者
に配布している

規約を社内イントラ等に掲示している

その他



様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第八号（第二十七条第二項関係）

年 月 日

厚生（支）局長 殿

承認番号
厚生年金適用事業所の名称
所在地
事業主名 印
住所

確定拠出年金法第五十条の規定により、別添のとおり業務報告書を提出します。

（日本工業規格Ａ列４番）

　  （備考）
 　　 １．「承認番号」とは、企業型年金の承認ごとに地方厚生局長又は地方厚生支局長が発行した承認
        番号をいう。
　　  ２．「厚生（支）局長」は、企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主（二以上の厚生年
　 　 　金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施する場合にあっては、その一の代表）の主たる事
　　　　務所の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長の名称を記載するものとする。

厚生年金適用事業所名

事　　業　　主　　名

企業型年金の事業主に係る運営管理業務報告書

承　　認　　番　　号

企業型年金事業主運営管理業務報告書

（　　　事業年度）
　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで



１．事業主が担当する企業型年金加入者等の人数の状況

①法第２条第７項第１号イに掲げる業務
　　企業型年金加入者数 名（男 名、女 名）
　　企業型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）
　　合計 名（男 名、女 名）

②法第２条第７項第１号ロに掲げる業務
　　企業型年金加入者数 名（男 名、女 名）
　　企業型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）
　　合計 名（男 名、女 名）

③法第２条第７項第１号ハに掲げる業務
　　企業型年金加入者数 名（男 名、女 名）
　　企業型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）
　　合計 名（男 名、女 名）

④法第２条第７項第２号に掲げる業務
　　企業型年金加入者数 名（男 名、女 名）
　　企業型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）
　　合計 名（男 名、女 名）

　　（備考）
　 　 １．①、②及び④は、事業年度末時点のものを記載すること。
　 　 ２．③は、事業年度中に給付を受ける権利の裁定を行った者の総数を記載すること。

   （法第２条第７項第１号イに掲げる業務の実施状況）
２．事業主が法第２条第７項第１号イに掲げる業務を担当する企業型年金加入者に係る掛金の状況

　　（備考）
 　 　１．「掛金総額」は、直近の12月～11月の期間分として拠出された掛金額の総額を記載すること。
 　 　２．「平均掛金額」については、「掛金総額」を事業主が法第２条第７項第１号イに掲げる業務を
　　　　担当する企業型年金加入者のうち、直近の12月～11月の期間内に企業型年金加入者期間を有する
　　　　ものに係る企業型年金加入者期間の合計で除したものを記載すること。

円

円 円

計

事　業　主　掛　金　額 円 円

女

事　業　主　掛　金　額 円

円 円

合　　　計 円 円

合　　　計

円 円

企業型年金加入者掛金額 円 円

企業型年金加入者掛金額 円 円

合　　　計

男

掛金額区分 掛　金　総　額 平均掛金額

事　業　主　掛　金　額

企業型年金加入者掛金額 円 円



３．事業主が法第２条第７項第１号イに掲げる業務を担当する企業型年金加入者等に係る運用の状況

    （備考）
　　  １．事業年度末の状況について記載すること。
　　　２．「運用の方法名」は、各運用商品名を記載すること。
　　　３．運用の指図がないものは、「運用の方法名」に「未指図」と記載し、「運用の方法の種類」、
　  　　「元本確保の運用の方法」及び「株券等」は、空欄（－）とすること。
　　　４．「運用の方法の種類」は、令第15条第１項の表の上欄に掲げる区分に応じて記載すること。
　　　５．「元本確保の運用の方法」は、当該運用の方法が次に掲げる運用の方法であって令第15条第２
　  　　項に規定する運用方法要件に適合するものに該当する場合には○印を記載すること。
　　　　一　令第15条第１項の表の１の項イ及びロに掲げる運用の方法 
　　　　二　令第15条第１項の表の２の項イに掲げる運用の方法 
　　　　三　令第15条第１項の表の３の項イからホまでに掲げる運用の方法 
　　　　四　令第15条第１項の表の４の項イに掲げる運用の方法 
　　　　五　令第15条第１項の表の５の項イに掲げる運用の方法
　　　６. 「株券等」は、当該運用の方法が令第15条第１項の表の２の項ニ又は３の項レからウまでに掲
　　　　げる運用の方法に該当する場合には○印を記載すること。　

企業型年金加入者数　　　　　　人
企業型年金運用指図者数　　　　人
　　　合　　　計　　　　　　　人

円
円
円

企業型年金加入者数　　　　　　人
企業型年金運用指図者数　　　　人
　　　合　　　計　　　　　　　人

円
円
円

合計
企業型年金加入者数　　　　　　人
企業型年金運用指図者数　　　　人
　　　合　　　計　　　　　　　人

円
円
円

－ － －

株券等
運用の
方法名

企業型年金加入者等数
  個人別管理資産
  総額

運用の方
法の種類

元本確保の
運用の方法



４．給付の状況

 

　男　　　　　　人（　　　人）
　女　　　　　　人（　　　人）
　計　　　　　　人（　　　人）

　　　　　　　円（　　　　　円）
　　　　　　　円（　　　　　円）
　　　　　　　円（　　　　　円）

脱　退　一　時　金
　男　　　　　　人（　　　人）
　女　　　　　　人（　　　人）
　計　　　　　　人（　　　人）

　　　　　　　円（　　　　　円）
　　　　　　　円（　　　　　円）
　　　　　　　円（　　　　　円）

老齢給付金

障害給付金

年　金
（一時金との
併給を除く）

　男　　　　　　人（　　　人）
　女　　　　　　人（　　　人）
　計　　　　　　人（　　　人）

　　　　　　　円（　　　　　円）
　　　　　　　円（　　　　　円）
　　　　　　　円（　　　　　円）

年金と一時金
の併給

　男　　　　　　人（　　　人）

　女　　　　　　人（　　　人）

　計　　　　　　人（　　　人）

年　金　　　　　円（　　　　円）
一時金　　　　　円（　　　　円）
年　金　　　　　円（　　　　円）
一時金　　　　　円（　　　　円）
年　金　　　　　円（　　　　円）
一時金　　　　　円（　　　　円）

一時金
（年金との併
給を除く）

　男　　　　　　人（　　　人）
　女　　　　　　人（　　　人）
　計　　　　　　人（　　　人）

年　金
（一時金との
併給を除く）

　男　　　　　　人（　　　人）
　女　　　　　　人（　　　人）
　計　　　　　　人（　　　人）

　　　　　　　円（　　　　　円）
　　　　　　　円（　　　　　円）
　　　　　　　円（　　　　　円）

年金と一時金
の併給

　男　　　　　　人（　　　人）

　女　　　　　　人（　　　人）

　計　　　　　　人（　　　人）

年　金　　　　　円（　　　　円）
一時金　　　　　円（　　　　円）
年　金　　　　　円（　　　　円）
一時金　　　　　円（　　　　円）
年　金　　　　　円（　　　　円）
一時金　　　　　円（　　　　円）

　　　　　　　円（　　　　　円）
　　　　　　　円（　　　　　円）
　　　　　　　円（　　　　　円）

給　           付
事業年度末の受給者数（うち本年度
の新規受給者数）

支給総額（うち新規受給者への支給
額）

一時金
（年金との併
給を除く）

　男　　　　　　人（　　　人）
　女　　　　　　人（　　　人）
　計　　　　　　人（　　　人）

　　　　　　　円（　　　　　円）
　　　　　　　円（　　　　　円）
　　　　　　　円（　　　　　円）

計
　男　　　　　　人（　　　人）
　女　　　　　　人（　　　人）
　計　　　　　　人（　　　人）

　　　　　　　円（　　　　　円）
　　　　　　　円（　　　　　円）
　　　　　　　円（　　　　　円）

死　亡　一　時　金



（法第２条第７項第１号ロに掲げる業務の実施状況）
５．事業主が法第２条第７項第１号ロに掲げる業務を担当する企業型年金加入者等が行った運用の指
　図の内容についての資産管理機関への通知の件数

　　（備考）当該事業年度の実績を記載すること。

（法第２条第７項第１号ハに掲げる業務の実施状況）
６．事業主が行った法第２条第７項第１号ハの給付を受ける権利の裁定の件数

　　（備考）当該事業年度の実績を記載すること。

（法第２条第７項第２号に掲げる業務の実施状況）
７．報告者が法第２条第７項第２号に掲げる業務を担当する企業型年金加入者等に係る運用の方法の
　選定及び提示の状況

　  （備考）
　　　１．「運用の方法の数」は、令第15条第１項の表の下欄の定めに従って算定し、記載すること。
　　　２．「第１号運用方法数」は選定及び提示している運用方法のうち元本確保の運用の方法の数を、
 　　　 「第２号運用方法数」は第１号運用方法及び第３号運用方法以外の運用の方法の数を、「第３
  　　　号運用方法数」は令第15条第１項の表の２の項ニ及び３の項レからウまでに掲げる運用の方法
　　　　の数を記載すること。
　　　３．加入者等に係る運用の方法の選定及び提示については、加入者等に対して選定及び提示して
　　　　いる一の運用方法群ごとに記載すること。
 　　 ４．加入者等に提示した運用の方法を変更し、「運用の方法の数」、「第１号運用方法数」、「
　  　　第２号運用方法数」又は「第３号運用方法数」が異なることとなった場合は、変更前の運用方
　  　　法数と変更後の運用方法数をそれぞれ記載すること。
　　　５．「第４号施行日時点の運用の方法の数」については、平成30年５月１日時点の運用の方法の
　　　　数を記載すること。
　　　６．提示した運用の方法の数の少ない順に記入すること。なお、個別の企業名を記載する必要は
　　　　ない。

運用の方法の数 第１号運用方法数 第２号運用方法数

資産管理機関への通知

老 齢 給 付 金 障 害 給 付 金 死 亡 一 時 金 脱 退 一 時 金

　男　　　　　　　　　　　　　　件
　女　　　　　　　　　　　　　　件
　計　　　　　　　　　　　　　　件

企業型年金加入者

企業型年金運用指図者 　男　　　　　　　　　　　　　　件
　女　　　　　　　　　　　　　　件
　計　　　　　　　　　　　　　　件

　男
　女
　計

第３号運用方法数
第４号施行日時点
の運用の方法の数

　男
　女
　計

　男
　女
　計

　男
　女
　計



８．事業主が法第２条第７項第２号に掲げる業務を担当する企業型年金加入者等に対して行った運用
　の方法に係る情報提供の内容

    （備考）
　　  １．「運用の方法名」は、各運用商品名を記載すること。
　　  ２．「運用の方法名」は、運用の方法が法第23条の２第２項に規定する指定運用方法の場合、その
       冒頭に 「【指定】」と記載すること。
　　  ３．「運用の方法の種類」は、令第15条第１項の表の中欄に掲げる区分に応じて記載すること。
　　  ４．「情報提供の内容の概要」は、報告者が選定及び提示した運用の方法ごとに企業型年金加入者
        等に対して行った情報提供の内容を簡潔に記載すること。
      ５．「情報提供の回数」は、当該事業年度において、企業型年金加入者等に対し情報提供を行った
　　　　回数を記載すること。

９．指定運用方法の選定状況

　　（備考）
　　　１．①は、該当する場合に○印を記載すること。
　　　２．②～⑥は、①で指定運用方法を提示している場合にのみ記載すること。
　　　３．②は、指定運用方法として選定された運用商品名を記載すること。
　　　４．③は、令第15条第１項の表の中欄に掲げる区分に応じて記載すること。
　　　５．法第２条第７項第２号に掲げる業務を担当する確定拠出年金運営管理機関は、当該事業年度内
　　　　に指定運用方法を選定又は変更した場合には、新たに選定した指定運用方法の選定理由を記載し
　　　　た書面を17の次に添付すること。選定理由は、法第23条の２第２項の指定運用方法の基準を踏ま
　　　　え、令第６条第８項ロの協議の結果を尊重した上で当該指定運用方法を選定したことがわかる内
　　　　容を記載すること。

情報提供の内容の概要

④当該指定運用方法を選定した年度

運用の方法名
運用の方法

の種類

①指定運用方法を加入者に提示している

情報提供の回数

②当該指定運用方法の名称

⑤今年度末日に指定運用方法が適用されている人
数
⑥⑤の者に係る当該指定運用方法の個人別管理資
産の残高

③当該指定運用方法の運用の方法の種類



　 10．当該事業年度内に除外された運用の方法の状況

　　　（備考）
　　　１．二以上の厚生年金適用事業所で企業型年金を実施している場合は、各厚生年金適用事業所の
　　　　状況について記載し、併せて当該企業型年金全体の状況について記載すること。
　　　２．事業年度末時点の状況について記載すること。

11．加入者資格喪失者の状況

（備考）①については、
　　　(1)死亡又は運用指図者資格取得による加入者資格喪失者、及び
　　　(2)六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者資格を喪失す
         ることを定めている企業型年金の企業型年金加入者の資格を六十歳に達した日以降に
         喪失した者であって、同日の翌日が属する月に当該企業型年金の企業型年金加入者の
　　　　 資格を取得したもの
　　　のいずれも含まないこととし、事業年度末の１年６か月前から起算して１年間に資格喪
　　　失した人数について記載すること。
　　　（例：事業年度が４月～翌年３月であれば、前年９月～８月の喪失者人数）

（法第83条第２項の規定による通知の状況）
12．事業主が法第83条第２項の規定により行った通知（個人別管理資産が連合会に移換された者
　への通知）の件数等

　　（備考）
　　　　当該事業年度内に法第83条第１項の規定により個人別管理資産が連合会（個人型特定運営管
　　　  理機関に限る。）へ移換された者への同条第２項の規定による通知の実績を記載すること。

Ａ実施事業所

Ｂ実施事業所

Ｃ実施事業所

①加入者資格喪失者数

当該事業年度内に除外された運用の方法名

移　換　金　額

人 円

人

②①のうち、法第83条の規定に基づき、
　個人別管理資産が国民年金基金連合会に移換された者の数

人

企業型運用関連運営管理機関等名 件　　　数



13．年齢及び掛金総額（事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の総額）ごとの企業型年金加入者の
　人数の状況
  ①個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者以外のもの（令第11条第１号に該当する者）

　②個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者であるもの（令第11条第２号に該当する者）

　51,001円～54,999円

　25,501円～27,499円

　55,000円

61歳～ 人数計

人数計

　25,500円

　27,500円

　　　    ～ 5,000円

　41歳～
　50歳

　51歳～
　60歳

　 5,001円～10,000円

　51,000円

　　　　　　　年齢区分

掛金総額
区分（平均月額）

～20歳
　21歳～
　30歳

　31歳～
　40歳

人数計

　46,001円～50,999円

61歳～ 人数計

　　　　　　　年齢区分

掛金総額
区分（平均月額）

　40,001円～45,999円

　20,001円～30,000円

　46,000円

　51歳～
　60歳

～20歳

　30,001円～40,000円

　21歳～
　30歳

　31歳～
　40歳

　41歳～
　50歳

  10,001円～20,000円

       　 ～ 5,000円

　 5,001円～10,000円

　10,001円～20,000円

　20,001円～22,999円

　23,000円

　23,001円～25,499円



　③個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者以外のもの（令第11条第３号に該当する者）

　④個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者であるもの（令第11条第４号に該当する者）

    （備考）
　 　 １．③及び④は法第３条第３項第７号の３に掲げる事項を企業型年金規約に定めている場合に
　　　　限り記載すること。
 　　 ２．直近の11月末の状況について記載すること。
　　　３．「平均月額」は、直近の12月～11月の期間分として拠出された掛金総額を当該期間内の在
　　　　籍月数で除した数を記載すること。

人数計

　15,500円

  10,001円～15,499円

　 5,001円～10,000円

　　　    ～ 5,000円

　　　　　　　年齢区分

掛金総額
区分（平均月額）

～20歳
　21歳～
　30歳

　31歳～
　40歳

　41歳～
　50歳

　51歳～
　60歳

61歳～ 人数計

人数計

　35,000円

　30,001円～34,999円

　20,001円～30,000円

　10,001円～20,000円

　 5,001円～10,000円

～20歳
　21歳～
　30歳

　31歳～
　40歳

　41歳～
　50歳

　51歳～
　60歳

       　 ～ 5,000円

61歳～ 人数計

　　　　　　　年齢区分

掛金総額
区分（平均月額）



14．年齢及び事業主掛金額ごとの企業型年金加入者の人数の状況
  ①個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者以外のもの（令第11条第１号に該当する者）

　②個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者であるもの（令第11条第２号に該当する者）

　 5,001円～10,000円

  27,500円

  25,501円～27,499円

61歳～ 人数計

61歳～ 人数計

  23,000円

          ～ 5,000円

　10,001円～20,000円

　20,001円～22,999円

  46,000円

  46,001円～50,999円

人数計

  51,000円

  20,001円～30,000円

  51,001円～54,999円

  55,000円

  40,001円～45,999円

  30,001円～40,000円

　　　　　　　年齢区分

掛金額
区分（平均月額）

～20歳
　21歳～
　30歳

　31歳～
　40歳

　 5,001円～10,000円

　　　    ～ 5,000円

　51歳～
　60歳

  10,001円～20,000円

　41歳～
　50歳

　51歳～
　60歳

人数計

  25,500円

　　　　　　　年齢区分

掛金額
区分（平均月額）

～20歳
　21歳～
　30歳

　31歳～
　40歳

　41歳～
　50歳

  23,001円～25,499円



　③個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者以外のもの（令第11条第３号に該当する者）

　④個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者であるもの（令第11条第４号に該当する者）

    （備考）
　 　 １．③及び④は法第３条第３項第７号の３に掲げる事項を企業型年金規約に定めている場合に
　　　　限り記載すること。
 　　 ２．直近の11月末の状況について記載すること。
　　　３．「平均月額」は、直近の12月～11月の期間分として拠出された掛金総額を当該期間内の在
　　　　籍月数で除した数を記載すること。

人数計

　15,500円

  10,001円～15,499円

　 5,001円～10,000円

61歳～ 人数計

　　　    ～ 5,000円

　　　　　　　年齢区分

掛金額
区分（平均月額）

～20歳
　21歳～
　30歳

　31歳～
　40歳

　41歳～
　50歳

　51歳～
　60歳

人数計

　35,000円

　30,001円～34,999円

　20,001円～30,000円

　10,001円～20,000円

　 5,001円～10,000円

61歳～ 人数計

       　 ～ 5,000円

　　　　　　　年齢区分

掛金額
区分（平均月額）

～20歳
　21歳～
　30歳

　31歳～
　40歳

　41歳～
　50歳

　51歳～
　60歳



15．年齢及び企業型年金加入者掛金ごとの企業型年金加入者の人数の状況
  ①個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者以外のもの（令第11条第１号に該当する者）

　②個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者であるもの（令第11条第２号に該当する者）

    （備考）
　 　 １．企業型年金加入者掛金を導入している場合に限り記載すること。
 　　 ２．直近の11月末の状況について記載すること。
　　　３．「平均月額」は、直近の12月～11月の期間分として拠出された掛金総額を当該期間内の在
　　　　籍月数で除した数を記載すること。

  12,751円～13,750円

人数計

　10,001円～12,750円

　 5,001円～10,000円

       1円～ 5,000円

　　　　　　　年齢区分

掛金額
区分（平均月額）

～20歳
　21歳～
　30歳

　31歳～
　40歳

　41歳～
　50歳

　51歳～
　60歳

61歳～ 人数計

人数計

　　　　　　　年齢区分

掛金額
区分（平均月額）

～20歳
　21歳～
　30歳

　31歳～
　40歳

　41歳～
　50歳

　51歳～
　60歳

61歳～ 人数計

　　　 1円～ 5,000円

　 5,001円～10,000円

  10,001円～20,000円

  25,501円～27,500円

　　　 0円

  20,001円～25,000円

       0円

  25,001円～25,500円



16．事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額ごとの人数の状況
　①個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者以外のもの（令第11条第１号に該当する者）

  ②個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者であるもの（令第11条第２号に該当する者）

    （備考）
　 　 １．企業型年金加入者掛金を導入している場合に限り記載すること。
 　　 ２．直近の11月末の状況について記載すること。
　　　３．「平均月額」は、直近の12月～11月の期間分として拠出された掛金総額を当該期間内の在
　　　　籍月数で除した数を記載すること。

　   1円～ 5,000円

　
掛
　
金

事
　
業
　
主

10,001円～20,000円

27,500円
20,001円～
  27,499円

加　入　者　掛　金

0円
  1円～
5,000円

5,001円～
 10,000円

10,001円～
  20,000円

20,001円～27,500円

13,751円～20,000円

　　　　　 掛金額区分
　　　　　 （平均月額）
掛金額
区分（平均月額）

 5,001円～10,000円

50,001円～55,000円

40,001円～50,000円

27,501円～30,000円

30,001円～40,000円

20,001円～27,499円

27,500円

     1円～ 5,000円

 5,001円～10,000円

事
　
業
　
主
　
掛
　
金

13,750円

     0円

10,001円～13,749円

13,750円

　　 0円

　　　　　 掛金額区分
　　　　　 （平均月額）
掛金額
区分（平均月額）

加　入　者　掛　金

0円
　1円～
5,000円

5,001円～
 10,000円

10,001円～
  13,749円



　　17．個人別管理資産等の移受換状況
　（１）個人別管理資産の移換先別移換件数

（備考）事業年度内に移換した資産の件数の累計を記載すること。

　（２）他の企業年金等の資産の受換件数

（備考）事業年度内に受換した資産の件数の累計を記載すること。
　

　　　・
　　　・
　　　・

個人型cプラン

個人型bプラン

個人型aプラン

　　　・
　　　・
　　　・

Ｃ実施事業所

Ｂ実施事業所

確定給付
企業年金

中小企業
退職金
共済

企業年金
連合会

その他
（自社退
職金等）

Ａ実施事業所

企業型
年金

個人型
年金

厚生年金
基金

　　　・
　　　・
　　　・

企業型年金 個人型年金 確定給付企業年金 中小企業退職金共済

Ａ実施事業所

Ｃ実施事業所

個人型aプラン

　　　・
　　　・
　　　・

Ｂ実施事業所

個人型bプラン

個人型cプラン



様
式
第
九
号
の
次
に
次
の
七
様
式
を
加
え
る
。



  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

    年    月    日 

       厚生（支）局長   

    国民年金基金連合会理事長 

                      厚生年金適用事業所名 

                      所在地 

                      事業主名              印 

                      住所     

（日本工業規格 A 列４番） 

（備考） 

１．「第一号厚生年金被保険者」とは、法第２条第６項に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。 

２．「厚生（支）局長」は、厚生年金適用事業所の事業主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚 

生局長又は地方厚生支局長の名称を記載するものとする。 

殿 

様式第十号（第五十六条の六第二項第一号、第三項関係） 

中小事業主の資格に関する現況について 

年   月   日現在の標記状況は以下のとおりです。 

１．厚生年金適用事業所名 

２．事業主名 

３．企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施状況 

４．当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数 

５．当該事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合に 

 あっては、その全体の第一号厚生年金被保険者の総数 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第十一号（第五十六条の六第二項第二号関係） 

年   月   日 

（事業主名）殿 

労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名 

又は第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の氏名 印 

同  意  書 

 確定拠出年金法の規定に基づく中小事業主掛金を拠出すること及び中小事業主掛金の額の 

決定に同意します。     

（日本工業規格 A 列４番） 

（備考） 

「第一号厚生年金被保険者」とは、法第２条第６項に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第十二号（第五十六条の六第二項第三号関係） 

年   月   日 

（事業主名）殿 

労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名 

又は第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の氏名 印 

同  意  書 

 確定拠出年金法の規定に基づく中小事業主掛金の拠出の対象となる者の資格を定めることに 
同意します。     

（日本工業規格 A 列４番） 

（備考） 

「第一号厚生年金被保険者」とは、法第２条第６項に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。 



 様式第十三号（第五十六条の七第二項第一号関係）

年 月 日

（日本工業規格Ａ列４番）

（事業主名）殿

労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名
又は第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の氏名 印

同 意 書

確定拠出年金法の規定に基づく中小事業主掛金の額の変更に同意します。

（備考）
「第一号厚生年金被保険者」とは、法第２条第６項に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。



 様式第十四号（第五十六条の七第三項第一号関係）

年 月 日

（日本工業規格Ａ列４番）

（事業主名）殿

労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名
又は第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の氏名 印

同 意 書

確定拠出年金法の規定に基づく中小事業主掛金を拠出しないこととすることに同意します。

（備考）
「第一号厚生年金被保険者」とは、法第２条第６項に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。



 様式第十五号（第五十六条の六第二項第四号、第五十六条の七第二項第三号及び第三項第二号関係）

（日本工業規格Ａ列４番）

    （備考）
　　　１．「第一号厚生年金被保険者」とは、法第２条第６項に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。

       ２．「厚生（支）局長」は、厚生年金適用事業所の事業主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚
　　　　生局長又は地方厚生支局長の名称を記載するものとする。

労働組合の現況について

年 月 日現在の標記状況は以下のとおりです。

１．厚生年金適用事業所名

２．労働組合の名称

３．当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
４．当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員

の数

上記のとおり相違ないことを証明します。

年 月 日

厚生（支）局長

国民年金基金連合会理事長

厚生年金適用事業所名
所在地
事業主名 印
住所

殿



様式第十六号（第五十六条の六第二項第四号、第五十六条の七第二項第三号及び第三項第二号関係）

（日本工業規格Ａ列４番）

    （備考）
　　　１．「第一号厚生年金被保険者」とは、法第２条第６項に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。

       ２．「厚生（支）局長」は、厚生年金適用事業所の事業主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚
　　　　生局長又は地方厚生支局長の名称を記載するものとする。

証 明 書

下記の者が当厚生年金適用事業所の第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者として、

正当に選出された者であることを証明します。

１．所 属
２．役 職

３．氏 名
４．住 所
５．選出方法

上記のとおり相違ないことを証明します。
年 月 日

厚生（支）局長
国民年金基金連合会理事長

厚生年金適用事業所名
所在地
事業主名 印
住所

殿



（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
七
章

（
略
）

第
一
章
～
第
七
章

（
略
）

第
七
章
の
二

確
定
給
付
企
業
年
金
と
確
定
拠
出
年
金
と
の
間
の
移
行
等
（
第
九

第
七
章
の
二

確
定
給
付
企
業
年
金
か
ら
確
定
拠
出
年
金
へ
の
移
行
等
（
第
九
十

十
六
条
の
二
―
第
九
十
六
条
の
十
三
）

六
条
の
二
―
第
九
十
六
条
の
六
）

第
八
章
～
第
十
章

（
略
）

第
八
章
～
第
十
章

（
略
）

附
則

附
則

（
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
）

（
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
）

第
八
条

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
事
業

第
八
条

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
事
業

主
の
名
称
、
規
約
番
号
（
規
約
型
企
業
年
金
の
規
約
の
承
認
ご
と
に
厚
生
労
働
大

主
の
名
称
、
規
約
番
号
（
規
約
型
企
業
年
金
の
規
約
の
承
認
ご
と
に
厚
生
労
働
大

臣
又
は
地
方
厚
生
局
長
等
が
発
行
し
た
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
変

臣
又
は
地
方
厚
生
局
長
等
が
発
行
し
た
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
変

更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、

更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、

厚
生
労
働
大
臣
（
当
該
規
約
の
変
更
の
承
認
に
関
す
る
権
限
が
第
百
二
十
一
条
の

厚
生
労
働
大
臣
（
当
該
規
約
の
変
更
の
承
認
に
関
す
る
権
限
が
第
百
二
十
一
条
の

規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
等
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
方
厚

規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
等
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
方
厚

生
局
長
等
）
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

生
局
長
等
）
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
三
十
一

（
新
設
）

条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
第
九
十
六
条
の
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
積
立
金
（

法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
が
終
了
し
た
場
合
は

、
法
第
八
十
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
残
余
財
産
。
第
九
十
六
条
の
十
一
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
に
移
換
す
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
規
約
の
変
更
の
承
認
を
申
請
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
八

十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
合
併
等
を
実
施
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

十

（
略
）

九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



（
基
金
の
規
約
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
基
金
の
規
約
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
十
六
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
規
約
の
変
更
の
認
可
の
申
請
は
、

第
十
六
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
規
約
の
変
更
の
認
可
の
申
請
は
、

基
金
の
名
称
、
基
金
番
号
（
基
金
の
設
立
の
認
可
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣
が
発
行

基
金
の
名
称
、
基
金
番
号
（
基
金
の
設
立
の
認
可
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣
が
発
行

し
た
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
変
更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た

し
た
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
変
更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た

申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
（
当
該
規
約
の
変

申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
（
当
該
規
約
の
変

更
の
認
可
に
関
す
る
権
限
が
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
等
に

更
の
認
可
に
関
す
る
権
限
が
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
等
に

委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
方
厚
生
局
長
等
）
に
提
出
す
る
こ
と
に

委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
方
厚
生
局
長
等
）
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

第
八
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に

一

第
八
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る

掲
げ
る
書
類

書
類

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
の
移
換
に
係
る
者
に
支
給
す
る
給
付
）

（
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
の
移
換
に
係
る
者
に
支
給
す
る
給
付
）

第
三
十
二
条
の
二

資
産
管
理
運
用
機
関
（
法
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
資
産
管

第
三
十
二
条
の
二

資
産
管
理
運
用
機
関
（
法
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
資
産
管

理
運
用
機
関
を
い
う
。
）
又
は
基
金
（
以
下
「
資
産
管
理
運
用
機
関
等
」
と
い
う

理
運
用
機
関
を
い
う
。
）
又
は
基
金
（
以
下
「
資
産
管
理
運
用
機
関
等
」
と
い
う

。
）
が
法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
八
十
二
条
の
五
第
一
項
又
は
第
九
十
一

。
）
が
法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
又
は
第
九
十
一
条
の
二
十
六
第
二
項
の
規
定

条
の
二
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
（
脱
退
一
時
金
相
当

に
よ
り
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
（
脱
退
一
時
金
相
当
額
又
は
積
立
金
を
総
称
す
る

額
、
個
人
別
管
理
資
産
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
移
換
を
受
け
た
者
に
事
業
主
等

る
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
、
同
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
解

が
支
給
す
る
一
時
金
（
年
金
と
し
て
支
給
す
る
老
齢
給
付
金
の
支
給
を
開
始
し
た

約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
又
は
積
立
金
を
総
称
す
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

後
に
支
給
す
る
一
時
金
を
除
く
。
）
の
額
は
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
の
規
約

お
い
て
同
じ
。
）
の
移
換
を
受
け
た
者
に
事
業
主
等
が
支
給
す
る
一
時
金
（
年
金

で
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
額
又
は
当
該
移
換
を
受
け
た
脱
退
一
時
金
相
当

と
し
て
支
給
す
る
老
齢
給
付
金
の
支
給
を
開
始
し
た
後
に
支
給
す
る
一
時
金
を
除

額
等
の
額
（
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
脱
退
一
時
金
相

く
。
）
の
額
は
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
の
規
約
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
計
算

当
額
等
の
額
に
移
換
を
受
け
た
と
き
の
調
整
率
及
び
一
時
金
の
支
給
の
請
求
を
し

し
た
額
又
は
当
該
移
換
を
受
け
た
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
の
額
（
リ
ス
ク
分
担
型

た
と
き
の
調
整
率
に
応
じ
て
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
率
を
乗
じ

企
業
年
金
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
脱
退
一
時
金
相
当
額
等
の
額
に
移
換
を
受
け

た
額
）
の
い
ず
れ
か
高
い
額
と
す
る
。

た
と
き
の
調
整
率
及
び
一
時
金
の
支
給
の
請
求
を
し
た
と
き
の
調
整
率
に
応
じ
て

規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
率
を
乗
じ
た
額
）
の
い
ず
れ
か
高
い
額

と
す
る
。

（
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
掛
金
額
）

（
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
掛
金
額
）



第
四
十
六
条
の
三

（
略
）

第
四
十
六
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
リ
ス
ク
分

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
リ
ス
ク
分

担
型
企
業
年
金
掛
金
額
を
再
計
算
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
業
主

担
型
企
業
年
金
掛
金
額
を
再
計
算
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
業
主

の
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
掛
金
額
は
、
第
一
項
の
計
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
標

の
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
掛
金
額
は
、
第
一
項
の
計
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
標

準
掛
金
額
と
当
該
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
の
掛
金
の
額
を
第
四
十
五
条
第
一
項

準
掛
金
額
と
当
該
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
の
掛
金
の
額
を
第
四
十
五
条
第
一
項

の
標
準
掛
金
額
、
補
足
掛
金
額
そ
の
他
の
掛
金
の
額
に
区
分
し
て
定
め
る
こ
と
と

の
標
準
掛
金
額
、
補
足
掛
金
額
そ
の
他
の
掛
金
の
額
に
区
分
し
て
定
め
る
こ
と
と

し
た
な
ら
ば
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
財
政
計
算
に
お
い
て
計
算
さ
れ
る

し
た
な
ら
ば
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
財
政
計
算
に
お
い
て
計
算
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
補
足
掛
金
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
と
な
る
補
足
掛
金
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
管
理
運
用

四

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
十
七
条

機
関
等
へ
の
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
引
渡
し

当
該
引
渡
し
に
関
す
る

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
管
理
運
用
機
関
等
へ
の
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る

申
出
に
係
る
共
済
契
約
者
で
あ
っ
た
事
業
主

額
の
引
渡
し

当
該
引
渡
し
に
関
す
る
申
出
に
係
る
共
済
契
約
者
で
あ
っ
た
事

業
主

五

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
管

（
新
設
）

理
運
用
機
関
等
へ
の
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
移
換

当
該
移
換
に
関
す

る
申
出
に
係
る
共
済
契
約
者
で
あ
っ
た
事
業
主

（
脱
退
一
時
金
相
当
額
の
他
の
確
定
給
付
企
業
年
金
へ
の
移
換
の
申
出
）

（
脱
退
一
時
金
相
当
額
の
他
の
確
定
給
付
企
業
年
金
へ
の
移
換
の
申
出
）

第
八
十
九
条
の
三

法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
一
時
金
相
当

第
八
十
九
条
の
三

法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
一
時
金
相
当

額
の
移
換
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
出
を
受
け
た
事
業
主
等
は
、
当
該

額
の
移
換
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
出
を
受
け
た
事
業
主
等
は
、
当
該

中
途
脱
退
者
（
令
第
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
中
途
脱
退
者
を
い
う
。
以

中
途
脱
退
者
（
令
第
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
中
途
脱
退
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
を

下
同
じ
。
）
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
又
は
こ
れ
ら
の

記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を

記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
移
換
先
確
定
給
付
企

確
実
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
移
換
先
確
定

業
年
金
（
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
移
換
先
確
定
給
付
企
業
年
金

給
付
企
業
年
金
（
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
移
換
先
確
定
給
付
企

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
主
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

業
年
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
主
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

脱
退
一
時
金
相
当
額
、
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
並
び
に
当
該
期
間

二

脱
退
一
時
金
相
当
額
及
び
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間

の
開
始
日
及
び
終
了
日



三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
資
産
の
移
換
を
す
る
場
合
の
掛
金
の
一
括
拠
出
に
係
る
積
立
金
の
算
定
方
法
）

（
資
産
の
移
換
を
す
る
場
合
の
掛
金
の
一
括
拠
出
に
係
る
積
立
金
の
算
定
方
法
）

第
九
十
六
条
の
二

令
第
五
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方

第
九
十
六
条
の
二

令
第
五
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方

法
は
、
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

法
は
、
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
項
各
号
中
「
分
割
」
と
あ
る
の
は
「
移
換
」
と
、
「
移
換
先
確
定
給
付

い
て
、
同
項
中
「
分
割
」
と
あ
る
の
は
「
移
換
」
と
、
「
移
換
先
確
定
給
付
企
業

企
業
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
実
施
事
業
所
の
事
業
主
が
実
施
す
る
企
業
型
年
金
の

年
金
」
と
あ
る
の
は
「
実
施
事
業
所
の
事
業
主
が
実
施
す
る
企
業
型
年
金
の
資
産

資
産
管
理
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

管
理
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

２

リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
の
事
業
主
等
が
法
第
八
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
積
立
金
を
移
換
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
移
換
に
よ
り
積
立
割
合
が
減

少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
五
十

四
条
の
四
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
積
立
割
合
が
減
少
し

な
い
よ
う
に
同
条
の
当
該
移
換
に
係
る
額
を
定
め
る
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

（
法
第
八
十
二
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
）

第
九
十
六
条
の
七

法
第
八
十
二
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為

（
新
設
）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
行
為
と
す

る
。

一

当
該
実
施
事
業
所
の
事
業
主
が
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
退
職
金
共
済
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
事
業
主
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
共
済
契
約
者
」
と
い
う
。
）
で
な
い
場
合

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め

る
行
為

イ

共
済
契
約
者
（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
除
き
、
当
該
共
済
契
約
者
が
実
施
事

業
所
の
事
業
主
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
八
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
出
が
で
き
る
者
と
な
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を

す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
会
社
法
（
平
成
十

七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
（
同

法
以
外
の
法
令
に
基
づ
く
吸
収
合
併
に
相
当
す
る
行
為
を
含
む
。
次
号
に
お



い
て
同
じ
。
）

ロ

共
済
契
約
者
と
の
会
社
法
第
二
条
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
（

同
法
以
外
の
法
令
に
基
づ
く
新
設
合
併
に
相
当
す
る
行
為
を
含
む
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）

ハ

会
社
法
第
二
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
（
同
法
以
外
の
法
令

に
基
づ
く
吸
収
分
割
に
相
当
す
る
行
為
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
り
、
当
該
実
施
事
業
所
の
事
業
主
が
、
共
済
契
約
者
に
そ
の
事

業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の

ニ

会
社
法
第
二
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
に
よ
り
、
当
該
実
施

事
業
所
の
事
業
主
が
、
共
済
契
約
者
か
ら
そ
の
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利

義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
す
る
も
の

ホ

共
済
契
約
者
と
共
同
し
て
行
う
会
社
法
第
二
条
第
三
十
号
に
規
定
す
る
新

設
分
割
（
同
法
以
外
の
法
令
に
基
づ
く
新
設
分
割
に
相
当
す
る
行
為
を
含
む

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ヘ

共
済
契
約
者
と
会
社
法
第
四
百
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
譲
渡

等
（
同
法
以
外
の
法
令
に
基
づ
く
事
業
譲
渡
等
に
相
当
す
る
行
為
を
含
み
、

当
該
実
施
事
業
所
の
事
業
主
に
使
用
さ
れ
る
加
入
者
又
は
当
該
共
済
契
約
者

に
使
用
さ
れ
る
被
共
済
者
（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
二
条
第
七
項
に
規

定
す
る
被
共
済
者
を
い
う
。
）
に
係
る
労
働
契
約
に
関
す
る
権
利
義
務
の
承

継
が
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
契
約
を
締

結
す
る
も
の

二

当
該
実
施
事
業
所
の
事
業
主
が
共
済
契
約
者
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ヘ

ま
で
に
定
め
る
行
為

イ

実
施
事
業
所
（
確
定
拠
出
年
金
法
第
三
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
実

施
事
業
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
事
業
主
で
な
い
共

済
契
約
者
（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
手
方

共
済
契
約
者
」
と
い
う
。
）
又
は
共
済
契
約
者
で
な
い
実
施
事
業
所
の
事
業

主
（
確
定
給
付
企
業
年
金
を
実
施
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
八
十
二

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
で
き
る
者
と
な
る
と
き
は
、
同
項
の



規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
手
方
実

施
事
業
所
事
業
主
」
と
い
う
。
）
と
の
会
社
法
第
二
条
第
二
十
七
号
に
規
定

す
る
吸
収
合
併

ロ

相
手
方
共
済
契
約
者
と
の
会
社
法
第
二
条
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
新
設

合
併

ハ

会
社
法
第
二
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
に
よ
り
、
当
該
実
施

事
業
所
の
事
業
主
が
、
相
手
方
共
済
契
約
者
に
そ
の
事
業
に
関
し
て
有
す
る

権
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の

ニ

会
社
法
第
二
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
に
よ
り
、
当
該
実
施

事
業
所
の
事
業
主
が
、
相
手
方
共
済
契
約
者
又
は
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業

主
か
ら
そ
の
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
す

る
も
の

ホ

相
手
方
共
済
契
約
者
又
は
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業
主
と
共
同
し
て
行
う

会
社
法
第
二
条
第
三
十
号
に
規
定
す
る
新
設
分
割

ヘ

相
手
方
共
済
契
約
者
又
は
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業
主
と
会
社
法
第
四
百

六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
譲
渡
等
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
も
の

（
確
定
給
付
企
業
年
金
か
ら
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
へ
の
積
立

金
等
の
移
換
の
基
準
）

第
九
十
六
条
の
八

令
第
五
十
四
条
の
八
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準

（
新
設
）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り

と
す
る
。

一

当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
を
終
了
す
る
場
合

令
第
五
十
七
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
る
額
を
移
換
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
移
換
を
す
る
日
を
法
第
六
十
条
第

三
項
に
規
定
す
る
事
業
年
度
の
末
日
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定

し
た
最
低
積
立
基
準
額
を
移
換
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
確
定
給
付
企
業
年
金
か
ら
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
へ
の
積
立

金
等
の
移
換
を
す
る
場
合
の
掛
金
の
一
括
拠
出
に
係
る
積
立
金
等
の
算
定
方
法
）



第
九
十
六
条
の
九

令
第
五
十
四
条
の
八
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
新
設
）

め
る
方
法
は
、
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
項
各
号
中
「
分
割
」
と
あ
る
の
は
「
移
換
」
と
、
「
移
換
先
確

定
給
付
企
業
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
他
制
度
の
資
産
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
の
一
部
を
合
算
す
る
場
合
に
お

け
る
算
定
方
法
）

第
九
十
六
条
の
十

令
第
五
十
四
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
確
定
拠
出
年
金
又
は
独
立

（
新
設
）

行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
か
ら
資
産
の
移
換
又
は
引
渡
し
を
受
け
た
額

の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
の
一
部
を
、
当
該
加
入
者
に
係
る
確
定
給
付
企
業

年
金
の
加
入
者
期
間
に
算
入
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
算
定
方

法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

確
定
給
付
企
業
年
金
の
規
約
に
照
ら
し
て
当
該
移
換
又
は
引
渡
し
を
受
け
た

額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
期
間
を
算
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
算
定
さ
れ
た
期

間
が
移
換
又
は
引
渡
し
を
受
け
た
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
を
超
え
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
と
す
る
こ
と
。

二

当
該
移
換
又
は
引
渡
し
を
受
け
た
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
を
算
入

し
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
確
定
給
付
企
業
年
金
の
加
入
者
で
あ

っ
た
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
者
に
限
り
、
そ
の
旨
を
規
約
で
定
め
る
こ
と
。

三

そ
の
他
当
該
加
入
者
に
つ
い
て
不
当
に
差
別
的
な
も
の
で
な
く
合
理
的
な
計

算
方
法
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（
積
立
金
の
移
換
に
関
す
る
事
項
の
説
明
義
務
）

第
九
十
六
条
の
十
一

事
業
主
等
は
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
の
加
入
者
が
当
該

（
新
設
）

加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
又
は
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
が
終
了
し
た
場

合
で
あ
っ
て
、
法
第
八
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
合
併
等
を
実
施
し
た
事

業
主
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
中
小
企
業
退
職
金

共
済
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
の
移
換
に
関
し
て
必
要

な
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
又
は
当
該
確
定
給
付
企



業
年
金
が
終
了
し
た
日
に
お
い
て
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
の
加
入
者
で
あ
っ
た

者
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
関
す
る
事
項
の
説
明
義
務
）

第
九
十
六
条
の
十
二

事
業
主
等
は
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
の
加
入
者
の
資
格

（
新
設
）

を
取
得
し
た
者
が
、
確
定
拠
出
年
金
法
第
五
十
四
条
の
四
又
は
第
七
十
四
条
の
四

の
規
定
に
よ
り
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
の
資
産
管
理
運
用
機
関
等
に
個
人
別
管

理
資
産
を
移
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
加
入
者
の
資
格

を
取
得
し
た
者
に
係
る
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
の
給
付
に
関
す
る
事
項
そ
の
他

個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
関
し
て
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
加
入
者
の
資

格
を
取
得
し
た
者
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
別
管
理
資
産
又
は
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
移
換
又
は
引
渡
し
を
受

け
た
旨
の
通
知
）

第
九
十
六
条
の
十
三

法
第
八
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
に

（
新
設
）

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
通
知
書
を
当
該
加
入
者
に
送
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行

う
も
の
と
す
る
。

一

確
定
給
付
企
業
年
金
の
資
産
管
理
運
用
機
関
等
が
個
人
別
管
理
資
産
又
は
解

約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
移
換
又
は
引
渡
し
を
受
け
た
年
月
日
及
び
そ
の
額

二

令
第
五
十
四
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
確
定
給
付
企
業
年
金
の
加
入
者
期
間
に

算
入
さ
れ
る
期
間

（
脱
退
一
時
金
相
当
額
の
連
合
会
へ
の
移
換
の
申
出
）

（
脱
退
一
時
金
相
当
額
の
連
合
会
へ
の
移
換
の
申
出
）

第
百
四
条
の
十
五

法
第
九
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
一
時
金
相

第
百
四
条
の
十
五

法
第
九
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
脱
退
一
時
金
相

当
額
の
移
換
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
出
を
受
け
た
事
業
主
等
は
、
当

当
額
の
移
換
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
出
を
受
け
た
事
業
主
等
は
、
当

該
中
途
脱
退
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
又
は
こ
れ
ら
の
事
項

該
中
途
脱
退
者
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
又
は
こ
れ
ら

を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
、
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

の
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
、
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

脱
退
一
時
金
相
当
額
、
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間
並
び
に
当
該
期
間

二

脱
退
一
時
金
相
当
額
及
び
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
期
間

の
開
始
日
及
び
終
了
日



三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
百
四
条
の
二
十
一

第
十
九
条
の
規
定
は
連
合
会
の
理
事
長
の
就
任
等
に
つ
い
て

第
百
四
条
の
二
十
一

第
十
九
条
の
規
定
は
連
合
会
の
理
事
長
の
就
任
等
に
つ
い
て

、
第
二
十
条
の
規
定
は
連
合
会
が
行
う
会
議
録
の
謄
本
等
の
添
付
に
つ
い
て
、
第

、
第
二
十
条
の
規
定
は
連
合
会
が
行
う
会
議
録
の
謄
本
等
の
添
付
に
つ
い
て
、
第

三
十
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
連
合
会
が
支
給
す
る
老
齢
給
付
金
に
つ
い
て

三
十
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
は
連
合
会
が
支
給
す
る
老
齢
給
付
金
に
つ
い
て

、
第
三
十
二
条
の
二
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
六
条
の

、
第
三
十
二
条
の
二
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
六
条
の

規
定
は
連
合
会
が
支
給
す
る
給
付
に
つ
い
て
、
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
法

規
定
は
連
合
会
が
支
給
す
る
給
付
に
つ
い
て
、
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
は
法

第
九
十
一
条
の
十
九
第
三
項
、
第
九
十
一
条
の
二
十
第
三
項
及
び
第
九
十
一
条
の

第
九
十
一
条
の
十
九
第
三
項
、
第
九
十
一
条
の
二
十
第
三
項
及
び
第
九
十
一
条
の

二
十
一
第
三
項
の
遺
族
給
付
金
に
つ
い
て
、
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

二
十
一
第
三
項
の
遺
族
給
付
金
に
つ
い
て
、
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
六
十
七
条
、
第
七
十
一
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
四

第
六
十
七
条
、
第
七
十
一
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
四

条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
五
条
の
規
定
は
法
の
規
定
に
よ
る
連
合
会

条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
十
五
条
の
規
定
は
法
の
規
定
に
よ
る
連
合
会

の
積
立
金
の
積
立
て
及
び
そ
の
運
用
に
つ
い
て
、
第
八
十
五
条
の
二
の
規
定
は
連

の
積
立
金
の
積
立
て
及
び
そ
の
運
用
に
つ
い
て
、
第
八
十
五
条
の
二
の
規
定
は
連

合
会
が
行
う
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
第
九
十
八
条
（
第
四
号
及
び
第
五

合
会
が
行
う
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
第
九
十
八
条
（
第
四
号
及
び
第
五

号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
条
か
ら
第
百
三
条
ま
で
の
規
定
は
連
合
会
の
解
散
及
び

号
を
除
く
。
）
及
び
第
百
条
か
ら
第
百
三
条
ま
で
の
規
定
は
連
合
会
の
解
散
及
び

清
算
に
つ
い
て
、
第
百
十
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
百
十
一
条
第
一

清
算
に
つ
い
て
、
第
百
十
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
百
十
一
条
第
一

項
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
四
条
並
び
に
第
百
十
五
条
の
規
定
は
連
合
会
の
財
務

項
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
四
条
並
び
に
第
百
十
五
条
の
規
定
は
連
合
会
の
財
務

及
び
会
計
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

及
び
会
計
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条
の
二

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条
の
二

（
略
）

（
略
）

第
八
十
一
条
の
二
第
二

第
九
十
一
条
の
十
九
第

第
八
十
一
条
の
二
第
二

第
九
十
一
条
の
十
九
第

項
、
第
八
十
二
条
の
五

二
項
、
第
九
十
一
条
の

項
又
は
第
九
十
六
条
の

二
項
、
第
九
十
一
条
の

第
一
項
又
は
第
九
十
一

二
十
第
二
項
、
第
九
十

二
十
六
第
二
項

二
十
第
二
項
、
第
九
十

条
の
二
十
六
第
二
項

一
条
の
二
十
一
第
二
項

一
条
の
二
十
一
第
二
項

又
は
第
九
十
一
条
の
二

又
は
第
九
十
一
条
の
二

十
二
第
二
項

十
二
第
二
項

脱
退
一
時
金
相
当
額
等

脱
退
一
時
金
相
当
額
又

脱
退
一
時
金
相
当
額
等

脱
退
一
時
金
相
当
額
又

（
脱
退
一
時
金
相
当
額

は
残
余
財
産
（
法
第
九

（
脱
退
一
時
金
相
当
額

は
残
余
財
産
（
法
第
九



、
個
人
別
管
理
資
産
、

十
一
条
の
二
十
第
一
項

又
は
積
立
金
を
総
称
す

十
一
条
の
二
十
第
一
項

中
小
企
業
退
職
金
共
済

に
規
定
す
る
残
余
財
産

る
。
以
下
こ
の
条
及
び

に
規
定
す
る
残
余
財
産

法
第
十
七
条
第
一
項
に

を
い
う
。
以
下
同
じ
。

次
条
に
お
い
て
同
じ
。

を
い
う
。
以
下
同
じ
。

規
定
す
る
解
約
手
当
金

）

）

）

に
相
当
す
る
額
、
同
法

第
三
十
一
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る
解
約
手

当
金
に
相
当
す
る
額
又

は
積
立
金
を
総
称
す
る

。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
積
立
金
の
確
定
給
付
企
業
年
金
へ
の
移
換
の
申
出
等
）

（
積
立
金
の
確
定
給
付
企
業
年
金
へ
の
移
換
の
申
出
等
）

第
百
四
条
の
二
十
二

法
第
九
十
一
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
の

第
百
四
条
の
二
十
二

法
第
九
十
一
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
の

移
換
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
連
合
会
は
、
当
該
中
途
脱
退
者
等
（
同
項
に
規

移
換
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
連
合
会
は
、
当
該
中
途
脱
退
者
等
（
同
項
に
規

定
す
る
中
途
脱
退
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

定
す
る
中
途
脱
退
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

載
し
た
書
類
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
、
事
業
主
等
に

項
を
記
載
し
た
書
類
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
、
事
業

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

主
等
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
百
四
条
の
十
五
第
二
号
に
掲
げ
る
脱
退
一
時
金
相
当
額
の
算
定
の
基
礎
と

三

第
百
四
条
の
十
五
第
二
号
に
掲
げ
る
脱
退
一
時
金
相
当
額
の
算
定
の
基
礎
と

な
っ
た
期
間
又
は
第
百
四
条
の
十
八
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
終
了
し
た
確
定

な
っ
た
期
間
又
は
第
百
四
条
の
十
八
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
終
了
し
た
確
定

給
付
企
業
年
金
の
加
入
者
期
間
（
次
号
及
び
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「

給
付
企
業
年
金
の
加
入
者
期
間
（
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
算
定
基
礎

算
定
基
礎
期
間
等
」
と
い
う
。
）

期
間
等
」
と
い
う
。
）

四

算
定
基
礎
期
間
等
の
開
始
日
及
び
終
了
日

（
新
設
）

２

（
略
）

２

（
略
）



（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分

が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

退
職
金
共
済
契
約

第
二
章

退
職
金
共
済
契
約

第
一
節
～
第
四
節

（
略
）

第
一
節
～
第
四
節

（
略
）

第
五
節

他
の
退
職
金
共
済
制
度
に
係
る
退
職
金
相
当
額
の
受
入
れ
等
（
第
六

第
五
節

他
の
退
職
金
共
済
制
度
に
係
る
退
職
金
相
当
額
の
受
入
れ
等
（
第
六

十
条
―
第
六
十
九
条
の
十
九
）

十
条
―
第
六
十
九
条
の
八
）

第
三
章
～
第
六
章

（
略
）

第
三
章
～
第
六
章

（
略
）

附
則

附
則

（
退
職
金
の
減
額
）

（
退
職
金
の
減
額
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

法
第
十
条
第
五
項
の
申
出
に
係
る
被
共
済
者
に
つ
い
て
法
第
十
八
条
の
掛
金
納

２

法
第
十
条
第
五
項
の
申
出
に
係
る
被
共
済
者
に
つ
い
て
法
第
十
八
条
の
掛
金
納

付
月
数
の
通
算
、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
受
入
れ
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項

付
月
数
の
通
算
、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
受
入
れ
又
は
法
第
五
十
五
条
第
四
項
の

（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
第
一
項
の
繰
入
れ
が
行
わ
れ
て

項
、
第
三
十
条
、
第
六
十
九
条
の
九
第
一
項
、
第
六
十
九
条
の
十
第
一
項
、
第
六

い
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
金
の
減
額
は
、
前
項

十
九
条
の
十
一
（
同
条
第
二
項
を
除
く
。
）
及
び
第
六
十
九
条
の
十
四
第
三
項
各

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

号
列
記
以
外
の
部
分
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
移
換
又
は
法
第
五
十
五
条
第
四
項
の

に
定
め
る
額
以
下
の
額
で
、
共
済
契
約
者
が
申
し
出
た
額
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と

規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
第
一
項
の
繰
入
れ
が
行
わ
れ
て

す
る
。

い
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
金
の
減
額
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
以
下
の
額
で
、
共
済
契
約
者
が
申
し
出
た
額
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
被
共
済
者
に
つ
い
て
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
移
換
が
行
わ
れ
て

（
新
設
）

い
る
場
合

当
該
被
共
済
者
に
支
給
す
べ
き
退
職
金
の
額
の
う
ち
当
該
移
換
を

受
け
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
算
定
し
た
額

四

（
略
）

三

（
略
）



３

（
略
）

３

（
略
）

（
解
約
手
当
金
の
減
額
）

（
解
約
手
当
金
の
減
額
）

第
三
十
条

法
第
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
解
約
手
当
金
を
支
給
す

第
三
十
条

法
第
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
解
約
手
当
金
を
支
給
す

る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
解
約
手
当
金
の
減
額
は
、
当
該
支

る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
解
約
手
当
金
の
減
額
は
、
当
該
支

給
す
べ
き
解
約
手
当
金
の
額
（
当
該
被
共
済
者
に
つ
い
て
法
第
三
十
一
条
の
三
第

給
す
べ
き
解
約
手
当
金
の
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
以
下

一
項
の
移
換
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
移
換
を
受
け
な
か
つ
た

の
額
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

も
の
と
み
な
し
て
算
定
し
て
得
ら
れ
る
額
に
限
る
。
）
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
以
下
の
額
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

そ
の
掛
金
に
つ
き
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
減
額
の
措
置
が
講

２

そ
の
掛
金
に
つ
き
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
減
額
の
措
置
が
講

ぜ
ら
れ
た
共
済
契
約
が
、
法
第
八
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
第
一
号
に
該
当

ぜ
ら
れ
た
共
済
契
約
が
、
法
第
八
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
項
第
一
号
に
該
当

す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
解
除
さ
れ
た
場
合
に
解
約
手
当
金
を
支
給
す
る
と
き
（

す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
解
除
さ
れ
た
場
合
に
解
約
手
当
金
を
支
給
す
る
と
き
に

法
第
三
十
一
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
と
き
を
除
く
。
）
に
お
け

お
け
る
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
解
約
手
当
金
の
減
額
は
、
次
の
各
号

る
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
解
約
手
当
金
の
減
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る

す
る
。

。一

過
去
勤
務
掛
金
が
納
付
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合

一

過
去
勤
務
掛
金
が
納
付
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合

次
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

次
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

ロ

法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
共
済
契
約
に
係
る
解
約
手
当
金
の
額
と
し
て
算
定
し
て
得
ら
れ

に
よ
り
当
該
共
済
契
約
に
係
る
解
約
手
当
金
の
額
と
し
て
算
定
し
て
得
ら
れ

る
額
（
当
該
被
共
済
者
に
つ
い
て
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
移
換
が
行

る
額
に
百
分
の
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

わ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
移
換
を
受
け
な
か
つ
た
も
の
と
み
な

る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）

し
て
算
定
し
て
得
ら
れ
る
額
に
限
る
。
）
に
百
分
の
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額

（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の

と
す
る
。
）

二

過
去
勤
務
掛
金
が
納
付
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合

二

過
去
勤
務
掛
金
が
納
付
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
う
ち
最
も
少
な
い
額

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
う
ち
最
も
少
な
い
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）



ロ

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
共
済
契
約
に
係
る
解
約
手
当

ロ

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
共
済
契
約
に
係
る
解
約
手
当

金
の
額
と
し
て
算
定
し
て
得
ら
れ
る
額
（
当
該
被
共
済
者
に
つ
い
て
法
第
三

金
の
額
と
し
て
算
定
し
て
得
ら
れ
る
額
（
ハ
に
お
い
て
「
解
約
手
当
金
額
」

十
一
条
の
三
第
一
項
の
移
換
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
移

と
い
う
。
）
に
百
分
の
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

換
を
受
け
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
し
て
算
定
し
て
得
ら
れ
る
額
に
限
る
。
ハ

数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）

に
お
い
て
「
解
約
手
当
金
額
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
三
十
を
乗
じ
て
得
た

額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

（
法
第
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
）

（
法
第
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
三
十
一
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各

第
三
十
一
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
制
度
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
制
度
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
百
八
十
八
号
。

一

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
百
八
十
八
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
号
の
確
定
給
付
企
業
年
金
（
以
下
「
確

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
号
の
確
定
給
付
企
業
年
金
（
以
下
「
確

定
給
付
企
業
年
金
」
と
い
う
。
）

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当

定
給
付
企
業
年
金
」
と
い
う
。
）

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

イ

法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
解
除
さ
れ
た
共
済
契
約
の
被
共

イ

法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
解
除
さ
れ
た
共
済
契
約
の
被
共

済
者
の
全
て
を
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第

済
者
の
全
て
を
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
加
入
者
（
以
下
「
加
入
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
加
入
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

法
第
十
七
条
第
一
項
の
引
渡
し
を
し
た
と
き
に
お
け
る
同
項
後
段
の
申
出

ロ

法
第
十
七
条
第
一
項
の
引
渡
し
を
し
た
と
き
に
お
け
る
同
項
後
段
の
申
出

に
係
る
被
共
済
者
に
係
る
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年

に
係
る
被
共
済
者
に
係
る
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年

厚
生
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
第
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
し
た
給

厚
生
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
第
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
し
た
給

付
に
要
す
る
費
用
の
通
常
の
予
測
に
基
づ
く
予
想
額
の
現
価
に
相
当
す
る
額

付
に
要
す
る
費
用
の
通
常
の
予
測
に
基
づ
く
予
想
額
の
現
価
に
相
当
す
る
額

か
ら
当
該
引
渡
し
が
な
い
も
の
と
し
て
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
し
た
給

か
ら
当
該
引
渡
し
が
な
い
も
の
と
し
て
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
し
た
給

付
に
要
す
る
費
用
の
通
常
の
予
測
に
基
づ
く
予
想
額
の
現
価
に
相
当
す
る
額

付
に
要
す
る
費
用
の
通
常
の
予
測
に
基
づ
く
予
想
額
の
現
価
に
相
当
す
る
額

を
控
除
し
た
額
が
、
当
該
被
共
済
者
に
係
る
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
金
額

を
控
除
し
た
額
は
、
当
該
被
共
済
者
に
係
る
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
金
額

の
合
算
額
を
下
回
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
合
算
額
を
下
回
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
引
き
渡
す
金
額
が
、
同
項
後

ハ

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
引
き
渡
す
金
額
は
、
同
項
後

段
の
申
出
を
す
る
共
済
契
約
者
が
負
担
す
る
掛
金
と
し
て
一
括
し
て
払
い
込

段
の
申
出
を
す
る
共
済
契
約
者
が
負
担
す
る
掛
金
と
し
て
一
括
し
て
払
い
込



ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
第
三
条
第
二
号
の
企
業
型
年
金
（
以
下
「
企
業
型
年
金
」
と
い
う
。
）

二

令
第
三
条
第
二
号
の
企
業
型
年
金
（
以
下
「
企
業
型
年
金
」
と
い
う
。
）

次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
解
除
さ
れ
た
共
済
契
約
の
被
共

イ

法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
解
除
さ
れ
た
共
済
契
約
の
被
共

済
者
の
全
て
を
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二

済
者
の
全
て
を
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二

条
第
八
項
に
規
定
す
る
企
業
型
年
金
加
入
者
（
以
下
「
企
業
型
年
金
加
入
者

条
第
八
項
に
規
定
す
る
企
業
型
年
金
加
入
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

」
と
い
う
。
）
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

法
第
十
七
条
第
一
項
後
段
の
申
出
に
係
る
被
共
済
者
に
係
る
第
三
十
五
条

ロ

法
第
十
七
条
第
一
項
後
段
の
申
出
に
係
る
被
共
済
者
に
係
る
第
三
十
五
条

に
規
定
す
る
金
額
の
全
額
が
、
同
項
後
段
の
申
出
に
係
る
被
共
済
者
に
係
る

に
規
定
す
る
金
額
の
全
額
が
、
同
項
後
段
の
申
出
に
係
る
被
共
済
者
に
係
る

個
人
別
管
理
資
産
（
確
定
拠
出
年
金
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
個
人

個
人
別
管
理
資
産
（
確
定
拠
出
年
金
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
個
人

別
管
理
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
充
て
ら
れ
る
資
産
と
し
て
一
括
し

別
管
理
資
産
を
い
う
。
）
に
充
て
ら
れ
る
資
産
と
し
て
一
括
し
て
払
い
込
ま

て
払
い
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

（
法
第
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
団
体
）

（
法
第
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
団
体
）

第
三
十
七
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
特
定
企
業
年
金
制
度
等
を
実
施
す
る
団
体
と

第
三
十
七
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
特
定
企
業
年
金
制
度
等
を
実
施
す
る
団
体
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
制
度
の
区
分
に
応

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
制
度
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
団
体
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
団
体
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

企
業
型
年
金

確
定
拠
出
年
金
法
第
二
条
第
七
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
資

三

企
業
型
年
金

確
定
拠
出
年
金
法
第
二
条
第
七
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
資

産
管
理
機
関
（
以
下
「
資
産
管
理
機
関
」
と
い
う
。
）

産
管
理
機
関

四

（
略
）

四

（
略
）

（
法
第
十
七
条
第
三
項
に
定
め
る
事
由
の
被
共
済
者
へ
の
通
知
等
）

（
法
第
十
七
条
第
三
項
に
定
め
る
事
由
の
被
共
済
者
へ
の
通
知
等
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２

法
第
十
七
条
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
同
条
第
一

２

法
第
十
七
条
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
特
定
企
業
年
金
制
度
等
実
施
団
体
に
第
三
十
五
条
に
規

項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
特
定
企
業
年
金
制
度
等
実
施
団
体
に
第
三
十
五
条
に
規

定
す
る
額
を
引
き
渡
す
前
に
、
当
該
制
度
が
終
了
さ
れ
た
こ
と
（
当
該
制
度
を
実

定
す
る
額
を
引
き
渡
す
前
に
、
当
該
制
度
が
終
了
さ
れ
た
こ
と
（
当
該
契
約
が
締

施
し
た
日
以
後
に
法
第
十
七
条
第
一
項
前
段
の
通
知
に
係
る
被
共
済
者
が
退
職
し

結
さ
れ
た
日
以
後
に
法
第
十
七
条
第
一
項
前
段
の
通
知
に
係
る
被
共
済
者
が
退
職

た
後
、
当
該
制
度
が
終
了
さ
れ
た
こ
と
を
除
く
。
）
と
す
る
。

し
た
後
、
当
該
制
度
が
終
了
さ
れ
た
こ
と
を
除
く
。
）
と
す
る
。



（
掛
金
納
付
月
数
の
通
算
）

（
掛
金
納
付
月
数
の
通
算
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
掛
金
納
付
月
数
の
通
算
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け

２

法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
掛
金
納
付
月
数
の
通
算
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け

る
法
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ

る
法
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

法
第
三
十
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

法
第
三
十
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
四
項
、
法
第

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
四
項
並
び
に

三
十
一
条
の
二
第
三
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

法
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
七
項
（
同
条
第
八

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
七
項
（
同
条

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

第
八
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
法
第
三
十
一
条
の
三
第
三
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
令
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
五
項
（
同
条
第
六
項

よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

。
）
及
び
第
七
項
（
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
令
第
十
六
条
第
三
項
及

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る

び
第
五
項
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

。

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
三
十
条

当
該
被
共
済
者
と

当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で

法
第
三
十
条

当
該
被
共
済
者
と

当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で

第
二
項
第
二

な
つ
た
者
が
退
職

な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月

第
二
項
第
二

な
つ
た
者
が
退
職

な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月

号
イ

し
た
日
の
属
す
る

数
及
び
再
び
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共

号
イ

し
た
日
の
属
す
る

数
及
び
再
び
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共

月
ま
で
の
期
間

済
者
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当

月
ま
で
の
期
間

済
者
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当

該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で
な

該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で
な

く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数

く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数

を
合
算
し
て
得
た
月
数
に
相
当
す
る
期

を
合
算
し
て
得
た
月
数
に
相
当
す
る
期

間

間

当
該
受
入
れ
に
係

再
び
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と

る
金
額
。

な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
退
職



金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で
な
く
な
つ

た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
つ
き

、
当
該
受
入
れ
に
係
る
金
額
に
対
し
、

当
該
政
令
で
定
め
る
利
率
に
当
該
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
利
率
を
加
え
た
利

率
の
複
利
に
よ
る
計
算
を
し
て
得
た
元

利
合
計
額
。

法
第
三
十
条

「
次
条
第
二
項
第

「
次
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
当
該
被

法
第
三
十
条

「
次
条
第
二
項
第

「
次
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
当
該
被

第
四
項

二
号
」

共
済
者
と
な
つ
た
者
が
退
職
し
た
日
の

第
四
項

二
号
」

共
済
者
と
な
つ
た
者
が
退
職
し
た
日
の

属
す
る
月
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は

属
す
る
月
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者

「
当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者

で
な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の

で
な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の

月
数
及
び
再
び
退
職
金
共
済
契
約
の
被

月
数
及
び
再
び
退
職
金
共
済
契
約
の
被

共
済
者
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら

共
済
者
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら

当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で

当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で

な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月

な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月

数
を
合
算
し
て
得
た
月
数
に
相
当
す
る

数
を
合
算
し
て
得
た
月
数
に
相
当
す
る

期
間
」
と
、
「
当
該
受
入
れ
に
係
る
金

期
間
」
と
し
て
同
項
」

額
。
」
と
あ
る
の
は
「
再
び
退
職
金
共

済
契
約
の
被
共
済
者
と
な
つ
た
日
の
属

す
る
月
か
ら
当
該
退
職
金
共
済
契
約
の

被
共
済
者
で
な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る

月
ま
で
の
期
間
に
つ
き
、
当
該
受
入
れ

に
係
る
金
額
に
対
し
、
当
該
政
令
で
定

め
る
利
率
に
当
該
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
利
率
を
加
え
た
利
率
の
複
利
に
よ

る
計
算
を
し
て
得
た
元
利
合
計
額
。
」

と
し
て
同
号
」

法
第
三
十
一

当
該
被
共
済
者
が

当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で

法
第
三
十
一

当
該
被
共
済
者
が

当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で

条
の
二
第
三

退
職
し
た
日
の
属

な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月

条
の
二
第
三

退
職
し
た
日
の
属

な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月



項
第
一
号
及

す
る
月
ま
で
の
期

数
及
び
再
び
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共

項
第
一
号
及

す
る
月
ま
で
の
期

数
及
び
再
び
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共

び
第
七
項
並

間

済
者
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当

び
第
七
項

間

済
者
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当

び
に
法
第
三

該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で
な

該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で
な

十
一
条
の
三

く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数

く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数

第
三
項
第
一

を
合
算
し
て
得
た
月
数
に
相
当
す
る
期

を
合
算
し
て
得
た
月
数
に
相
当
す
る
期

号
及
び
第
七

間

間

項
並
び
に
令

第
十
六
条
第

五
項

法
第
三
十
一

当
該
残
余
の
額
。

再
び
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

条
の
二
第
三

な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
退
職

項
第
一
号
及

金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で
な
く
な
つ

び
法
第
三
十

た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
つ
き

一
条
の
三
第

、
当
該
残
余
の
額
に
対
し
、
当
該
政
令

三
項
第
一
号

で
定
め
る
利
率
に
当
該
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
利
率
を
加
え
た
利
率
の
複
利

に
よ
る
計
算
を
し
て
得
た
元
利
合
計
額

。

法
第
三
十
一

当
該
受
入
金
額
）

再
び
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

条
の
二
第
七

な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
退
職

項

金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で
な
く
な
つ

た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
つ
き

、
当
該
受
入
金
額
に
対
し
、
当
該
政
令

で
定
め
る
利
率
に
当
該
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
利
率
を
加
え
た
利
率
の
複
利

に
よ
る
計
算
を
し
て
得
た
元
利
合
計
額

）

法
第
三
十
一

当
該
移
換
額
）

再
び
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

条
の
三
第
七

な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
退
職

項

金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で
な
く
な
つ



た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
つ
き

、
当
該
移
換
額
に
対
し
、
当
該
政
令
で

定
め
る
利
率
に
当
該
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
利
率
を
加
え
た
利
率
の
複
利
に

よ
る
計
算
を
し
て
得
た
元
利
合
計
額
）

令
第
十
六
条

、
退
職
金
共
済
契

、
当
該
被
共
済
者
に
係
る
退
職
金
共
済

令
第
十
五
条

、
退
職
金
共
済
契

、
当
該
被
共
済
者
に
係
る
退
職
金
共
済

第
三
項

約

契
約
で
あ
つ
て
当
該
退
職
金
共
済
契
約

第
三
項

約

契
約
で
あ
つ
て
当
該
退
職
金
共
済
契
約

に
基
づ
き
退
職
金
が
支
給
さ
れ
て
い
な

に
基
づ
き
退
職
金
が
支
給
さ
れ
て
い
な

い
も
の
の
う
ち
、
最
初
の
退
職
金
共
済

い
も
の
の
う
ち
、
最
初
の
退
職
金
共
済

契
約

契
約

現
に
退
職
金
共
済

当
該
被
共
済
者
に
係
る
退
職
金
共
済
契

現
に
退
職
金
共
済

当
該
被
共
済
者
に
係
る
退
職
金
共
済
契

契
約

約
で
あ
つ
て
当
該
退
職
金
共
済
契
約
に

契
約

約
で
あ
つ
て
当
該
退
職
金
共
済
契
約
に

基
づ
き
退
職
金
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い

基
づ
き
退
職
金
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い

も
の
の
う
ち
、
現
に
最
初
の
退
職
金
共

も
の
の
う
ち
、
現
に
最
初
の
退
職
金
共

済
契
約

済
契
約

令
第
十
六
条

当
該
残
余
の
額
。

再
び
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と

令
第
十
五
条

当
該
被
共
済
者
が

当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で

第
五
項

な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
退
職

第
五
項

退
職
し
た
日
の
属

な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月

金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で
な
く
な
つ

す
る
月
ま
で
の
期

数
及
び
再
び
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共

た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
つ
き

間

済
者
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当

、
当
該
残
余
の
額
に
対
し
、
年
一
パ
ー

該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で
な

セ
ン
ト
の
利
率
に
当
該
厚
生
労
働
大
臣

く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数

が
定
め
る
利
率
を
加
え
た
利
率
の
複
利

を
合
算
し
て
得
た
月
数
に
相
当
す
る
期

に
よ
る
計
算
を
し
て
得
た
元
利
合
計
額

間

。

（
過
去
勤
務
期
間
の
通
算
の
申
出
）

（
過
去
勤
務
期
間
の
通
算
の
申
出
）

第
五
十
三
条

過
去
勤
務
期
間
の
通
算
の
申
出
は
、
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と
な
る

第
五
十
三
条

過
去
勤
務
期
間
の
通
算
の
申
出
は
、
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と
な
る

べ
き
全
て
の
者
（
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の

べ
き
全
て
の
者
（
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
共
済

規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
共
済
契
約
の
被
共
済
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ

契
約
の
被
共
済
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

ぞ
れ
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
機
構
に
差
し
出
し
て
し
な
け
れ
ば

載
し
た
書
類
を
機
構
に
差
し
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
共
済
契
約
の
申
込
み
に
関
す
る
特
例
等
）

（
共
済
契
約
の
申
込
み
に
関
す
る
特
例
等
）

第
六
十
九
条
の
五

（
略
）

第
六
十
九
条
の
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

機
構
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
申
出
を
行
う
事
業
主
に
対
し
て
は
、

４

機
構
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
申
出
を
行
う
事
業
主
に
対
し
て
は
、

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
及
び
第
四
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第

法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
三

二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
負
担
軽
減
措
置
（
第
四
十
五
条
の
加
入
促

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
負
担
軽
減
措
置
（
第
四
十
五
条
の
加
入
促
進
の
た

進
の
た
め
の
掛
金
負
担
軽
減
措
置
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
適
用
し

め
の
掛
金
負
担
軽
減
措
置
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
適
用
し
な
い
も

な
い
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
令
第
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

（
令
第
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
六
十
九
条
の
七

令
第
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
公
的
年

第
六
十
九
条
の
七

令
第
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
公
的
年

金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を

金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
五
年
厚

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
。
次
条
に
お
い
て
「
平
成
二

生
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
六
条
第
一
項
の
申
出
に
係
る
被
共

十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
六
条
第
一
項
の
申
出
に

済
者
と
す
る
。

係
る
被
共
済
者
と
す
る
。

（
他
の
通
算
を
併
用
し
て
い
る
被
共
済
者
に
係
る
退
職
金
等
の
額
）

（
他
の
通
算
を
併
用
し
て
い
る
被
共
済
者
に
係
る
退
職
金
額
等
）

第
六
十
九
条
の
八

確
定
給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
又
は
平
成
二

第
六
十
九
条
の
八

確
定
給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
（
同
条
第
四

十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
三
項
若
し
く
は
同
条
第
八
項
の

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

規
定
の
適
用
を
受
け
る
被
共
済
者
の
う
ち
、
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第

に
よ
る
申
出
に
従
い
機
構
が
受
け
入
れ
た
受
入
金
額
に
係
る
共
済
契
約
の
被
共
済

三
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む

者
で
あ
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
被
共
済
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
退
職

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
同
条
第
八
項
（
同
条
第
九
項
の
規

金
の
額
は
、
法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
三

定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

項
及
び
第
七
項
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
並
び
に
平
成

同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
被
共
済
者
が
、
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項

二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
三
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に

の
規
定
に
よ
る
申
出
に
従
い
機
構
が
受
け
入
れ
た
受
入
金
額
に
係
る
共
済
契
約
の

か
か
わ
ら
ず
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
又
は
平
成
二
十

被
共
済
者
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
被
共
済
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お



五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に

け
る
退
職
金
等
の
額
は
、
法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
、
第
三
十
一

よ
り
算
定
さ
れ
る
退
職
金
の
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
項
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項

当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

並
び
に
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
三
項
及
び
第
八

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
又

は
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
退
職
金
等
の
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

特
定
被
共
済
者
が
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
条
第

２

特
定
被
共
済
者
が
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
条
第

二
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
令
第
十
六
条
第
五
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
か

二
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
令
第
十
五
条
第
五
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
か

ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
退
職
金
の
額
は
、
法

ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
退
職
金
等
の
額
は
、

第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
項
並
び
に
令
第
十
六
条
第

第
三
十
条
第
二
項
並
び
に
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
項
並
び
に
令
第
十

五
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
並
び
に
確
定
給
付
企
業

五
条
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
並
び
に
確
定
給

年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
並
び
に
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附

付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
並
び
に
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改

則
第
三
十
六
条
第
三
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
十
一
条
の

正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
三
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
十

二
第
九
項
、
令
第
九
条
第
七
項
及
び
前
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額

一
条
の
二
第
九
項
、
令
第
九
条
第
七
項
及
び
前
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て

と
す
る
。

得
た
額
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き
に
お
け
る
解

（
新
設
）

約
手
当
金
の
額
は
、
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
の
規

定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

（
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
等
）

第
六
十
九
条
の
九

法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

（
新
設
）

は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
業
主
が
同
項
の
申
出
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
者
が
、
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と
な
つ
た
者
に
係
る
当
該
各
号
に
定

め
る
資
産
の
額
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
六
十
九
条
の
十
四
に
お
い
て
「
移

換
額
」
と
い
う
。
）
の
総
額
を
一
括
し
て
、
機
構
に
移
換
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資
産
管
理
運
用
機
関

等
（
以
下
「
資
産
管
理
運
用
機
関
等
」
と
い
う
。
）

確
定
給
付
企
業
年
金
法



第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
積
立
金
又
は
同
法
第
八
十
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る

残
余
財
産

二

資
産
管
理
機
関

個
人
別
管
理
資
産

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項
の
移
換
に
つ
い
て
は
、
移
換
額
の
総
額
を
機

構
が
指
定
す
る
預
金
口
座
へ
振
り
込
む
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
当
該
移
換

は
、
機
構
が
当
該
預
金
口
座
を
指
定
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
申
出
）

第
六
十
九
条
の
十

法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
申
出
は
、
次
の
各
号
（
当
該
申

（
新
設
）

出
が
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
申
出
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
移
換
申
出
書
を
機
構
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

事
業
主
の
雇
用
す
る
従
業
員
（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
二
条
の
四
第

一
項
又
は
確
定
拠
出
年
金
法
第
五
十
四
条
の
五
に
定
め
る
同
意
を
得
た
者
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名

三

共
済
契
約
の
効
力
が
生
じ
た
日

四

前
号
の
日
に
お
け
る
掛
金
月
額

五

資
産
管
理
運
用
機
関
等
又
は
資
産
管
理
機
関
の
名
称

六

移
換
額
及
び
そ
の
総
額

七

従
業
員
ご
と
の
移
換
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
期
間
の
開
始
日
及
び
移
換

額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
期
間
の
月
数

八

そ
の
他
申
出
に
関
し
必
要
な
事
項

２

前
項
の
移
換
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
申
出
が
法
第
三
十
一
条

の
三
第
一
項
の
申
出
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く

。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

確
定
給
付
企
業
年
金
又
は
企
業
型
年
金
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書

類
二

移
換
額
の
移
換
に
係
る
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働



大
臣
の
承
認
若
し
く
は
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
又
は

確
定
拠
出
年
金
法
第
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
こ
と
を

証
す
る
書
類

三

前
項
第
二
号
の
従
業
員
が
、
加
入
者
又
は
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪

失
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

四

前
項
第
二
号
の
従
業
員
が
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
二
条
の
四
第
一

項
又
は
確
定
拠
出
年
金
法
第
五
十
四
条
の
五
に
定
め
る
同
意
を
し
た
こ
と
を
証

す
る
書
類

五

前
項
第
七
号
の
日
及
び
月
数
を
証
す
る
書
類

六

確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
確
定
拠
出
年
金
法
第

五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
共
済
契
約
の
申
込
み
に
関
す
る
特
例
等
）

第
六
十
九
条
の
十
一

法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
共
済
契
約
を
締
結
す
る
場
合

（
新
設
）

に
お
け
る
共
済
契
約
の
申
込
み
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

項
の
退
職
金
共
済
契
約
申
込
書
を
機
構
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
共
済
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
お
け
る
共
済
契

約
の
申
込
み
は
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
確
定
拠

出
年
金
法
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
申
出
と
同
時
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
申
込
み
に
係
る
退
職
金
共
済
契
約
申
込
書
に
は
、
確
定
給
付
企
業
年
金

法
第
八
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
確
定
拠
出
年
金
法
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に

よ
る
申
出
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

機
構
は
、
確
定
給
付
企
業
年
金
又
は
企
業
型
年
金
を
実
施
し
て
い
た
事
業
主
又

は
実
施
し
て
い
る
事
業
主
が
、
共
済
契
約
の
申
込
み
を
行
う
と
き
は
、
当
該
事
業

主
に
対
し
、
第
四
十
五
条
の
規
定
の
適
用
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
行
う

も
の
と
す
る
。

５

機
構
は
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
申
出
を
行
う
事
業
主
に
対
し
て
は
、

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
及
び
第
四
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第

二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
負
担
軽
減
措
置
（
第
四
十
五
条
の
加
入
促

進
の
た
め
の
掛
金
負
担
軽
減
措
置
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
適
用
し



な
い
も
の
と
す
る
。

６

機
構
は
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
が
掛
金
負
担
軽
減
措

置
を
受
け
た
共
済
契
約
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
掛
金
負
担
軽
減
措
置
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
る
。

（
資
産
の
移
換
を
受
け
た
場
合
の
掛
金
納
付
月
数
の
通
算
等
）

第
六
十
九
条
の
十
二

法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
納
付
月
数

（
新
設
）

の
通
算
は
、
共
済
契
約
の
効
力
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当
該
通
算
す
る
月

数
分
遡
つ
た
月
に
お
い
て
同
日
に
応
当
す
る
日
（
そ
の
日
に
応
当
す
る
日
が
な
い

月
に
お
い
て
は
、
そ
の
月
の
末
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
み
な
し
加
入
日
」

と
い
う
。
）
に
共
済
契
約
の
効
力
が
生
じ
、
か
つ
、
当
該
み
な
し
加
入
日
の
属
す

る
月
か
ら
現
に
共
済
契
約
の
効
力
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
各
月

分
の
掛
金
が
当
該
共
済
契
約
の
効
力
が
生
じ
た
日
に
お
け
る
当
該
共
済
契
約
の
被

共
済
者
に
係
る
掛
金
月
額
に
相
当
す
る
額
の
掛
金
月
額
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
も
の

と
み
な
し
、
当
該
通
算
す
る
月
数
と
当
該
共
済
契
約
に
係
る
掛
金
納
付
月
数
を
通

算
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
掛
金
の
納
付
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
被
共
済
者
に

対
す
る
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
ロ
（
法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
み
な
し
加
入
日
に
共
済
契
約
の

効
力
が
生
じ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

み
な
し
加
入
日
が
平
成
三
年
四
月
一
日
前
の
日
で
あ
る
被
共
済
者
に
対
す
る
法

第
十
条
第
二
項
及
び
令
付
録
第
二
備
考
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
月
数
と
な
る
月
」
と
あ
る
の

は
「
月
数
と
な
る
月
（
平
成
四
年
四
月
以
後
の
月
に
限
る
。
）
」
と
、
令
付
録
第

二
備
考
中
「
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
、
平
成
四
年
四
月
以

後
の
計
算
月
に
つ
い
て
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
ロ
」
と
す
る
。

（
令
第
十
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
六
十
九
条
の
十
三

令
第
十
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
平
成

（
新
設
）

二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
一
項
の
申
出
に
係
る
被
共
済



者
と
す
る
。

（
他
の
通
算
を
併
用
し
て
い
る
被
共
済
者
に
係
る
退
職
金
等
の
額
）

第
六
十
九
条
の
十
四

法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
従
い
機

（
新
設
）

構
が
移
換
を
受
け
た
移
換
額
に
係
る
共
済
契
約
の
被
共
済
者
の
う
ち
、
同
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
従

い
機
構
が
移
換
を
受
け
た
移
換
額
に
係
る
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で
あ
る
も
の
（

次
項
に
お
い
て
「
特
定
被
共
済
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
退
職
金
の
額
は
、
法
第

十
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
一
条
の
三
第
三
項
及
び
第
七

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
退
職
金
の

額
に
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
元
利
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

２

特
定
被
共
済
者
が
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
条
第

二
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項

又
は
令
第
十
六
条
第
五
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
退
職
金
の
額
は
、
法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し

書
及
び
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
条
第
二
項
、
第
三

十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
、
第
三
十
一
条
の
三
第
三
項
及
び
第

七
項
並
び
に
令
第
十
六
条
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
並
び
に
令
第
十
条
第
六
項
及

び
前
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

３

確
定
給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
又
は
平
成
二
十
五
年
厚
生
年

金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
被
共
済
者
の
う
ち
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
従
い

機
構
が
移
換
を
受
け
た
移
換
額
に
係
る
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で
あ
る
も
の
（
次

項
に
お
い
て
「
特
定
被
共
済
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
退
職
金
の
額
は
、
法
第
十

条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
三
第
三
項
及
び
第
七
項
、
確

定
給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
並
び
に
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金

等
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
三
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
確
定

給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
又
は
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改

正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
退



職
金
の
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一

平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
三
項
又
は
第
八
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
被
共
済
者
が
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
出
に
従
い
機
構
が
移
換
を
受
け
た
移
換
額
に
係
る
共
済
契
約
の
被
共

済
者
で
あ
る
場
合

同
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計
算
後
残
余
額

二

確
定
給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
又
は
平
成
二
十
五
年
厚
生

年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
被
共
済
者
が
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
従
い
機
構
が
移
換
を
受
け
た

移
換
額
に
係
る
共
済
契
約
の
被
共
済
者
で
あ
る
場
合

同
条
第
七
項
に
規
定
す

る
元
利
合
計
額

４

特
定
被
共
済
者
が
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
条
第

二
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項

、
令
第
十
六
条
第
五
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定

又
は
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
退
職
金

の
額
は
、
法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項

、
第
三
十
一
条
の
三
第
三
項
及
び
第
七
項
、
令
第
十
六
条
第
五
項
、
第
七
項
及
び

第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
並
び
に
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に

確
定
給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
並
び
に
平
成
二
十
五
年
厚
生
年

金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
三
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法

第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
、
令
第
十
条
第
六
項
及
び
前
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り

計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

５

前
各
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き
に
お
け
る
解

約
手
当
金
の
額
は
、
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
各
項
の
規

定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

（
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
）

第
六
十
九
条
の
十
五

法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行

（
新
設
）



為
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
行
為
と

す
る
。

一

当
該
共
済
契
約
者
が
実
施
事
業
所
（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
四
条
第
一
号

に
規
定
す
る
実
施
事
業
所
又
は
確
定
拠
出
年
金
法
第
三
条
第
三
項
第
二
号
に
規

定
す
る
実
施
事
業
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
九
条
の
十
七
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
事
業
主
で
な
い
場
合

次
の
イ
か
ら
へ
ま
で
に
定
め
る
行
為

イ

実
施
事
業
所
の
事
業
主
（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
二
条
の
四
第
一

項
又
は
確
定
拠
出
年
金
法
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う

と
す
る
者
を
除
き
、
共
済
契
約
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
三
十
一

条
の
四
第
一
項
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第

六
十
九
条
の
十
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

八
十
六
号
）
第
二
条
第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
（
同
法
以
外
の
法

令
に
基
づ
く
吸
収
合
併
に
相
当
す
る
行
為
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
ロ

実
施
事
業
所
の
事
業
主
と
の
会
社
法
第
二
条
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
新

設
合
併
（
同
法
以
外
の
法
令
に
基
づ
く
新
設
合
併
に
相
当
す
る
行
為
を
含
む

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ハ

会
社
法
第
二
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
（
同
法
以
外
の
法
令

に
基
づ
く
吸
収
分
割
に
相
当
す
る
行
為
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
り
、
当
該
共
済
契
約
者
が
、
実
施
事
業
所
の
事
業
主
に
そ
の
事

業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の

ニ

会
社
法
第
二
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
に
よ
り
、
当
該
共
済

契
約
者
が
、
実
施
事
業
所
の
事
業
主
か
ら
そ
の
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利

義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
す
る
も
の

ホ

実
施
事
業
所
の
事
業
主
と
共
同
し
て
行
う
会
社
法
第
二
条
第
三
十
号
に
規

定
す
る
新
設
分
割
（
同
法
以
外
の
法
令
に
基
づ
く
新
設
分
割
に
相
当
す
る
行

為
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ヘ

実
施
事
業
所
の
事
業
主
と
会
社
法
第
四
百
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
譲
渡
等
（
同
法
以
外
の
法
令
に
基
づ
く
事
業
譲
渡
等
に
相
当
す
る
行
為

を
含
み
、
当
該
共
済
契
約
者
に
使
用
さ
れ
る
被
共
済
者
又
は
当
該
実
施
事
業



所
の
事
業
主
に
使
用
さ
れ
る
加
入
者
若
し
く
は
企
業
型
年
金
加
入
者
に
係
る

労
働
契
約
に
関
す
る
権
利
義
務
の
承
継
が
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
も
の

二

当
該
共
済
契
約
者
が
実
施
事
業
所
の
事
業
主
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ヘ

ま
で
に
定
め
る
行
為

イ

実
施
事
業
所
の
事
業
主
で
な
い
他
の
共
済
契
約
者
（
法
第
三
十
一
条
の
四

第
一
項
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
六
十
九

条
の
十
七
に
お
い
て
「
相
手
方
共
済
契
約
者
」
と
い
う
。
）
又
は
共
済
契
約

者
で
な
い
実
施
事
業
所
の
事
業
主
（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
二
条
の

四
第
一
項
又
は
確
定
拠
出
年
金
法
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
申
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
六
十
九
条
の
十
七
に
お
い

て
「
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業
主
」
と
い
う
。
）
と
の
会
社
法
第
二
条
第
二

十
七
号
に
規
定
す
る
吸
収
合
併

ロ

相
手
方
共
済
契
約
者
又
は
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業
主
と
の
会
社
法
第
二

条
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併

ハ

会
社
法
第
二
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
に
よ
り
、
当
該
共
済

契
約
者
が
、
相
手
方
共
済
契
約
者
又
は
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業
主
に
そ
の

事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の

ニ

会
社
法
第
二
条
第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
吸
収
分
割
に
よ
り
、
当
該
共
済

契
約
者
が
、
相
手
方
共
済
契
約
者
又
は
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業
主
か
ら
そ

の
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
す
る
も
の

ホ

相
手
方
共
済
契
約
者
又
は
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業
主
と
共
同
し
て
行
う

会
社
法
第
二
条
第
三
十
号
に
規
定
す
る
新
設
分
割

ヘ

相
手
方
共
済
契
約
者
又
は
相
手
方
実
施
事
業
所
事
業
主
と
会
社
法
第
四
百

六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
譲
渡
等
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
も
の

（
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
申
出
等
）

第
六
十
九
条
の
十
六

法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
申
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る

（
新
設
）

合
併
等
（
以
下
「
合
併
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
で

法
第
八
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
日
の
翌
日



か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
移
換
申
出
書
に
法

第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
に
定
め
る
被
共
済
者
の
同
意
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
添
付
し
、
こ
れ
を
機
構
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
申
出
に
係
る
被
共
済
者
に
つ
い
て
、
機
構
が
認
め
る
と
き
は
、
第
三
号
に
掲

げ
る
事
項
の
記
載
を
要
し
な
い
。

一

共
済
契
約
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
申
出
に
係
る
被
共
済
者
の
氏
名

三

法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
申
出
に
係
る
被
共
済
者
の
住
所

四

確
定
給
付
企
業
年
金
又
は
企
業
型
年
金
（
次
条
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以

下
同
じ
。
）
の
名
称

五

確
定
給
付
企
業
年
金
又
は
企
業
型
年
金
を
実
施
し
た
年
月
日

六

資
産
管
理
運
用
機
関
等
又
は
資
産
管
理
機
関
の
名
称
及
び
住
所

七

資
産
管
理
運
用
機
関
等
又
は
資
産
管
理
機
関
の
預
金
口
座
の
あ
る
金
融
機
関

の
名
称
並
び
に
当
該
預
金
口
座
の
種
類
、
名
義
及
び
口
座
番
号

２

前
項
の
申
出
を
行
う
共
済
契
約
者
は
、
共
済
契
約
を
解
除
す
る
と
き
は
、
法
第

三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
移
換
に
関

し
て
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
被
共
済
者
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
申
出
を
行
う
共
済
契
約
者
は
、
第
十
条
の
通
知
を
す
る
と
き
は
、
確

定
給
付
企
業
年
金
又
は
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
合
併

等
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

機
構
は
、
第
一
項
の
申
出
を
行
う
共
済
契
約
者
（
合
併
等
を
し
た
日
以
後
に
共

済
契
約
を
締
結
し
た
者
で
あ
つ
て
、
被
共
済
者
の
全
て
に
つ
い
て
、
法
第
八
条
第

三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
共
済
契
約
を
解
除
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

対
し
て
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
及
び
第
四
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
負
担
軽
減
措
置
（
第
四
十
五

条
の
加
入
促
進
の
た
め
の
掛
金
負
担
軽
減
措
置
に
限
る
。
）
を
適
用
し
な
い
も
の

と
す
る
。

（
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
六
十
九
条
の
十
七

法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

（
新
設
）



の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
制
度
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と

す
る
。

一

確
定
給
付
企
業
年
金

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
移
換
を
し
た
と
き
に
お
け
る
同
項
の
申
出

に
係
る
被
共
済
者
に
係
る
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
第
四
十
三
条
の

規
定
に
基
づ
き
計
算
し
た
給
付
に
要
す
る
費
用
の
通
常
の
予
測
に
基
づ
く
予

想
額
の
現
価
に
相
当
す
る
額
か
ら
当
該
移
換
が
な
い
も
の
と
し
て
同
条
の
規

定
に
基
づ
き
計
算
し
た
給
付
に
要
す
る
費
用
の
通
常
の
予
測
に
基
づ
く
予
想

額
の
現
価
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
が
、
当
該
被
共
済
者
に
係
る
解
約

手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額
を
下
回
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
移
換
す
る
金
額
が
、

同
項
の
申
出
を
す
る
共
済
契
約
者
が
負
担
す
る
掛
金
と
し
て
一
括
し
て
払
い

込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

資
産
管
理
運
用
機
関
等
が
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
申
出
を
す
る
共

済
契
約
者
か
ら
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
出
を
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

ニ

合
併
等
を
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
、
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
申

出
を
行
う
こ
と
と
な
る
共
済
契
約
者
及
び
当
該
合
併
等
の
相
手
方
と
な
る
事

業
主
（
実
施
事
業
所
の
事
業
主
又
は
相
手
方
共
済
契
約
者
若
し
く
は
相
手
方

実
施
事
業
所
事
業
主
を
い
う
。
）
が
、
確
定
給
付
企
業
年
金
を
実
施
し
て
い

な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
合
併
等
を
し
た
日
以
後
に
新
た
に
実
施
さ

れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

二

企
業
型
年
金

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
申
出
に
係
る
被
共
済
者
に
係
る
解
約
手
当

金
に
相
当
す
る
額
の
全
額
が
、
同
項
の
申
出
に
係
る
被
共
済
者
に
係
る
個
人

別
管
理
資
産
に
充
て
ら
れ
る
資
産
と
し
て
一
括
し
て
払
い
込
ま
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ロ

資
産
管
理
機
関
が
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
申
出
を
す
る
共
済
契
約

者
か
ら
確
定
拠
出
年
金
法
第
五
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
。



ハ

合
併
等
を
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
、
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
申

出
を
行
う
こ
と
と
な
る
共
済
契
約
者
及
び
当
該
合
併
等
の
相
手
方
と
な
る
事

業
主
（
実
施
事
業
所
の
事
業
主
又
は
相
手
方
共
済
契
約
者
若
し
く
は
相
手
方

実
施
事
業
所
事
業
主
を
い
う
。
）
が
、
企
業
型
年
金
を
実
施
し
て
い
な
か
つ

た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
合
併
等
を
し
た
日
以
後
に
新
た
に
実
施
さ
れ
る
も

の
で
な
い
こ
と
。

（
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
移
換
）

第
六
十
九
条
の
十
八

機
構
は
、
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
産

（
新
設
）

管
理
運
用
機
関
等
又
は
資
産
管
理
機
関
へ
の
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
移
換

に
つ
い
て
は
、
当
該
額
を
資
産
管
理
運
用
機
関
等
又
は
資
産
管
理
機
関
の
預
金
口

座
へ
振
り
込
む
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

機
構
は
、
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
移
換
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

、
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
を
同
項
の
申
出
を
し
た
共
済
契
約
者
及
び
同
項
の

申
出
に
係
る
被
共
済
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
一
条
の
四
第
三
項
に
定
め
る
事
由
の
被
共
済
者
へ
の
通
知
等
）

第
六
十
九
条
の
十
九

機
構
は
、
法
第
三
十
一
条
の
四
第
三
項
第
二
号
の
事
由
が
生

（
新
設
）

じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
同
条
第
一
項
の
申
出
に
係
る
被
共
済
者
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
三
十
一
条
の
四
第
三
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
資
産
管
理
運
用
機
関
等
又
は
資
産
管
理
機
関
に

解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
を
移
換
す
る
前
に
、
同
項
の
申
出
に
係
る
確
定
給
付

企
業
年
金
又
は
企
業
型
年
金
が
終
了
さ
れ
た
こ
と
（
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
又

は
企
業
型
年
金
を
実
施
し
た
日
以
後
に
同
項
の
申
出
に
係
る
被
共
済
者
が
退
職
し

た
後
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
又
は
企
業
型
年
金
が
終
了
さ
れ
た
こ
と
を
除
く

。
）
と
す
る
。

（
被
共
済
者
が
特
定
業
種
間
を
二
回
以
上
移
動
し
た
場
合
の
取
扱
い
）

（
被
共
済
者
が
特
定
業
種
間
を
二
回
以
上
移
動
し
た
場
合
の
取
扱
い
）

第
九
十
七
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
甲
特
定
業
種
に
係
る
特
定
業
種
共
済
契
約

第
九
十
七
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
甲
特
定
業
種
に
係
る
特
定
業
種
共
済
契
約



の
被
共
済
者
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
甲
特
定
業
種
に
係
る
特
定
業
種

の
被
共
済
者
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
甲
特
定
業
種
に
係
る
特
定
業
種

共
済
契
約
に
つ
い
て
の
掛
金
の
納
付
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
で
あ
る
場

共
済
契
約
に
つ
い
て
の
掛
金
の
納
付
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
で
あ
る
場

合
に
お
け
る
令
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
及
び
第
四

合
に
お
け
る
令
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
及
び
第
四

項
第
一
号
中
「
甲
特
定
業
種
に
係
る
特
定
業
種
掛
金
納
付
月
数
」
と
あ
る
の
は
、

項
第
一
号
中
「
甲
特
定
業
種
に
係
る
特
定
業
種
掛
金
納
付
月
数
」
と
あ
る
の
は
、

「
甲
特
定
業
種
に
係
る
特
定
業
種
掛
金
納
付
月
数
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規

「
甲
特
定
業
種
に
係
る
特
定
業
種
掛
金
納
付
月
数
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
納
付
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
掛
金
に
係
る
特
定
業
種
掛
金
納
付

定
に
よ
り
納
付
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
掛
金
に
係
る
特
定
業
種
掛
金
納
付

月
数
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

月
数
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
十
一
条

前
四
条
の
規
定
は
、
機
構
が
法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

第
百
十
一
条

前
四
条
の
規
定
は
、
機
構
が
法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
十
六
条
第
一
項

そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
十
五
条
第
一
項

の
繰
入
金
額
を
繰
り
入
れ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

の
繰
入
金
額
を
繰
り
入
れ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
被
共
済
者
が
二
回
以
上
移
動
し
た
場
合
の
取
扱
い
）

（
被
共
済
者
が
二
回
以
上
移
動
し
た
場
合
の
取
扱
い
）

第
百
十
二
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
甲
特
定
業
種
に
係
る
特
定
業
種
共
済
契
約

第
百
十
二
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
甲
特
定
業
種
に
係
る
特
定
業
種
共
済
契
約

の
被
共
済
者
が
法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
甲
特
定
業
種
に
係
る

の
被
共
済
者
が
法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
甲
特
定
業
種
に
係
る

特
定
業
種
共
済
契
約
に
つ
い
て
の
掛
金
の
納
付
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者

特
定
業
種
共
済
契
約
に
つ
い
て
の
掛
金
の
納
付
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者

で
あ
る
場
合
に
お
け
る
令
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
九
十
七
条

で
あ
る
場
合
に
お
け
る
令
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
九
十
七
条

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
法
第
四
十
六
条
第
二
項

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
法
第
四
十
六
条
第
二
項

」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
五
十
五
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
五
十
五
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
共
済
契
約
の
被
共
済
者
が
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

２

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
共
済
契
約
の
被
共
済
者
が
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
共
済
契
約
（

り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
共
済
契
約
（

当
該
共
済
契
約
に
つ
い
て
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
掛
金
納
付
月
数
の
通
算
が

当
該
共
済
契
約
に
つ
い
て
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
掛
金
納
付
月
数
の
通
算
が

行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
算
に
係
る
最
初
の
共
済
契
約
）
に
つ
い
て

行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
算
に
係
る
最
初
の
共
済
契
約
）
に
つ
い
て

の
掛
金
の
納
付
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
令
第
十

の
掛
金
の
納
付
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
令
第
十

五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
掛
金
納
付
月
数
」
と
あ
る

四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
掛
金
納
付
月
数
」
と
あ
る

の
は
「
掛
金
納
付
月
数
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

の
は
「
掛
金
納
付
月
数
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
掛
金
に
係

れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
掛
金
に
係

る
掛
金
納
付
月
数
を
含
む
。
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

る
掛
金
納
付
月
数
を
含
む
。
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

３

法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
特
定
業
種
共
済
契
約
の
被
共
済
者
が
法
第
四
十
六
条

３

法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
特
定
業
種
共
済
契
約
の
被
共
済
者
が
法
第
四
十
六
条



第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
業
種
共
済
契
約
に
つ
い
て
の
掛
金
の
納
付
が
あ

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
業
種
共
済
契
約
に
つ
い
て
の
掛
金
の
納
付
が
あ

つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
令
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用

つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
令
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
特
定
業
種
掛
金
納
付
月
数
」
と
あ
る
の
は
、
「

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
特
定
業
種
掛
金
納
付
月
数
」
と
あ
る
の
は
、
「

特
定
業
種
掛
金
納
付
月
数
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
が
あ
つ

特
定
業
種
掛
金
納
付
月
数
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
が
あ
つ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
掛
金
に
係
る
特
定
業
種
掛
金
納
付
月
数
を
含
む
。
次
項
に

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
掛
金
に
係
る
特
定
業
種
掛
金
納
付
月
数
を
含
む
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

４

法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
特
定
業
種
共
済
契
約
の
被
共
済
者
が
同
条
第
二
項
の

４

法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
特
定
業
種
共
済
契
約
の
被
共
済
者
が
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
特
定
業
種
共
済
契
約
に
つ
い
て
の
掛
金
の
納
付
が
あ
つ
た
も
の

規
定
に
よ
り
当
該
特
定
業
種
共
済
契
約
に
つ
い
て
の
掛
金
の
納
付
が
あ
つ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
令
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

と
み
な
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
令
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
法
第
四
十
六

は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
法
第
四
十
六

条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



（
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分

が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。



改

正

後

改

正

前

（
存
続
厚
生
年
金
基
金
に
係
る
廃
止
前
厚
生
年
金
基
金
規
則
等
の
効
力
等
）

（
存
続
厚
生
年
金
基
金
に
係
る
廃
止
前
厚
生
年
金
基
金
規
則
等
の
効
力
等
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

存
続
厚
生
年
金
基
金
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
確
定
拠

３

存
続
厚
生
年
金
基
金
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
確
定
拠

出
年
金
法
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
前
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。

出
年
金
法
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
前
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。

）
第
六
条
第
一
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
条
第
一
項
（
第
二

）
第
三
条
第
一
項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
条
第
一
項
（
第
五

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
条
第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
イ
に
係
る

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
（
第
十
二
号
に
係
る

）
、
第
十
条
第
一
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十

部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
一
条
第
九
号
、
第
二
十
六
条
第
一
項
（
第
五
号
に
係

一
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
（
第
十
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及

十
一
条
第
九
号
、
第
二
十
六
条
第
一
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

び
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
九
条
第

三
十
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
（
第
一
号
に
係

二
項
（
第
二
号
ニ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
九
条
第
二
項
（
第
二
号
ニ
に
係
る

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
六
条
第
一
項
（
第
十
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
五
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

。
）
、
第
六
十
二
条
第
四
項
並
び
に
第
七
十
条
第
二
項
（
第
二
号
ハ

に
係
る
部

第
五
十
六
条
第
一
項
（
第
十
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
二
条
第
四

（１）

分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

項
並
び
に
第
七
十
条
第
二
項
（
第
二
号
ハ

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は

（１）

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
前
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
の
規
定
中
同
表
の

、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

改
正
前
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
三
条
第
一
項

被
用
者
年
金
被
保

第
一
号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
（
確
定

第
六
号

険
者
等

拠
出
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
六
十
六
号

）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
「
第
一
号

等
厚
生
年
金
被
保
険
者
」
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）

第
六
条
第
一
項

被
用
者
年
金
被
保

第
一
号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
（
確
定

第
六
条
第
一
項

被
用
者
年
金
被
保

第
一
号
等
厚
生
年
金
被
保
険
者
等

第
五
号

険
者
等

拠
出
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

第
五
号

険
者
等



律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
六
十
六
号

）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
第
一
号
等

厚
生
年
金
被
保
険
者
を
い
う
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
掛
金
納
付
月
数
の
通
算
等
）

（
掛
金
納
付
月
数
の
通
算
等
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
納
付
月

３

平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
納
付
月

数
の
通
算
が
行
わ
れ
た
場
合
（
同
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
退
職
金
の
額
に
元

数
の
通
算
が
行
わ
れ
た
場
合
（
同
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
退
職
金
の
額
に
元

利
合
計
額
を
加
算
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施

利
合
計
額
を
加
算
す
る
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）

行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十

に
お
け
る
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
二

条
、
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
九
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

十
三
号
）
第
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
条
、
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
九
条

い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

る
。

中
小
企
業
退
職

又
は

若
し
く
は

中
小
企
業
退
職

第
十
八
条

第
十
八
条
若
し
く
は
公
的
年
金
制
度
の

金
共
済
法
施
行

金
共
済
法
施
行

健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の

規
則
第
十
九
条

規
則
第
十
九
条

厚
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

第
二
項
各
号
列

第
二
項
各
号
列

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三

記
以
外
の
部
分

記
以
外
の
部
分

号
。
以
下
「
平
成
二
十
五
年
改
正
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
六
条
第
二
項

繰
入
れ

繰
入
れ
又
は
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性

受
入
れ

受
入
れ
、
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則

及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年

第
三
十
六
条
第
八
項
の
交
付

金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
。

以
下
「
平
成
二
十
五
年
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
三
十
六
条
第
一
項
（
同

条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を



含
む
。
第
三
号
、
第
三
十
条
、
第
四
十

七
条
第
一
項
及
び
第
四
十
九
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
交
付

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

中
小
企
業
退
職

第
十
八
条

第
十
八
条
又
は
平
成
二
十
五
年
改
正
法

金
共
済
法
施
行

附
則
第
三
十
六
条
第
二
項

規
則
第
十
九
条

第
二
項
第
一
号

（
削
る
）

（
削
る
）

退
職
金
の
額

退
職
金
の
額
（
平
成
二
十
五
年
改
正
法

附
則
第
三
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
七

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
、
第
三
十
条
、
第
四
十
七

条
第
一
項
、
第
四
十
九
条
及
び
附
則
第

三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ

る
交
付
額
の
交
付
が
な
か
つ
た
も
の
と

み
な
し
て
算
定
し
て
得
ら
れ
る
額
に
限

る
。
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

中
小
企
業
退
職

受
入
れ

受
入
れ
又
は
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附

金
共
済
法
施
行

則
第
三
十
六
条
第
八
項
の
交
付

規
則
第
十
九
条

第
二
項
第
二
号

（
削
る
）

（
削
る
）

同
条
第
二
項
第
二

法
第
三
十
条
第
二
項
第
二
号
イ

号
イ

（
削
る
）

（
削
る
）

計
算
後
受
入
金
額

計
算
後
受
入
金
額
及
び
平
成
二
十
五
年

改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
八
項
に
規

定
す
る
元
利
合
計
額

中
小
企
業
退
職

移
換
が

移
換
又
は
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則

中
小
企
業
退
職

退
職
金
の
額

退
職
金
の
額
（
平
成
二
十
五
年
改
正
法

金
共
済
法
施
行

第
三
十
六
条
第
一
項
の
交
付
が

金
共
済
法
施
行

附
則
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

規
則
第
十
九
条

規
則
第
十
九
条

る
交
付
額
の
交
付
が
な
か
つ
た
も
の
と

第
二
項
第
三
号

第
二
項
第
三
号

み
な
し
て
算
定
し
て
得
ら
れ
る
額
に
限

る
。
）



受
け
な
か
つ
た

受
け
な
か
つ
た
又
は
当
該
交
付
が
な
か

同
条
第
四
項

法
第
五
十
五
条
第
四
項

つ
た

中
小
企
業
退
職

移
換
が

移
換
又
は
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則

中
小
企
業
退
職

解
約
手
当
金
の
額

解
約
手
当
金
の
額
（
平
成
二
十
五
年
改

金
共
済
法
施
行

第
三
十
六
条
第
一
項
の
交
付
が

金
共
済
法
施
行

正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定

規
則
第
三
十
条

受
け
な
か
つ
た

受
け
な
か
つ
た
又
は
当
該
交
付
が
な
か

規
則
第
三
十
条

に
よ
る
交
付
額
の
交
付
が
な
か
つ
た
も

つ
た

第
一
項

の
と
み
な
し
て
算
定
し
て
得
ら
れ
る
額

に
限
る
。
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

中
小
企
業
退
職

と
し
て
算
定
し
て

の
う
ち
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第

金
共
済
法
施
行

得
ら
れ
る
額

三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付

規
則
第
三
十
条

額
の
交
付
が
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
し

第
二
項

て
算
定
し
て
得
ら
れ
る
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

中
小
企
業
退
職

場
合
を
含
む
。

場
合
を
含
み
、
第
四
十
五
条
の
掛
金
負

中
小
企
業
退
職

場
合
を
含
む
。

場
合
を
含
み
、
第
四
十
五
条
の
掛
金
負

金
共
済
法
施
行

担
軽
減
措
置
を
受
け
た
共
済
契
約
者
（

金
共
済
法
施
行

担
軽
減
措
置
を
受
け
た
共
済
契
約
者
（

規
則
第
四
十
九

平
成
二
十
五
年
改
正
法
の
施
行
の
日
前

規
則
第
四
十
九

平
成
二
十
五
年
改
正
法
の
施
行
の
日
前

条

か
ら
共
済
契
約
を
引
き
続
き
締
結
し
て

条

か
ら
共
済
契
約
を
引
き
続
き
締
結
し
て

い
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
平
成
二
十

い
る
者
を
除
く
。
）
に
係
る
平
成
二
十

五
年
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
一
項

五
年
改
正
法
附
則
第
三
十
六
条
第
一
項

の
申
出
が
行
わ
れ
、
公
的
年
金
制
度
の

の
申
出
が
行
わ
れ
、
平
成
二
十
六
年
整

健
全
性
及
び
信
賴
性
の
確
保
の
た
め
の

備
省
令
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

り
第
四
十
七
条
第
一
項
を
読
み
替
え
て

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関

適
用
す
る
場
合
を
除
く
。

係
省
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関

す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働

省
令
第
二
十
号
。
以
下
「
平
成
二
十
六

年
整
備
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
四
十
七
条
第

一
項
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

除
く
。

中
小
企
業
退
職

第
四
十
九
条

平
成
二
十
六
年
整
備
省
令
第
四
十
条
第

中
小
企
業
退
職

第
四
十
九
条

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性



金
共
済
法
施
行

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

金
共
済
法
施
行

の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等

規
則
附
則
第
三

す
る
第
四
十
九
条

規
則
附
則
第
三

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

条

条

う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
及

び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二

十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
号
）
第

四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
第
四
十
九
条

（
削
る
）

４

改
正
後
確
定
給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金

納
付
月
数
の
通
算
が
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
平
成
二
十
五
年
改
正
法

附
則
第
三
十
六
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
退
職
金
の
額
に
元
利
合
計
額
を
加
算

す
る
場
合
に
お
け
る
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
条
第
二
項
並
び
に
中
小
企
業

退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の
被
共
済
者
の
持
分

を
算
定
す
る
方
法
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
第

四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

４

（
略
）

５

（
略
）

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
四
十
九
条

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条
の
二
、

第
四
十
九
条

改
正
後
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条

第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
百
四
条
の
十
七
及
び
第
百
四
条
の
十
九

の
二
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
百
四
条
の
十
七
及
び
第
百
四
条

の
規
定
は
存
続
連
合
会
が
支
給
す
る
給
付
に
つ
い
て
、
同
令
第
百
四
条
の
十
五
、

の
十
九
の
規
定
は
存
続
連
合
会
が
支
給
す
る
給
付
に
つ
い
て
、
改
正
後
確
定
給
付

第
百
四
条
の
十
六
、
第
百
四
条
の
十
八
及
び
第
百
四
条
の
二
十
二
か
ら
第
百
四
条

企
業
年
金
法
施
行
規
則
第
百
四
条
の
十
五
、
第
百
四
条
の
十
六
、
第
百
四
条
の
十

の
二
十
五
ま
で
の
規
定
は
存
続
連
合
会
に
係
る
移
換
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

八
及
び
第
百
四
条
の
二
十
二
か
ら
第
百
四
条
の
二
十
五
ま
で
の
規
定
は
存
続
連
合

の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

会
に
係
る
移
換
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す

に
掲
げ
る
改
正
後
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

る
。

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条
の

法
第
八
十
一
条
の

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性

第
三
十
二
条
の

法
第
八
十
一
条
の

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性

二

二
第
二
項
、
第
八

の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等

二

二
第
二
項
又
は
第

の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等



十
二
条
の
五
第
一

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

九
十
六
条
の
二
十

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

項
又
は
第
九
十
一

五
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
平
成

六
第
二
項

五
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
平
成

条
の
二
十
六
第
二

二
十
五
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
四

二
十
五
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
四

項

十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項

十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項

、
第
四
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四

、
第
四
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四

十
九
条
第
二
項
又
は
平
成
二
十
五
年
改

十
九
条
第
二
項
又
は
平
成
二
十
五
年
改

正
法
附
則
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定

正
法
附
則
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
第
二

と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
確
定
給
付

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
確
定
給
付

企
業
年
金
法
（
以
下
「
改
正
前
確
定
給

企
業
年
金
法
（
以
下
「
改
正
前
確
定
給

付
企
業
年
金
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十

付
企
業
年
金
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十

一
条
の
二
第
二
項
、
平
成
二
十
五
年
改

一
条
の
二
第
二
項
、
平
成
二
十
五
年
改

正
法
附
則
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定

正
法
附
則
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
改
正
前
確
定
給
付
企
業
年
金

と
さ
れ
た
改
正
前
確
定
給
付
企
業
年
金

法
第
九
十
一
条
の
三
第
二
項
、
平
成
二

法
第
九
十
一
条
の
三
第
二
項
、
平
成
二

十
五
年
改
正
法
附
則
第
六
十
三
条
第
三

十
五
年
改
正
法
附
則
第
六
十
三
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
確
定
給
付

す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
確
定
給
付

企
業
年
金
法
第
九
十
一
条
の
四
第
二
項

企
業
年
金
法
第
九
十
一
条
の
四
第
二
項

若
し
く
は
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則

若
し
く
は
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則

第
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な

第
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

改
正
前
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
九
十

改
正
前
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
九
十

一
条
の
五
第
二
項

一
条
の
五
第
二
項

脱
退
一
時
金
相
当

確
定
給
付
企
業
年
金
脱
退
一
時
金
相
当

脱
退
一
時
金
相
当

確
定
給
付
企
業
年
金
脱
退
一
時
金
相
当

額
等
（
脱
退
一
時

額
（
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
四

額
等
（
脱
退
一
時

額
（
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
四

金
相
当
額
、
個
人

十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
確
定

金
相
当
額
又
は
積

十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
確
定

別
管
理
資
産
、
中

給
付
企
業
年
金
脱
退
一
時
金
相
当
額
を

立
金
を
総
称
す
る

給
付
企
業
年
金
脱
退
一
時
金
相
当
額
を



小
企
業
退
職
金
共

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
脱
退

。
以
下
こ
の
条
及

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
脱
退

済
法
第
十
七
条
第

一
時
金
相
当
額
（
以
下
「
脱
退
一
時
金

び
次
条
に
お
い
て

一
時
金
相
当
額
（
以
下
「
脱
退
一
時
金

一
項
に
規
定
す
る

相
当
額
等
」
と
総
称
す
る
。
）
又
は
残

同
じ
。
）

相
当
額
等
」
と
総
称
す
る
。
）
又
は
残

解
約
手
当
金
に
相

余
財
産

余
財
産

当
す
る
額
、
同
法

第
三
十
一
条
の
四

第
一
項
に
規
定
す

る
解
約
手
当
金
に

相
当
す
る
額
又
は

積
立
金
を
総
称
す

る
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
確
定
拠
出
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
六
十
六
号
）
附
則
第
一
条

第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
五
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
同
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
個
人
別
管
理
資
産
が
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
連
合
会
に
移
換
さ
れ
た
者
（
個
人

型
年
金
加
入
者
及
び
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
取
得

し
た
も
の
に
対
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う

。
）
第
六
十
三
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と
あ
る
の

は
「
個
人
型
年
金
の
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
」
と
、
「
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
企
業
型
資
格
取
得
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
連
合
会
移
換
者
」
と
、
「
企
業
型
資
格
取

得
者
が
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
三



十
年
七
月
三
十
一
日
」
と
、
「
個
人
型
年
金
の
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理

機
関
等
」
と
、
「
対
し
、
企
業
型
資
格
取
得
者
」
と
あ
る
の
は
「
対
し
、
連
合
会
移
換
者
」
と
、
「
連
合
会
移
換
者
」
と
あ

る
の
は
「
企
業
型
年
金
加
入
者
等
又
は
企
業
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
個
人
型
特
定
運
営
管

理
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と
、
「
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と
あ
る
の

は
「
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
企
業
型
資
格
取
得
者
」
と
あ
る
の
は
「
連
合
会
移
換
者
」
と
、

「
連
合
会
移
換
者
」
と
あ
る
の
は
「
企
業
型
年
金
加
入
者
等
又
は
企
業
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
者
」
と
、
同
条
第
五
項

中
「
企
業
型
資
格
取
得
者
」
と
あ
る
の
は
「
連
合
会
移
換
者
」
と
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
規
則
様
式
第
七
号
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終

了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
加
入
促
進
の
た
め
の
掛
金
負
担
軽
減
措
置
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
第
六
十
九
条
の
十
一
第
五
項
及
び
第
六
項
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
退



職
金
共
済
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
退
職
金
共
済
契
約
」
と
い
う
。
）
の
申
込
み
を
行
う
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
中
小
企
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
小
企
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
退
職
金
共

済
契
約
の
申
込
み
を
行
っ
た
中
小
企
業
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


